
 

 

 

 

「ＮＩＥ介護の基本演習の授業実践」 

－人間栄養学科のアンケ－ト 2019 年、2022 年の比較を通して－ 

                         中国短期大学総合生学科 

                          松井圭三 

 

１．目的    

これまでの研究において、『本学保育学科に

おける学生の新聞についての意識調査の分析』、

『学科間の学生の新聞についての意識調査の

比較異なる学科・学校種間のＮＩＥ実践比較』 

、『ＮＩＥ実践後の効果アンケ－ト結果からの

各学科の特徴把握』、『社会福祉記事ワ－クブッ

クを用いたＮＩＥ実践』、『ＮＩＥ児童家庭福祉

演習』、『ＮＩＥ家庭支援論演習』、『ＮＩＥ社

会的養護Ⅰ・Ⅱ』、『ＮＩＥ介護の基本演習』、

『ＮＩＥ社会福祉演習』を作成後、授業で実践

し、学生の意識調査も行った。 

今回は、本学の現代生活学部人間栄養学科の

選択科目である「福祉論」において、2019 年の

アンケ－トと 2022 年のアンケ－ト結果を比較、

分析することにした。尚、人間栄養学科は管理

栄養士をめざす学科である。受講学生は「社会

福祉主事任用資格」の取得を目的としている。 

 実践したのは人間栄養学科１年生で、「ＮＩ

Ｅ介護の基本演習」の実践後同学生にアンケ－

ト調査を実施し、学生における授業実践の効果

や新聞に対する意識等を調査することにした。

例えば、「介護」に関係した語句、用語、制度

等を調べたことが同科目の学習に役に立った

か、同演習の実践が学生の文章力向上に何らか

の効果があったのか、どうかを検討した。さら

に、この調査結果を通して社会福祉教育におけ

るＮＩＥ実践の効果を明らかにし、あわせて指

導上の課題について考察する。 

２．研究方法 

授業で「同演習」を用いて介護の制度や法律

の語句を調べたことが、この授業を学ぶことに

役に立ったか、章ごとの主題を学び、感想をま

とめた作業が役に立ったか、授業は文章表現の

向上に役立ったか、授業の後に以前より新聞を

読むようになったかについて多肢選択式及び

記述式にて回答を得た。このアンケ－ト調査は 

 

 

 

人間栄養学科１年生に２０１９年 1 月、２０２

２年 1月に実施した。回答数はそれぞれ３９人、

２４人であった。 

回答結果をもとに、人間栄養学科の学生が本

実践を通して、まずこの授業を学ぶうえで『同

演習』は学習効果が見られたか、新聞を使った

授業に対してどう考えているか、また新聞に対

してどうような意識を持つようになったか等

について検討することにし、2019 年、2022 年

のアンケ－ト結果を比較した 

効果の測定については、多肢選択式による量

的な把握傾向把握だけでなく、理由についての

自由記述の内容対比もあわせて行った。 

尚、この『ＮＩＥ介護の基本演習』は 2019

（平成 31）年 4 月、大学教育出版から発行し

た。執筆者は松井他 14 名は新聞社関係、大学

教員であり、編集は松井と、兵庫大学小倉、

関西女子短大今井の 3 名で行った。 

『ＮＩＥ介護の基本演習』の章立て等は、

はしがき、このワークブックの利用方法（使

い方）、第１章介護とＮＩＥ、第２章介護と

生活、第３章介護の概念、第４章介護福祉士

の役割と機能、第５章尊厳を支える介護、第

６章自立に向けた介護、第７章介護を必要と

する人の理解、第８章介護サ－ビス、第９章

介護実践における連携、第１０章介護従事者

の理解、第１１章介護における安全の確保と

リスクマネジメント、第１２章介護従事者の

安全、第１３章諸外国における介護福祉、第

１４章介護人材、第１５章介護の課題及び執

筆者紹介で構成している。各章とも記事を２

種類ずつ掲載している。そして、その２種類

の記事について、語句、用語や法律、制度等

を調べる「言葉を調べましょう」等の設問欄

を３ないし５設問があり、それに引き続き、

記事を読んだ感想を書き込む欄と各章執筆者 
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による解説で構成している。例えば、第１５

章「介護の課題」では、記事として「老人ホ

ームの１６５０施設無届け、厚労省調査」を

取り上げている。 

３．研究結果  

「ＮＩＥ介護の基本演習の効果アンケート」

の結果は次のとおりである。 

アンケ－ト実施日 ２０１９年１月２４日、 

２０２２年１月２０日、回答者人間栄養学科

１年生、３９人、２４人。 

設問１ 

１．この授業では、『ＮＩＥ介護の基本演習』

を用いて介護、福祉関係等の制度、法律、語

句を調べました。これは「福祉論」を学ぶこ

とに役立ちましたか。（上段 2019 年、下段

2022 年） 

Ⅰ よく役に立った 1 人（2.57％） 

          4 人（16.67％） 

Ⅱ 役に立った   14 人（35.91％） 

          13 人（54.18％） 

Ⅲ 少しは役に立った 4 人（10.25％） 

            5 人（20.84％） 

Ⅳ どちらともいえない 19 人（48.71％） 

            2 人（8.34％）  

Ⅴ あまり役に立たなかった 0 人（0％） 

0 人（0％）、  

Ⅵ 役に立たなかった 2 人（2.10％） 

           0 人（0％） 

Ⅶ 全く役に立たなかった 1 人（2.57％） 

             0 人（0％）  

２．Ⅲ以下の役に立った方に質問します。役に

立った理由を記入してください。 

自由記述（学生の文章を使用） 

① 介護に対していろいろな角度から考えさ

せられえる記事が多かったから。19 人 

自分が知らない知識を学ぶことができた。 

12 人 

② 介護について知らなかった部分を知れた

から 20 人 

自分の知らないところでの福祉を知るこ

とができたから 5 人 

３．Ⅴ以上の役に立たなかった方に質問します。

役に立たなかった理由を記入してください。 

自由記述 

① 記述なし。 

記述なしてほしい。1 名 

設問２ 

 

１．この授業では、『ＮＩＥ介護の基本演習』

の授業後、ワークシートに関連したテーマの

ＤＶＤを鑑賞しました。この学習は「福祉論」

を学ぶうえで役に立ちましたか。 

Ⅰ よく役に立った 2 人（5.12％） 

          8 人（33.33％） 

Ⅱ 役に立った 9 人（23.07％） 

        8 人（33.33％） 

Ⅲ 少しは役に立った 4 人（10.26％） 

           6 人（25.0％） 

Ⅳ どちらともいえない 20 人（51.29％） 

             2 人（8.34％）  

Ⅴ あまり役に立たなかった 0 人（0％） 

              0 人（0％） 

Ⅵ 役に立たなかった 2 人（5.12％） 

           0 人（0％） 

Ⅶ 全く役に立たなかった 2 人（5.12％） 

             0 人（0％） 

２．Ⅲ以下の役に立った方に質問します。役に

立った理由を記入してください。 

自由記述（学生の文章を使用） 

① 自分の文章を表すことができた。3 人 

改善すべきことがたくさんあることがわ

かった。7 人 

② 書きたいことばかり書いたので少しは役

に立った。1 人 

これから介護をする側になった時に役に

立つと思う。2 人 

③ 介護の中にあるルールを知ることができ

た。1 人 

福祉関連で困っている方々を新聞以上に

理解できた。2 人 

３．Ⅴ以上の役に立たなかった方に質問します。

役に立たなかった理由を記入してください。 

自由記述（学生の文章を使用） 

① 文章表現の向上に何の意味もないと思って

いるから。1 人 

記述なし。 

② 難しかった。1 人 

記述なし。 

設問３ 

１．『ＮＩＥ介護の基本演習』の実践後、関

連したワークシ－トのテーマのＤＶＤを鑑賞

しました。鑑賞後、感想や質問のレポ－トを

課しました。この作業は、文章表現の向上に

役に立ちましたか。（2019 年はアンケ－ト実

施せず） 
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Ⅰ よく役に立った 4 人（16.66％） 

Ⅱ 役に立った 9 人（37.5％） 

Ⅲ 少しは役に立った 4 人（16.66％） 

Ⅳ どちらともいえない 7 人（29.18％） 

Ⅴ あまり役に立たなかった 0 人（0％） 

Ⅵ 役に立たなかった 0 人（0％） 

Ⅶ 全く役に立たなかった 0 人（0％） 

２．Ⅲ以下の役に立った方に質問します。役に

立った理由を記入してください。 

自由記述（学生の文章を使用） 

① 以前より、文章表現の力がついた 3 人 

② 自分の思いを言葉で表現することができた。

3 人 

③ 要約力がついた。2 人 

３．Ⅴ以上の役に立たなかった方に質問します。

役に立たなかった理由を記入してください。 

自由記述 

① 特に役に立ったと感じたことがない。1 人 

設問 4 

１．『ＮＩＥ介護の基本演習』の授業では、

同演習の実践後ワークシートに関係したテー

マのＤＶＤ学習及び感想、質問レポ－トは「福

祉論」を学習するうえで役に立ちましたか。

（2019 年はアンケ－ト実施せず） 

Ⅰ よく役に立った 5 人（20.83％） 

Ⅱ 役に立った 7 人（29.16％） 

Ⅲ 少しは役に立った 4 人（16.66％） 

Ⅳ どちらともいえない 8 人（33.35％） 

Ⅴ あまり役に立たなかった 0 人（0％） 

Ⅵ 役に立たなかった 0 人（0％） 

Ⅶ 全く役に立たなかった 0 人（0％） 

２．Ⅲ以下の役に立った方に質問します。役に

立った理由を記入してください。 

自由記述（学生の文章を使用） 

① 知らないことが知れた。2 人 

② 自分の考えが確認できた。2 人 

３．Ⅴ以上の役に立たなかった方に質問します。

役に立たなかった理由を記入してください。 

自由記述 

記述なし。 

設問４ 

１．『ＮＩＥ介護の基本演習』を使った授業

の後、以前より新聞を読むようになりました

か。 

Ⅰ よく読むようになった 2 人（5.27％） 

             2 人（8.33％） 

Ⅱ 少しは読むようになった 3 人（7.89％） 

 

         5 人（20.83％） 

Ⅲ もともとよく読んでいる 4 人（10.53％） 

             1 人（4.17％）  

Ⅳ 変わらない 18 人（47.37％） 

        13 人（54.17％） 

Ⅴ ほとんど読まない 2 人（5.26％） 

           0 人（0％） 

Ⅵ 読まない 9 人（23.68％） 

       3 人（12.50％） 

Ⅶ 以前より読まなくなった 1 人（2.56％） 

              0 人（0％） 

２．Ⅰ・Ⅱの読むようになったと答えた方に

質問します。読むようになった理由を記入し

てください。 

自由記述（学生の文章を使用） 

① 世間を知ったほうがいいと思ったので。1

人 

今どうなっているのか疑問になったか

ら。1 人 

② 情報を知るため。1 人 

３．Ⅴ以上の読まない、読まなくなったと答

えた方に質問します。読まない理由を記入し

てください。 

①新聞を取っていない。5 人 

 新聞を取っていない。2 人 

②新聞が嫌いだから。 

興味がわかないから。1 人 

４．Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの読む・読むようになったと

答えた方に質問します。この実践前と比べて、

新聞を読む時間はどのくらい増えましたか。 

Ⅰ ５分未満 7 人（17.94％） 

       3 人（12.5％） 

Ⅱ ５分以上 10 分未満 3 人（7.69％） 

           2 人（8.33％）  

Ⅲ 10 分以上 15 分未満 5 人（12.82％） 

            1 人（4.17％） 

Ⅳ 15 分以上 20 分未満 2 人（5.12％） 

            1 人（4.17％） 

Ⅴ 20 分以上 0 人（0％） 

       1 人（4.17％） 

５．Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの読むようになった・読むと

答えた方に質問します。新聞はどのような記

事を読みますか。 

Ⅰ 新聞全体 5 人 

       2 人 

Ⅱ 政治経済関係 2 人 

          0 人 
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Ⅲ 家庭・暮らし関係 1 人 

           3 人 

Ⅳ 芸能スポーツ関係 1 人 

           3 人 

Ⅴ 社会保障・社会福祉関係 4 人 

              2 人 

Ⅵ 地元の情報関係 3 人 

                    2 人 

Ⅶ その他 4 人 

      0 人 

４．考察 

（１）「ＮＩＥ介護の基本演習」の介護、福

祉関係の制度、法律、語句等を演習すること

は 2019 年度、2022 年度も役に立つと回答し

た学生は大半であった。 

（２）同演習の授業後、関連したＤＶＤ鑑賞

は 2019 年、2022 年とも「福祉論」を学ぶう

えで役に立つと回答した学生は双方とも約

30～40％であった。 

（３）この授業の実践後、少数であるが新聞

を読む学生が増加している。 

５．結論 

 これまでの研究から、新聞を読んでいる学生

が少ないので、新聞を学生に日常的に読んでも

らうには、何が必要なのかもう一度再検討が必

要である。また、介護、福祉に対して、学生に

興味関心をもってもらうには何が必要なのか

検討が必要である。現実は、社会福祉・社会保

障を含め国の制度・政策に関係する記事に注目

する学生も少ない。従って、社会保障・社会福

祉の法制度の記事に対して興味関心を持って

もらうに何が必要かも再検討しなければなら

ない。 

 「福祉論」の科目について、『NIE 介護の基本

演習』を用いての語句や感想文を作成すること

に対して、学生自身も有効性を感じている。し

かし、その有効性の根拠がどこにあるのかはさ

らなる検討が必要である。さらに、文章力の向

上や新聞をよく読むことの具体的な要因を探

究し、実践方法をさらに検討を加えていくこと

が必要である。 

 また、今以上に大学教育の中で新聞を読む習

慣や新聞を学習に活用する姿勢を身につけさ

せ、なおかつその効果を持続させるには、社会

福祉教育の中で、NIE 実践を繰り返すことが肝

要だと考えられる。 

 最後に、管理栄養士養成課程として管理栄養 

 

士に求められる「福祉論」の基本的な知識を身

につけさせることは重要な課題である。新聞は、

「福祉論」に対して目を向けさせる有力な手段

であると考えられる。大学教育として、社会に

おいて生活する者としての汎用的な力を身に

つけさせるため、新聞を読む習慣をつけ、新聞

を学習に活用する姿勢を身につける工夫をし

ていかなければならない。また、文章を作成し、

文章を要約する技能も身につけさせることが

必要である。職業教育にとどまらず、社会生活

を送っていくうえでの新聞の有用性を教育機

関はもっと広報すべきだと考える。 

私自身これからもＮＩＥ教育の推進に今後

も邁進し、新聞を社会福祉の融合を追究してい

く所存である。 

まだまだ社会福祉教育において、新聞を活用

した授業実践は体系化されていない。ゆえに、

目の前の課題を解決しながら、今後政策するＮ

ＩＥの社会福祉ワークブックの質の向上をめ

ざして努力していきたい。 

 このアンケ－トの学生の生の声を尊重し、次

の授業の糧として、利用していきたいと考えて

いる。学生のみなさまには感謝申し上げる次第

である。 

６．参考文献 

１．松井圭三・今井慶宗編著『社会福祉記事ワ
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３.松井圭三・今井慶宗編著『ＮＩＥ家庭支援
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４．松井圭三・今井慶宗編著『ＮＩＥ介護の基
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５．松井圭三・今井慶宗編著『ＮＩＥ社会的養

護演習Ⅰ・Ⅱ』大学教育出版 2021 年 
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吉備中央町における介護予防・日常生活支援総合事業通所型の実践と効果 
 

○小虎泰之、伊達道子、土井純子（吉備中央町福祉課） 
狩長弘親（吉備国際大学保健医療福祉学部） 

村上達郎（吉備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ中央ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部） 

 

 

１．はじめに 

 介護予防とは、心身機能の改善や環境調整な

どを通じて一人ひとりの生きがいや自己実現の

ための取り組みを支援し、生活の質（以下、

QOL）の向上を目指すものである 1）。その際

には、多様なサービスである短期集中予防サー

ビスや地域ケア会議、生活支援体制整備事業等

との連携が重要とされる 1）。しかし、地方にお

いては短期集中予防サービスのために専門職を

安定的に確保することは困難な場合が多い。 

吉備中央町地域包括支援センターでは、介護

予防・日常生活支援総合事業通所型サービス緩

和Ａ（以下、総合事業）に取り組んでいる。総

合事業では、生活課題の解決を目的に、運動機

能向上プログラムに合わせて口腔機能向上、栄

養改善等の生活機能向上プログラムを実施した

通所型 C に近い取り組みとなっている。 

本報告では、吉備中央町における総合事業の

実践を報告するとともに、その効果を明らかに

することを目的とする。 

 

２．総合事業の概要 

総合事業は町内の 3 か所の特別養護老人ホー

ムに委託し、事業所ごとの特色を活かした取り

組みを行っている。利用頻度は週 2 回、1 回あ

たり 2 時間で行っており、利用期間は最大 6 か

月である。各事業所の支援者として、1 事業所

は理学療法士、2 事業所は介護職員が行ってい

る。利用者は地域包括支援センターに相談があ

った方のうち事業対象者または要支援 1・2 に

該当する方とし、日常生活において何らかの不

安や悩みを抱えて生活しづらくなっている方に

対して、地域包括支援センターの職員がアセス

メントおよび目標設定を行い利用の有無を検討

している。必要に応じてリハビリテーション専

門職による同行訪問を行い、利用者の自宅で一

緒にアセスメントを行った結果を目標設定、プ

ラン作成に反映させている。その後、月 1 回開
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催される地域ケア個別会議で各種専門職（リハ

ビリテーション専門職、薬剤師、管理栄養士）

と総合事業にかかわっているすべての事業所の

職員、生活支援コーディネーター等が参加し、

個々のケースについて利用者に沿った目標やプ

ランを共有すると共に、卒業後の生活について

も検討を行っている。利用の際は利用者ごとに

個別のファイルを作成し、個人の目標や測定結

果をすぐに確認できるようにしている。卒業後

は目標として設定した自分らしい生活をおくれ

ることを目指して支援を行い、卒業時には地域

ケア個別会議で状況についての共有や今後に向

けての検討を行っている。卒業後に状況の変化

が生じた際は、新たに目標を設定し再度利用す

ることも可能である。 

 

３．対象者 

 令和 4 年度総合事業利用者を対象とした。除

外基準は、利用期間中の中断者（要介護への移

行、入院、町外への転出）、測定不備がある者

とした。 

   

４．方法 

基本情報として、年齢、性別、要介護度につ

いて確認した。また、総合事業初回利用時に卒

業時に以下の測定を行った。 

（1）運動機能：握力、Timed up＆go test（以

下、TUG）、Functional Reach Test（以下、

FRT）、片脚立位時間 

（2）口腔機能：最長発声持続時間（Maximum 

Phonation Time；以下、MPT）、オーラルデ

ィアドコキネシス（Oral Diadochokinesis；以

下、OD）、100ml 水飲みテスト 

（3）QOL：Euro QOL 臨床版の EQ-5D 記述

シ ス テ ム （ 以 下 、 EQ-5D-5L ） お よ び Euro 

QOL 視覚アナログスケール（以下、EQ VAS） 

 分析方法として、各種測定結果の記述統計量

の算出を行った。また、初回利用時と卒業時の

測定結果の比較として Wilcoxon の符号付き順

位検定を行った。統計ソフトには HAD 18.02）

を使用し、有意水準は 5％とした。 

 

５．結果 

令和 4 年度総合事業利用者 27 名のうち、利

用期間中の中断者（要介護への移行、入院、町

外への転出）4 名、測定不備 7 名を除外した 16

名が対象となった。対象者の平均年齢は 85.9±

5.9 歳、性別は男性 3 名、女性 13 名であり、要

介護度は要支援 1 が 1 名、要支援 2 が 3 名、事

業対象者が 12 名だった（表 1）。 

-6-



 

初回利用時と卒業時の測定結果の比較を表 2

に示す。 

 

 
  

初回利用時と卒業時の測定結果の比較では、

運動機能では TUG、FRT、片脚立位時間にお

いて初回利用時より卒業時で有意に成績の向上

を認めた。口腔機能では、OD の「タ」の発音

において初回利用時より卒業時で有意に成績の

向上を認めた。QOL では、EQ-5D-5L および

EQ VAS において初回利用時より卒業時で有意

に成績の向上を認めた。 

 

６．考察  

 今回、吉備中央町において総合事業を実施し

効果の検討を行った結果、運動機能、口腔機

能、QOL において初回利用時より卒業時で成

績の向上を認めた。 

分析対象者の特性として、平均年齢が 85.9 歳

であり、超高齢者が多数であった。吉備中央町

では山間部で生活し農作業を営む方が多く、限

界まで自助で取り組んだうえで相談に至ること

が影響していると考えられる。 

 運動機能では、TUG、FRT、片脚立位時間に

おいて初回利用時より卒業時で有意に成績の向

上を認めた。これは、地域ケア個別会議での検

討結果を基に利用者の個々の状況を把握したう

えで生活機能向上プログラムを実施しているこ

とや、総合事業利用時以外の自宅での生活状況

に即した運動や生活の仕方についても検討して

進めていることが下肢筋力の向上や動的立位バ

ランスの向上につながった可能性が考えられ

る。 

口腔機能では、OD の/ta/の発音において初

回利用時より卒業時で有意に成績の向上を認め

た。/ta/は舌尖部で発音され、舌の筋力が強く

影響されやすい部位と報告されている 3）4）。今

回、総合事業への参加による生活機能向上プロ

グラムの取り組みに加え、総合事業に参加する

ことで他者との会話機会が増加し、口腔運動の

促進が図られた可能性があると考えられる。 

　　　　　n 　　　　　%

性別 男性 3 18.8

女性 13 81.3

年齢（平均±標準偏差）

要介護度 要支援1 1 6.3

要支援2 3 18.8

事業対象者 12 75

項目

85.9±5.9

表1　対象者の基本属性

初回時 卒業時
中央値（四分位範囲） 中央値（四分位範囲）

右握力（kg） 16.0（12.7-19.6） 20.2（12.3-21.1） 0.286
左握力（kg） 15.4（10.0-19.9） 17.5（8.5-21.3） 0.346
TUG（秒） 16.3（13.9-26.5） 15.2（12.7-18.0） 0.003**
FRT（cm） 22.0（19.9-23.1） 22.8（20.9-28.3） 0.028*
片脚立位時間（秒） 1.9（1.1-11.6） 5.2（3.3-21.0） 0.010*
MPT（秒） 13.8（9.2-16.9） 13.2（10.0-14.6） 0.842
OD/pa/（回） 35.0（29.5-40.0） 35.0（31.5-44.5） 0.838
OD/ta/（回） 39.0（28.5-43.0） 36.0（28.0-46.0） 0.025*
OD/ka/（回） 32.5（23.8-46.0） 36.0（26.5-45.5） 0.086
100ml水飲みテスト（秒） 16.6（6.4-19.9） 13.1（8.3-15.1） 0.182
EQ-5D-5L 0.42（0.38-0.56） 0.62（0.54-0.72） 0.002**
EQVAS 50.0（45.0-60.0） 70.0（62.5-75.0） 0.004**
Wilcoxonの符号付き順位検定 *p<0.05　　**p<0.01

TUG:Timed up＆go test

FRT：Functional Reach Test

MPT:Maximum Phonation Time（最長発生持続時間）

OD:Oral Diadochokinesis（オーラルディアドコキネシス）

EQ-5D-5L：Euro QOL臨床版のEQ-5D記述システム

EQVAS：Euro QOL視覚アナログスケール

表2　初回時・卒業時の測定結果の比較

項目 p
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QOL では、EQ-5D-5L および EQ VAS にお

いて初回利用時より卒業時で有意に成績の向上

を認めた。専門職と連携しながら利用者と共に

自分らしい生活としての目標を具体的に設定し

たこと、個別のファイルを作成し目標を確認し

ながら進めたこと、目標を意識した支援者の働

きかけにより主観的健康感が高まり、QOL の

向上につながったと考えられる。 

 

７．結論 

支援者として全ての事業所に安定的に専門職

を配置することが困難であっても、専門職との

連携体制を構築することにより運動機能、口腔

機能、QOL の向上につなげることができた。

しかし、利用者として超高齢者が多いことや関

節疾患の有無等により測定結果が基準値前後の

利用者もみられるため、卒業後も定期的な経過

観察が必要である。また、医学的な問題が主体

となる利用者など専門職による直接的な支援が

必要なこともあり、今後は医療提供施設との連

携の強化が必要と考えられる。 
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फ़ʥͳ ͪ͢ɽ
̑ ʥੵ ๏๑・

ࣙ
༟ 

फ़ Ͷ ͯ ͱͺɼ ϱ ʖ ߴ յ  ݃◌・ ・ ・Π ί φ
ՎΝΓΕ  దͶ Ζ ͪ ɼ・ੵ Ό . +&RGHUʤ K

ʥ ͱɼ Ϝ
༽ 

・WWSV NKFRGHUQHW Ν τΫηφ ω
ϱ Ͳ ɼ ޢ ޛ  घޣ  ੵ ୱ ப ड़ ୦๑ ・ ・ή ɽ Ν

ɼ ݳ Ҳɼ ͵ रޢ  ਜ਼ න ౹ ಝ ద・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ப
Ґ ݳͪ͢ ͱɼ ޢ

༽ 
࢟  յड़ ड़ ப ड़・Ν ɽ Ν

Νܐࢻ     Կ ͪ͢  ʖ ਦϭϋρφ έΝ
͢ ɼ  ݳ ʖ Ν ͨΗ ͩ ʖͳන ϩ Ϩ・ή ϕ ΗΩτβ
͢ ͱ ݳͪ͢ Ήͪɼන ೧ ◌਼ ෨・ɽ Ν ͳ ͢ͱɼ◌਼ร

ͳ ޢப ड़  Ԣ෨ ◌਼ ଲ ੵ ◌ාਦร ・ ・・Ν Ν
͢ ͪ・ ɽ

Վ ݃◌
ʥ ೧ ◌਼・̏ ʻ
 ˍʥ೧ ◌਼ਕ਼・ ʤ

ˍʥ೧ ਕ・̏ ʤ
̐ ˍʥ೧ ਕ・ ʤ
̑ ˍʥ೧ ਕ・ ʤ
̒ Ґ ˍʥ೧ ਕ・ ̖・ ʤ
̐ ʥճ ͖ͪͮ͘͢͜ ʥ̿յ◌਼・ ・ ・ʤ ʻ
͕ Ώ͞ ϔ ਕϧ ϧ・έ ο ε
ࢥ͖ ਕฯ  ݊◌ ͖ ͜・・Δ

͕ Ώ͞ ϔɼஎ ਕϧέ ʤ  ʥѬүҗҽ͖ॶ
ղ◌়・Δ

ਕ

Ԯࢤ ϙʖϞϘʖ ਕ・ ・ ζ
ͨ ଠ ਕ・

̑ ʥ ԋࢩүͱࢢ ͳͅ ҡ͵ Ζ ͕Ώ͞ଠ ϧ・ ・・ʰ έ
ϔ ʤࣙ

◌ྙ ༟ 
फ़◌ໍາ・ ʥɦ յ・・ ・

Ϝ ϱ ɼ
༽ ◌ ◌ྙ

Վघ ૱ ड़๑  ݃◌・τΫηφ ω ή Ν
ʥɼ ϱ ʖ ޢ ਼◌ޢ  ช ฑ ช・ʤ Π ί φ ・

ͺ ɼ Ғ ͺ ʱ ޢ
༓

◌਼ ப ड़ ළ ड़ ◌ୣ ݇◌・ ・ ・ ʰ
ʥɼ ݇◌ʤ ʰ   ʱ ʥɼ Үɦ ʥɼஏ ݇◌  ݇◌ ・ʤ ʰ ʤ ʰ

ʱ ͕ ɼhʥ ʱ ʥ͍ͮͪͲๅ  ݇◌  ݇◌・͠ʤ Ξ ʤ ɽ
  ʖ ͞ ͳ ɼ ͳਦ ਦϭ ・ϋρφ έΝ Θ

͕ ʱ ʱஏ・Εʰݫ ʰ ʰ  Κ ʱ ʱ Ͷ͢ ͏・Ε ʰ ʰ  ・ͳ
 ͮͪ Ͷ ୱޢ  ݳͪ͢ ৼ ड़・ ɽ   නݳͺ ͯͶ

ʖ Կ ͠ ʴ Ү ʵɹ յ ճஏ எๅ  ϩ ・・ή ϕ Η Ν Ζ
ͮ ͱ ͳͲͤ ͞・  ͵ ͣ Ͷ͵ ʵɹ  ͪͮ Ή ϟϱ ݀◌Ί Ζ
ώ  ʖ Ͳ Ͳ ͘ ʵɹ ҽճಊ ಋ・͗Ζ  ・͓ΚΕ Ζ

ʵɹ Ͳ ͘
◌ྙ ༓

ਕ◌ໍາ  ͢ ͚գ ͦ͟ ʵɹ ಋ・・ ・Ζ
・・ Ͱ ͚ ʵɹ ʵɹ ࣙ Ͳ ࢟ Յ・・ ͪ ͬ・Ε  ժΝ

ʵ ͨΗ ͩ ʖ Ͷ ʖ ࢊ ◌໌ϩ Ϩ・ ・Ζ Η ή ϕ Ωτβ Ν
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͢ ͪɽ
 ͳ ͢೧ ◌਼ ෨ ◌਼ร・ Ν ͪ Ԣ ͺɼՎଲ ੵ  ݃◌・ ・

ͳ ͕ ͳ͵ ͮͪ  ਦ ೧ ◌਼ ೧ ಝ・ ・ ・・ ・Ε ɽ
͵ ͺ Үɦ దޢ ͵ ୱ ஏʰ ʰ  ͣ ʱh ͕ ʱ・͠ ・Ί Ξ ʰ
ʱ ʱ ʱ ϟϱ ʖɦ ճ ͓ ɼɦ ̐

◌ྺ ◌ྒྷ◌ 
Յ ೧ ・ʰ ʰ ʰ ώ ʰ Ζ

ͺ ʱ ʱ
༓

೧ ◌ୣ ๅ・ ・ʰ ʰ ʰ  ʱॶ ʰ   ʱ Ε ͍ ɦɼஎʰ
ͺ ʱ ʱ ࢟೧ ಋ・ ・ ・ʰ ʰ ʰ  ΚΕ・h  Ͷɦ  ݀◌ʰ Ή

ʱ ɼɦ ͺ ʱ ʱ
པ ༣ ༰

ड़ ೧ எ・Ζ ʰ Ζ ʰ ΗΖ ʰ ΄ Ζ ʰ
Ԅɦக ঘ  ʰ ʱͲ ࡖ ͍ͪͮ ɽ

̒ ϱ ʖ ࢥ Ͷ ଶฯ ฯ ݊◌  ݊◌・ʰ ι ν  ͤ Ζ ͞ͳʤࣙ

༟ 
फ़ʥɦ յ・・ ・

Ϝ ϱ ɼ
༽ ◌ ◌ྙ

Վघ ૱ ड़๑  ݃◌・τΫηφ ω ή Ν
ʥɼ ϱ ʖ ޢ ਼◌ޢ  ช ฑ ・ʤ Π ί φ ◌਼ช・

ͺ ɼ Ғ ͺɼ ʱ ޢப ड़ ළ ड़ ૮ ݇◌・ ・ ・ ・ʰ
ʥɼ үͱʱࢢ ʥɼ ʱ ʥɼյ յ յๅ・ʤ ʰ ʤ ʰ ʤ

ʰ ͞ʹ ʱ ʥɼ ʱ ʥͲ ͍ͮյ յ・ ・ʤ ʰ Πχώ η ʤ
ͪ ɽ

ݳ   ʖ Կ ͪ͢ ɼ ͕ ͳ ɼՎන ਦϩ  ݃◌ ・Νή ϕ Ε
ʱ үͱʱࢢ ʱͳ  ͮͪ Ͷ  ޢ૮ ୱ ৼๅ・ ・ ・ʰ ʰ ʰ

ड़ݳͪ͢ ɽ ͺݳ   ͯ ʖ Ͷ͵ ʴ නࢢ ϩή ϕ Ε $
үͱ ʵɹ үͱࢢ Ͷ ͤ ߃૮  ݊◌・ ・ % Ώ ʵɹๅ・Ζ &
ϗϱ  ・ ・・φ Ν ʵʴ ԋͩΗͨࢩ ʵଶ କ దܩ'

ʖ Ͷ ʖ◌໌ϩ Ϩ・ ͢ ͪ・Η ή ϕ Ωτβ Ν ɽ

・ࢊ 

Ͳͅ  ݜ ɼ ͕ Ώ͞ ϔ Δ͕Յϧ ͖・・・・・έ
Ώ͞ ϔͶ ࢧ  ɼ ϱ ʖଲ ฯ ฯϧ  ݊◌  ݊◌・έ Ζ Ώ ι ν
Ͷ Ζࢥ ͞ͳ ɼ Ϝ ϱଶ घ ๑・Ν τΫηφ ω ή Ν

Ͷ ɼ ࢥ Ͷ
ཤ༽◌ ◌ ◌ ◌ ༀ  

ద ੵ ฯ  ݊◌・ ・ ͯ  ͱ
ࢊ  ͢ ͪ・ ɽ

ԋࢩүͱࢢ ͳͅ ҡ͵ Ζ ͕Ώ͞ ϔଠ ϧ・ ・・ έ
ʥͳ ͢ͱ ͍̖͗ͮͪ

ͯ
ʖ

◌ྙ
ਦ◌ໍາ Ϩ・ ・ʤ Ωτβ

ͺҐ ͳ ͕ Ͳ ͍ͮͪԾ・ Ε ɽ
ʴ Ү ʵ ͺɼஏ எๅ・・ Ν Ζ ʰ   ʱ ʱ

༓
◌ୣʰ ʰ  

ʱ Үɦ ʱ ͗ Ͷ ޕॶ ஏ ૮ๅ・ʰ ʰ  ɼ ͕࿊
͗ ͍・ Ε Ώ

͞ ϔͅ ɼ Ү ͳ ͢ͱմஏ ಚ एๅ  ϧ ・・ ・έ ΔΗΖ
Ͳ ͪ͘ Ͷ ͳɼࢢүͱ Ώ ͤ͠・・ ・͢ɽ Δ ΓΖ ʰ  ・
ͶҒͶӪ

༑
 ͤ ͳࣖ ͠ Ҿͳ ͢ͱɼ ࢢ

གྷ
Ζ ΗΖ ʰ

үͱࢩԋʖ Ώ ͤ͠ʱ ͍͗घๅ・・ ・・ ・͢γ ϑη
͝ ͱ  ΔΗ Ζ ʥ̏ ɽ ݜ  Ͷ ͕ ͱ ɼ ͕ Ώ͞ ϧ・ έ

 ͺ ɼϔ ॶ Ώ  ࢢ Ͱ ͚
༓

◌ୣ・・ ・ ・Ε  Όͪஏ
Ү ͳ ͱ ࢢ͗ 

◌༹
ಚๅ  ・・ ・ ࣟ ͠・ΔΗΖ Η Ζ

Ӓ ͓ͪɽ
ʴ յ ճ ͮͱ ͳͲ ͤ ͞・  ͵ ͣ Ͷ͵ ʵͺɼΊ Ζ
ʱࢢ ʱஎ・ ・͏ʰ ʰ Ε ʰ  Ͷɦ ͗ Ͷ ޕ૮  

࿊
͗ ͍・

ɼɹ  ͪͮ Ή ϟϱ ʖͲ ݀◌Ε ώ  Ͳ ͘ ʵͺɼ ϟಊ Ζ ʰ
ϱ ʖɦ ݽ ʱఈώ ʰ ʰ  ʱ ͗ Ͷ ޕಊ ૮  

࿊
͗ ͍ ͮ ͪ・ ɽ

͞ ͳ ͖ ɼ ͕ Ώ͞ ϔͶՅͤΖ ͞ͳͲϧ・͞ ・Δ έ  
͵ ͣ Ͷ͵ ɼϟϱ ʖ ఈݽ ಋ・ ・・ ・・Ί Ε ώ ܐ 

Ͷ ɼݿ үͱࢢ ͖ ɼ
◌ཱི◌ ◌ 

  մ◌๎ ܪ・・ ・ Ε Δ Η
҈  ͗ৼ Ͷ͵ ͮͱ  ͳ ࢊಚ ・ΔΗΖ Ζ ΔΗΖɽ
͞ ͳ ͗ɼɹ ҽճ ಋ・͞ ・͗  ʵ

◌ྙ
◌ໍາ・͓ ・ΚΕ Ζ

ͳ ܪࢊ・ ・・Ζ Ζɽ
ʴ Ͳ ͘

༓
ਕ  ͢ ͚գ ͦ͟ ʵ ʱͳ

༓
ਕ・Ζ ʰ

 ͑ ݬ Νޢ  Ͷͅɼ Ͳ͵ ・ชʹࢢ͚ ͫ ͜・・ ・・

Ͳ ͘ ͳ  ͑
༓

ਕ फ़Ζ  ɼ ࢢ Ͷ・͍ ・Ε  
༓

ਕ
Ͳ ͘ ͳ͵ ͮͱ  ͪ・Ζ ɽ
ʴ ʵ ͺɼ ʱ ϗϱ ʱ ࢟ Յ࢟  ઇ・・ ・ ・ʰ ʰ φ ʰ  ・

ʱ ͗ Ͷ ޕ
◌ྺ

೧ ૮ʰ  ɼࢢʹ Ͷ
࿊ ◌ྺ

೧͗ ͍・ ・・Ε
Κ ͦͪ ݩ ɼ Ͳͅ Ͳ ͘Ͷ ͚ Պର ఋ ઇ・ Ώ ・࢟   ・

ͳ Ͳ Ζ ͞ͳ ͗ɼ Ͷͳ ͮ ި◌
◌ླྀ

ଠ ◌ं ਦ・ ・・ ・・Ν Η
ͱ ͳ ͱ  ͳ

◌ྙ
ଌ◌ໍາࢊ  ・͍ ・・Ζ Ζ Ζɽ

ʴ ࣙ Ͳͪ ͬ・  ʵ ͺ ɼh ࣙ ʱ ࢊժ ・Ν Ζ ʰ  
ʱ ; ʱ ʱͺ Ͷ ޕ

༣
ժࢊ  ૮ʰ ʰ Ζ  ɼɹ

࿊
͗ ͍・ Ε

ಋ・・ ・・・ Ͱ ͚ ʵ ͳ  ͢Ε   ɼ Ͱ ͚ժ ΕΝ
௪ ܐ  ・ ・ ͺ ɼ Ͱ ͚ ͳ  ͑ Ͷݳ ͯ͵ ͗නΕ
ͮ ͱ  ͪɽ
 ҩ  Ͷ Ԣ ʥ͖ ɼ೧ ◌਼ ଲ ੵ ਦ・ ・ ・ ・ΓΖ ʤ Δ

ͺ ͵೧・ ʰ  ͣ ʱ ʱ ճ ͓ ɼɦ ͺՅ ೧・ ・Ί ʰ ʰ Ζ
ʱ

༓
◌ୣʰ ʰ   ʱ ʱ ʱ ͗ॶ ◌ාๅ・ʰ ʰ  ͱ ͕・͠ Η

ɼ Ͳ ࢢ Ͳ ͘ɼ ͵
༓

ਕ ਐ  ・ͤ ・ ・ ・Ε Ζ   
ࢢ͗ Ӓ Η ͪ Ήͪɼ

◌༹
ಚ ೧ๅ  ・・ ・ΔΗΖ Κ ɽ

ͺ ʱ ʱ ʱ ʱ ͗
པ

ड़࢟  ಋ ◌ා ݀◌ ・ ・ ・͠ʰ ΉΖ ʰ Ζ ʰ ʰ
ͱ ͕ ɼ ӣӨͶ͞Ζ ͳͲɼճ Η・ܠ Ε  Κ  ௪ ద・・

・ͯ ・Ν  ͳ ͢ͱ Ί ͗ ͱ・͢ ・ΓΕ Ζ  ・ܐ
Ͷ ͨ͢ ݡ ɽͪΗ ͱɼ Ґգఖ ೧ܪ・ ・ ・Ζ  Δ

ͺ Ԅɦ
༰

கࡖ ঘ  ʰ ʰ ʱ ʱ ʱ ͗
༣

எ ◌ාʰ ΗΖ ʰ ΄ Ζ
ͱ ͕ ɼ Ү ͠・Ͷஏݱ ͗・・ ・・ ・ ・͜Η Ε ΓΕ Ν

ͱ  ͚ ࢢ͗ Ӓ ͓ͪ
◌༹

ɽ  ͺɼࢢүͱ ʖ Ͷ௫ ϩή ϕ
͕  ͱɼ ӣӨ ͱक ର ద ௪ ◌ै  Ν ɼӣӨ◌์ Ν
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Յ ͗ ޕި 
◌ླྀ

૮・・ ・・ Ͷ͵ ͮͱ  ͳ ͢ๅΖ
ͱ  Ζ ̐ ʥɽ Ͷ  ݜ ͕ ͱ ɼ ҲՅ◌ं・ ͗・・ ・

ժΔ ӣӨ
ༀ  

ଈ・・ Վ ͪͤ͵ ͖Ͳɼ ◌ै  Ν
͗ ɼ Կ ͢ͱ  ͚ ◌ި ࢢ

◌ླྀ◌ ◌༹
ಚ ಋ・・ ・・ ・ΔΗ

͗ ・ ͠ Η ɽͪ
Ґ ɼ ͕ Ώ͞ ϔͅɼ Ͷͳ ͮͱਐ  ϧ・ ・・έ ͵・

ɼ ಚๅࢢ  ・ ・・ΔΗ  Ͱ ͚Ε ͗Ͳ ͘ɼࣙ ͵क ద
ӣӨ Ͳ ಋ・・ ・・ ・・ ɼܐ・͗ ・ ͗・・ΉΕ Φ
ϱϏ ϟϱφ ͠ ◌े ◌ૌ ৭  ϭ ・ΗΖ Ͳ ͍Ζ ͞ͳ ͗ಊ
 Η ͪࣟ ͠・ ɽ
Ήͪɼ ࢥ Ͷ ଶฯ  ݊◌  ͤ Ζ ͞ͳ ʥͅɼ ̒ͯਦʤ

ʖͶ Ηͪ
◌ྪ◌ 

Ϩ・ ・Ωτβ ɽ
ͺɼɹ үͱࢢ ʵɹ үͱࢢ Ͷ ߃૮  ݊◌・・ ・ ・$ % Ώ

 ͤΖ ʵๅ・ ・・ Ν ͱ  ͪɽ ͖͢ ͢ ɼଶ ฯ

͢ࢥ ͳ ͱͺ үͱࢢ ՟ಋ ೲ େ◌ୗ ݊◌ ・・ ・͗ ・ ΊΏ Ν

 ◌༙◌ 
ɼ ͚ ͱմ ݀◌  қ Ͷ ɼүճ ਦ ద ・Ν Ε

ͳ͵ Γ ԋ͗ࢩ͑ Ͳ ͍
◌ྙ གྷ

߶ ච・͓ ・Ν Ό Ζ Ζ Ζɽ
ʴ ϗϱ  ・ ・・& φ Ν ʵ  ʱͳ  ͑ଶ ・ ・ʰ

ݬ Νޢ  Ͷͅɼࢢʹ ɼͬү Ͷ
◌ྺ

೧ช߃   ݊◌・ ・・ Ώ
 ͢ ͱ ͳ  ͑

ཋ  
ͮࢡ  ͪ・ ・Ν  फ़

ͪ ɽ ͞ ͳ ͖ ɼ ࢥ ͺ ճʹࢢ ೧ฯ  ݊◌・͞ ・ ・・ ・・Δ
ү Ѵ͢ɼ ʖ Ͷ

◌ྺ
ೲ・・・ ・・ ・ ͮ ͪ・Ώ ΊΝ ω θ

◌݊ ߃   ү ݱ
ༀ  

・়◌ղ࢟  ・Ώ Ν ͗  ͱଶ Η
 ͪ ɽ
ʴ ԋɻࢩ ʱ ͑ ͳ ޢକ ద କܩ ・ܩ ・' ʰ Ν ݬ
Ͷͅɼ Ͷ ͯ ͱ ࢥ ԋճࢩ ଚକ କ దช ฯ ・ܩ◌݊  ・ Ν

 ΌΖ फ़ ͗ ͍ͮͪɽ ͞͞ ɼ ӪՔ◌਼ ೧ ϫ ・α ψ  
Ώ͞ ϔण ϧ ・Ν έ  ճ ͗ ɽ ͨ͞ Ͳɼ૮ ͏ ͫ・

・ ԟ ϱ ʖ͞Ώ͕ͺ Ͳ ϔՅฯ າ ݊◌ ϧ・ ・ι ν έ
Ͷ ɼ Ͷ͓ՅɼѬ

༰
Պ◌ं ଲ ఋ ਏ ݊◌・・ ・ ・・・Ώ

・ ү җ ҽ ͱɼ ͖ͪ͜ݼ ; ɽ ͨ
◌ྙ

Յಚ  ݃◌・ ・Ν Ν
ɼՎ ճ ͢ ͱ  ͪ̑  Ώ͞ ϔ ճ͠ϧ・͕ ・έ Ν

ͦ Ζ ͞ͳ ͗Ͳ ͪ͘ ಋ೧ࢢ େ◌ ब எ・ ・ͯ ・・・ɽ Ν
͖͜ݼ ; Ͷͅ  ޮ◌ద  Ώ  ͖ ・Δ  ɼ

༫  
ΌΔΗ

ࢥ ͺ ◌ૌ৭ ಊฯ  ݊◌ ・ ҽ ݰ ɼӣӨճয় ସ ঙ・ ・ ・ʤ
ʥ ɼೲ எ ಊ・ ・ ・Ί Ν  ͗ ͘ Ͳ͑ Γࢩ ԋକܩ  Ζ

ͤ
ༀ  

Ζ ͗ ͍ ͳ ࢊΖ Ζɽ
Ͳͅ  ݜ ɼ ࢥ Ͷฯ  ݊◌  Ζ ͞ͳͶ ɼଶ ଲ ஏ

Ү ͳ Ϗ ԋͶࢩ ͯ ͱ ި◌
ༀ ◌ླྀ

◌ૌ ৭ ・ ・ ・・ ・ϕ Ώ
 फ़ ͗ ͵ ͖ͮͪ Ͳͅࢤ ͕Ώ͞ ϔ ଏϧ・ ・ ・・ɽ έ

Ѭүҗҽճ ԋҲ・ΓΕࢩүͱࢢ͗  Ͳɼ ͕ Ώ͞έ
ϔࢩԋ ͱ  Ζ ͗ɼ ◌ި ࢥ͗ͨ

◌ླྀ
࢟  ฯϧ  ݊◌・ Ώ Ν Η

ԋ͢ͱࢩ ͪ͘ Ҥ ͯ Ͷͱ  ͱ͢Յܨ ・ ・・Ν Ζ
Ͷ ͱ  ͵  ͳ ҡ͵ ࢊՆࣟ ͠・ ͗ ͍・・Η Ζ Ζɽ

◌ૌ ৭  Ζ Ͷ ͕͜ ͳ ͯ͜ ;ਕ ◌ૌ ৭  ݃◌Ζ Ν Ζ ◌ో
ʖ ϡ ϡϒ ͢ ͳͱ ࢥ

ༀ
ฯܗ ϩ ϩ  ݊◌・ ・ ・λ ε Ϋ ν

 ʹ Γ ͑Ͷ ͱ  ͚͖ͺ ޛ   ՟ఽ・ ・・・ ・Ν
Ͳ ͍େ◌ୗ Ζɽ

ɿ  ݃◌ ・
͕ Ώ͞ ϔͅ ɼ Ͳ ިޕ

◌ླྀ
ಋ ૮ϧ ・・ ・・ ・・έ Φ

ϱϏ ϟϱφ ͠ ɼү Ͷ үͱࢢ
◌ྙ

ϭ ・ܪ ・・・Η Ζ
ʖ Ͳ ͍ ɼ Ү ԋͶࢩүͱࢢ ͕ ͱ

གྷ
ஏ චϩ ・ή ϕ Ε

͵ Ͳݱ ͍Ζ ͞ͳ ͗ Ͳ ͪ͘・ ・ࣟ ɽ
Ώ͕͞ࢥ ͺ ϔࢩԋ ɼݿ

◌ཱི◌ ◌ 
௪ฯ  ݊◌ ϧ ・έ Ν

ͳࢢ Ү ɼ ͽ ͱͺ ʖ ϡ ϡϒஏ ܪ ϩ・ Ν λ ε Ϋ ν
ࢨͪ͢ ҮͰ ͚ Ӏ ͘ஏ ਬ କϩ ・・・ ・ ・ ・Ν Ε Ν

͘
ༀ  

ਦ Ζ ͗ ͍ ͳ ࢊΖ Ζɽ

◌ः
ͳ Ͷ ͍ͪ ɼ ϱ ʖ Ͷ ΝΉ ࡵ ͟ ΌΖ Ε Π ί φ  

◌ྙ
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ソーシャルオープンパブリックシステムの構築 

～新たな拠点とそれぞれの生き方～ 
 

〇山本佳和（社会福祉法人瀬戸内市社会福祉協議会） 

柴田達志（社会福祉法人瀬戸内市社会福祉協議会）橋本知恵（社会福祉法人瀬戸内市社会福祉協議会） 

大西花奈（社会福祉法人瀬戸内市社会福祉協議会）藤原菜月（社会福祉法人瀬戸内市社会福祉協議会） 

大河原佳菜（社会福祉法人瀬戸内市社会福祉協議会）黒川明宏（瀬戸内市） 

 

１ 研究背景と問題意識 

（１）制度の狭間に対する支援と期待 

昨今の社会情勢により生活困窮やひきこもり,

家族機能の低下などの様々な相談が瀬戸内市社

会福祉協議会（以下，「本会」と略記）に寄せら

れるようになった.他方,地域の座談会では,空き

家に対する害獣被害や防犯上の懸念の相談が

度々浮上している.これらの背景から本会では課

題解決に向けたプロジェクトチームを結成し,現

状の枠組みでは対応できない課題について，空き

家を活用した新たな拠点を設け,自分らしく生き

ることができる「人生まるごと支援」に着目した． 

これまでにも空き家を活用した地域拠点の必

要性や空き家を通じたまちづくりについて様々

な議論がなされてきたが，空き家の老朽化や貸主

と借主のミスマッチ，地域間で合意形成が図られ

ない等，多数の課題が散見されている．そこで本

研究では，空き家の貸主と借主の間に本会が調整

役として介入し,本会（社協）から市民へリレー

方式で円滑な居場所づくりができるよう,地域に

対する伴走型支援を行うこと,既存の制度では対

応が困難な個別ケースの対応について,まちづく

りの視点から空き家活用を検討した.  

 

（２）拠点整備の重要性と認識 

 これまで全国の市区町村社会福祉協議会（以下,

「市町村社協」と略記）で地域内の居場所づくり

のため,ふれあいサロンや介護予防教室等の構築

に取り組んでおり,これらが地域住民の交流機会

の創出やつながりづくりの一助となっているこ

とは言うまでもない.また,一部の地域では住民

同士の支え合いの仕組みをつくり,身の回りの手

助けや声かけ活動等を自ら展開している地域も

あり,少子高齢化が進む日本では今後更なる支え

合い活動が求められている. 

地域住民を取り巻く生活課題が複雑化,深刻化

する背景から,全国社会福祉協議会では,社協・生

活支援活動強化方針「第 2 次アクションプラン」

（2018.3 一部改訂）を提言しており,あらゆる生

活課題への対応と地域のつながりの再構築を進

めるアクションプランが掲げられている.中でも,

「2.相談・支援体制の強化における生活支援体制

づくり」では,既存制度では対応が難しい課題解

決に向けた組織的な対応が明記されており,これ

まで市町村社協が培ってきたノウハウを活用し,

更なる地域づくりと柔軟な相談支援体制づくり

が求められている. 

 

（３）空き家を取り巻く現状 

 総務省統計局が平成 30 年に実施した調査では,

日本全国の空き家は 848 万 9 千戸あり,5 年前の

前回調査から 3.6％増加している.また,空き家

率は 13.6％と過去最高を記録しており,今後も

空き家が増加していくことが予想されている. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：総務省統計局「空き家数及び空き家率の推移」（2019.4） 
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２ 既往研究と本研究の位置づけ 

 近年増加する空き家に対し,その対策やまちづ

くりを視点とした空き家の新たな価値を見出す

研究がこれまでなされてきた.市町村社協が実施

する空き家活用事業としては,福岡市社会福祉協

議会の社会貢献型空家バンクがよく知られてい

るが,中村らは地区社会福祉協議会（以下,「地区

社協」と略記）が住民活動拠点として空き家を活

用することに着目し,空き家の条件としては「居

住用の建物を転用するものであるから,広い会議

室や駐車場など活動上必要だと思う条件の全て

を備えることは,そもそも困難」とし,限られた財

源での拠点確保は,近隣の公共施設等外部の空間

活用を含めたトータルプランをもって検討する

ことが,現実的であると報告している（2019.4）.

また,「空き家活用拠点確保の支援体制について,

自治体ならびに市町村社協等による積極的な支

援,空き家情報提供環境の整備が必要である.」と

述べており（2023.3）,市場に出ない物件の円滑

な情報提供の必要性について指摘している. 

制度設計や法律の視点から野口は,改正社会福

祉法や改正住宅セーフティーネット法について, 

「核家族化,単身化等による家族形態の変化,非

正規雇用や生活困窮者の増加,地域住民同士の人

間関係の希薄化により,生活上の大きな負担や悩

みを掲げながらも,適切な支援につながらないま

ま,地域で孤立してしまう世帯や単身者への支援

が大きな課題となっている事態」について論じて

おり,空き地 ・空き家対策と地域福祉対策では,共

通して地域社会への期待が大きいとしている.し

かし一方で,市民活動とこれまので既存の地縁団

体との連携はまだまだ弱いと指摘をしている. 

このような状況から野口は空き家の活用を4つ

のタイプに分類した. 

 

 A 自治会リーダーシップ型 

 B 協議会による再編型 

 C 市民事業型 

 D プラットフォーム型 

 

 野口は C タイプが近年増えつつあるとし,「子

ども食堂,空き家を活用した高齢者や子育てサロ

ン,フードロス対策のフードバンク,それらの市

民事業に触発されて市場に乗らない野菜を提供

する農家の集団,地域振興のため移住者ために集

合住宅を建設経営する地権者集団,里山保全管理

する市民グループ,そして活動を支援する民間の

中間支援機関など.これまでにない社会が生まれ

てきている.しかし,多くの場合,自治会・町内会,

自治体との距離は遠い.」と報告している

（2020.3）. 

 野口や中村らの既往の研究成果を踏まえつつ

本会では野口が分類した C タイプに着目し,空き

家を活用する事業において,単に空き家を紹介す

るだけではなく空き家がある地域の理解を求め

ながら住民へ浸透させていくこと,少額であって

も財政的支援を行うことで,地域に根付いた空き

家活用が進められると考えた. 

 

３ 研究対象と方法 

 研究対象地域は,岡山県瀬戸内市を研究場所と

定め,市民から利活用できる空き家を募集した．

瀬戸内市を対象とした理由は,空き家の総数が,

平成20年の2,190戸から平成25年には2,620戸

に増加しており,空き家総数が住宅総数に占める

空き家率は,瀬戸内市では平成 20 年の 14.9％か

ら平成 25 年には 16.0％と上昇しており,全国平

均及び岡山県平均を上回っていること,また空き

家に関する相談や生活課題に関する相談が寄せ

られていることから,本研究の対象として適当で

ある. 

空き家選定後，初めに貸主の意向を聞き取り本

会の既存事業で活用し，その空き家の特徴や地域

の実情を把握する.その後,市内へ周知し興味・関

心のある市民を呼び込み,実際に活動を進める運

びとした.本研究において空き家 1 軒では結果が

偏ることが予測されるため,同地域内 2軒（以下，

「物件 A」「物件 B」と表記）の空き家において同

様の流れで研究を実施した. 

物件 A・B それぞれの貸主と本会は期間の定め
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を設けた賃貸借契約を結び,貸主に対しては,家

賃（水道光熱費込み）を支払うこととした. 

 また,本研究を効果的に進めるにあたり,瀬戸

内市民の空き家に対する意識調査が必要と考え,

市内福祉委員に対し,アンケートによる事前調査

を実施し,現在の空き家に対する課題や認識につ

いて調査した. 

 

４ 事前調査概要 

 2023（令和 5）年 5 月 13 日から 5 月末日まで

の約 3 週間の調査期間を設け，瀬戸内市に在住す

る福祉委員 410 名を対象とし，無記名の自記式質

問紙調査を配布した. 

倫理的配慮は，当調査が地域の空き家事情を把

握するものであり，人を対象としないことから倫

理審査を要しない.返送は 104 名からあり,回収

率は 25.3％であった.本研究では完答のみを取

り扱うこととし,有効回答数は 91 名（22.1％）で

あった.福祉委員とは,概ね 30 世帯に 1 人の割合

で選出されたボランティアである. 

 

表 1 近隣空き家の困りごと,福祉的取り組み, 

将来の空き家処分に関する相関分析 

*p<.05 
 

結果,空き家の困りごとと将来の空き家処分の

2 つの間で負の相関が認められた.空き家の困り

ごとがない人は,将来空き家の保有者となった場

合,売却処分したいと考えていることが示唆され

た.また空き家の困りごとと空き家の福祉的な取

り組みの 2 つの間では正の相関が認められたが,

低い相関関係に留まっている.近隣の空き家で困

っている方は,福祉的な取り組みに低い関心があ

ることが示唆された.空き家のまま残すことは良

くないと思われているが,対策方法が分からない

ことを表しているかもしれない. 

５ 活動結果 

（１）空き家の選定 

 賃貸借契約を 2軒契約した．物件に関する情報

は以下の通りである． 

物件 A 

種類・構造：木造瓦葦平家建 

床 面 積：1 階 34.80 平方メートル 

築 年 数：約 60 年（リフォーム済み） 

そ の 他：介護施設に隣接しており,以前より

施設職員が利用していた空き家. 

物件 B 

種類・構造：木造ストレート葦 2階建 

床  面  積：1 階 97.47 平方メートル 

      2 階 89.34 平方メートル 

※貸主の意向により 1 階のみ賃貸借した． 

築 年 数：不明 

そ の 他：住んでいた方が介護施設へ入所され,

空き家となった.同敷地内隣家に住

む親族が貸主となり,地域住民の憩

いの場にしたいという希望がある. 

 

（２）本会事業から得られた結果 

 物件 A・B で本会事業通じたイベントを開催し

た.具体的には認知症カフェ,料理教室,高校生に

よる子育て支援企画,ひきこもりや認知症家族会

等である.また,個別支援として生活困窮者やひ

きこもり者の居場所として開放し,入浴支援や食

糧支援を通じた面談を行った. 

 認知症カフェでは,普段福祉センターや公民館

等で実施をしている雰囲気とは異なり,参加者か

ら「居心地が良くて話しやすかった」「参加者と

の距離感が近くなった」等の意見が寄せられた. 

 高校生による子育て支援企画ではハロウィン

やクリスマスパーティー,ピザづくり等を行い,

参加した親子の交流を深めることに繋がった.企

画後も親同士が連絡先を交換し,子育てに関する

悩みや情報交換をしていると報告を受けている.

高校生からも「0から企画を作ることの難しさを

感じた」と感想があり学びに繋がった. 

 個別支援では,利用者が入浴することで本人の

 
空き家の 
困りごと 

空き家の 
福祉的取組 

将来の 
空き家処分 

空き家の 
困りごと 

― .143 -.301 

空き家の 
福祉的取組 

 ― .023* 

将来の 
空き家処分 

  ― 
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活動意欲が向上し,就労に繋がったケースや,約

20 年入浴していなかった方が入浴することがで

き,和やかな雰囲気で面談することに繋がったケ

ース等があった. 

 

（３）任意団体の活動から得られた結果 

 物件 A において,本会事業を通じて得た地域や

物件の情報を基に,利用したい方を募集した.そ

の結果いくつかの応募があったため,応募者と連

絡調整を行い,その内 1 名に対し,本会が伴走的

に支援をしながら活動することを決めた.活動内

容としては,小学校の放課後の時間帯に行うこど

もの居場所づくりであり,遊びや宿題を一緒に行

う場として活動した. 

活動を始める際には賛同者を募り任意団体を

つくること,活動助成金の紹介,団体結成後の周

知啓発等の支援を行った. 

 参加する小学生が限定的ではあったものの,学

校での生活に馴染めない子の居場所となったり,

隣接する介護施設の利用者との交流を深める拠

点になる等の成果が見られた. 

 物件 B においては,空き家の貸主自ら認知症カ

フェを開催したいと申し出があり,月 1～2 回の

ペースで開催し,開催時本会職員や介護施設職員

（介護福祉士）が参加し,閉じこもりがちな高齢

者への外出支援を行うことができた.また,複数

のボランティアと協力して開催しているため,貸

主が不在時にも開催することが出来ており,組織

としての力を付けてきていると感じた.ただし,

独自のネットワークを活用し周知したため,自治

会へ広めるには未だ至っていない. 

 

６ 考察・結論 

 空き家の貸主,イベント参加者,職員等に聞き

取りを行った.共通して言われることは「家」が

持つ雰囲気による話しやすさ,コミュニケーショ

ンの円滑化であった.整然とした福祉センターや

公民館では得られない雰囲気があり,「家」なら

ではの魅力に気づくことが出来た. 

 しかし一方で空き家の各貸主からは,「家」を

「空き家」と表現しないで欲しいと申し出があっ

た.その主な理由は,広く周知する際に「空き家」

と表現をしてしまうと人が住んでいないことを

開示することになるため避けて欲しいというこ

とであった.この件については,本会でも協議し,

空き家を「みらいえ」と愛称をつけて周知し,近

隣住民への理解に配慮した. 

また,どのような人が来ることを想定している

のか,どのような活動を行うのか等,契約時やそ

の後も協議の場を設けることになり,貸主の不安

についても触れることができた. 

空き家を活用することは聞こえが良い反面,防

犯上リスクや活用時の懸念があること,貸主の心

情についても寄り添う必要があるため,第三者に

よる支援や担保が空き家を地域の拠点とする際

には必要であることが確認できた. 

 本研究は,社協の伴走型支援による空き家の地

域拠点化や個別の生活課題に対する支援拠点と

して調査した.単なる空き家の貸し借りや売却と

は異なり,まちづくりの視点から活用する際には,

近隣住民や自治会等の理解が必要であり,軌道に

乗るまで相談できる伴走者が必要と結論付ける. 
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中壮年期からの楽しみや生きがいに関する調査から 

効果的なヘルスプロモーションを考える 

 

 〇寺沖華 小谷佳津江 山田明日香 小山桂子 山本和美（真庭市役所） 

 

１ 目的 

真庭市では、高齢者保健福祉計画介護保険事

業計画に基づき「いくつになっても いきいき

暮らせるまち・まにわ」を目指し、高齢者が住

み慣れた地域で、地域とともに、自分らしく健

やかに暮らせるよう、各種介護予防事業に取り

組んでいる。特に一般介護予防事業として、「ふ

れあい・いきいきサロン」（以下、「サロン」と

いう。）を立ち上げ、市が推奨する健康体操を取

り入れた活動を積極的に推進している。 

 しかしながら、「サロン」に参加する高齢男性

の割合が低いのが現状であり、参加に向けて関

わりをしていくものの参加率の向上が見られな

い。そこで、中壮年期を対象に、退職後の楽し

み・生きがいづくりに関する意識調査を行い、

介護予防行動およびヘルスプロモーションにか

かわる因子を探求し、効果的なヘルスプロモー

ションの展開へとつなげていく。 

 

２ 方法 

1）研究対象者 

50歳以上（R5.3.31現在）の真庭市正規職員およ

び任期付き職員 198 名 

2）研究期間 

令和 5 年 6 月～令和 5 年 12 月 

3）データの収集方法 

真庭市職員が使用している出退勤管理システム

のアンケート機能を活用し、アンケート調査及

びデータ収集を行う。 

4）データの分析方法 

χ二乗検定を行い、男女間の有意差等を検証し

ていく。 

5）結果の公表 

アンケート対象者にシステムを使用して結果を

公表予定。 

6)倫理的配慮 

 調査は無記名で行い、調査の協力に関しては

個人の自由であり、協力できないことによる不

利益を被らないこと、回答で得られたデータは

適切な処理を行い、本研究の目的以外では使用

せず、研究後は速やかにデータを破棄すること

を依頼書で説明し、同意を得たこととした。 

 

３ 結果 

1）現在の生きがいと健康について 

 アンケート調査にて現在の「楽しみ」や「生

きがい」について質問したところ、何らかの形

で「楽しみ」や「生きがい」を持っていると回

答したものが 95.5％であり、男女の有意差はみ

られなかった。 

また、「楽しみ」や「生きがい」活動を行うと

きに主たる活動方法は、「家族、親戚と活動して

いる」が男女ともに最も多く、次いで「ひとり

で活動することが多い」という結果であった。

男女間を比較すると、男性は女性に比べてひと

りで活動することが多く、女性は男性に比べて

家族、親戚と活動していることが多いという傾

向がみられた。(図 1) 
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図 1 活動について 
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2）将来の生きがいと活動について 

 アンケート調査にて 10 年後の「楽しみ」や

「生きがい」について質問したところ、「家族と

の団らん、孫と遊ぶ」等何らかの「楽しみ」「生

きがい」があると回答したものが 96.0%であった

ことから、10 年後も何らかの「楽しみ」や「生

きがい」をもって生活している姿が想像できて

いることがわかった。 

さらに、10 年後に「楽しみ」や「生きがい」

を感じて生活していくうえで必要なことは何か

の設問に対して、男女間の有意な差がみられ

た。男性は「金銭的余裕」、「時間的余裕」を重

要視しているに対して、女性は「健康」「一緒に

取り組む仲間」を重要視している傾向がみられ

た。(図 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）将来の仕事観、社会貢献に関する意識につい

て 

退職後、仕事をしたいかどうかという質問に

対して、「特に働きたいとは思わない」と回答し

たものが 16.2％に対し、単発の仕事を含め何ら

かの仕事をしたいと回答したものが 83.8%と多く

なっている。また、「退職後、仕事をしたい理由

は何か。」との設問に対しての回答に、男女間で

の有意差がみられた。男性は女性に比べて「収

入を得るため」を理由に、女性は男性に比べて

「楽しみや生きがいのため」「仲間づくりのた

め」を理由に仕事を望んでいることがわかっ

た。（図 3） 

さらに、仕事以外でも地域貢献をしたいと考

えているものが 52.5％と半数以上であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4）真庭市介護予防事業のあり方について 

真庭市のサロンの課題として、「担い手不足」

「男性の参加者が少ない」ことがサロンの参加

者や担い手からよく聞かれることである。サロ

ンは、どんな内容であると参加しますかという

質問に対しては、「筋力アップなどの運動」、「茶

話会」、「地域の子供たちが集まる多世代交流」

の３つの項目が多くなっていた。 

ボランティア活動や社会参加をした場合の報

酬の考え方では、「給与として支払われるべきで

ある」、「必要経費は支払われるべきである」や

「日当は支払われるべきである」といった意見

が多く（81.3％）、活動に対する対価が必要と考

えるものが多かった。(図 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 4 社会貢献活動の報酬 
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４ 考察 

1）本調査における中壮年期の生きがいと楽しみ

の実態 

  厚生労働省は、ウェルビーイングな状態を

「個人の権利や自己実現が保障され、身体的、

精神的、社会的に良好な状態にあることを意味

する概念」とし、「健康で生きがいを持って生活

すること」がウェルビーイングな生活とうたっ

ている。 

 現在の生きがいと健康に関するアンケート調

査結果から、本調査集団における中壮年期で

は、楽しみや生きがいを大部分が持っているこ

とがわかった。これは就労による社会参加と収

入があることに加え、家族・親戚との交流や趣

味をはじめとする個人活動に伴う交流から得ら

れる精神的な満足感が楽しみや生きがいにつな

がっているものと考える。 

また、中壮年期の将来の仕事観や社会貢献に

関する意識調査結果では、何らかの仕事をした

いと思っているものが多くなっており、退職後

の仕事に望んでいるものは、「収入」、「楽しみや

生きがい」と回答したものが多かった。  

中壮年期の将来の「生きがい」と「楽しみ」

活動を行うときの主たる活動方法は、「家族、親

戚と活動している」と回答するものが最も多い

結果となった。東ら（2007）＊１によると地域高

齢者において、家族の中の話し相手は「配偶

者」が一番多く、日常的に一緒に過ごすことの

多い家族や地域の人々との十分な会話の量や満

足度が主観的幸福感を高めていることを報告し

ている。本研究においても、同様の結果とな

り、本調査集団の中壮年期においても、家族や

親戚との会話が健康的に生きがいを持つことに

通じていることが考えられる。 

2）健康的に生きがいを持って生活していくため

の因子 

本調査の結果から中壮年期では、将来、高齢

期を迎えた際に、健康的に生きがいを持って生

活していくためには、「社会的役割」「活動に対

する対価」の２つの因子を満たすことが必要と

考える。これらの因子を満たす手段には、男女

間で考えに差が見られる。女性では、「楽しみや

生きがいのため」「仲間づくりのため」を理由に

仕事を望んでいるという結果を踏まえると、現

在、施策として積極的に展開している自治会単

位でのサロンは、地域での交流の場及び活躍の

場になっておりニーズに合っていると言える。

また、有償ボランティアとしての対価を得るこ

とが社会的役割と地域貢献の自己認知となり、

これらがさらに自己実現へとつながり、身体

的、精神的、社会的にも充実した生活になって

いるのではと考える。一方、男性は「個人活動

としての趣味活動」を好む傾向がある。竹内ら

（2011）＊2は「楽しみ・生きがい」を主観的幸

福感と考えたとき、主観的幸福感には家族構

成、主観的健康観、社会活動の個人活動の 3変

数が関連していると報告しているが、本調査集

団である中壮年期男性は、この 3 変数のうち特

に「社会活動の個人活動」の充実が主観的幸福

感を高めることにつながっていると考える。ま

た、岡本ら（2008）＊3は「個人活動には他者と

の人間関係が含まれにくく、個人が行いたいこ

とが活動に反映されやすいことから活動参加が

生活満足度の上昇に結びつきやすい」と述べて

おり、限定した地域に縛られない仲間と集ま

り、趣味活動を中心に行うことが「社会活動の

個人活動」の充実につながり、生活満足度の向

上、楽しみや生きがいのある生活につながって

いると考える。 

また、労働から得られる収入は、自己価値の

表れであり、社会的役割の自己認知の機会にな

ること、趣味活動を継続するための精神的余裕

につながっていると考える。すなわち、労働を

行い対価を得ることが、健康的に生きがいを持

って生活をしていくことにつながっていくと考

えられる。 

3）「サロン」に参加する高齢男性の参加率が低

迷している原因 

本調査の主目的は、真庭市が積極的に事業展

開をしている「サロン」に参加する男性の参加
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率が低い原因を探ることであった。男性が楽し

みや生きがいに望むニーズの傾向は、地域に限

定されない個人同士で形成されたコミュニティ

を居場所とし、同じ趣味活動を共にする仲間と

いることだと考える。この志向から考えると現

在、自治会単位で実施している真庭市が推奨す

る健康体操をメニューとした一般介護事業の内

容が男性のニーズと合っていないことが考えら

れる。 

4）健康的で生きがいを持った生活に向けたアプ

ローチの検討 

今回の調査研究の中で、本調査集団の中壮年

期は退職後の過ごし方として、一番小さなコミ

ュニティの単位である家族や親族との交流を大

切に考えていることから、健康的で生きがいを

持った生活に向けた効果的なアプローチとして

個人への介入だけではなく、家族や周囲の環境

因子を巻き込んだ介入が必要であると考えられ

る。 

また、何らかの形で仕事や地域貢献を通じて

社会とのつながりを継続させながら、収入が得

られる役割を持つことが「生きがい」「楽しみ」

につながっていくと考えられる。特に男性につ

いては、地域に限定されない個人同士で形成さ

れたコミュニティを居場所とし、同じ趣味活動

を共にする仲間といることが今後の「楽しみ・

生きがい」につながっていくものと考える。こ

のことから、個人活動を高めることが「生きが

い」「楽しみ」につながるため、ニーズに合った

個人活動を展開する事業の検討や現在のサロン

の概念とは切り離したコミュニティの形成づく

りの支援が重要になってくると考える。さらに

個人活動が活発な中壮年期の時期から、個人活

動を高める介入につながる視点を踏まえ、ヘル

スプロモーションを展開していくことが重要だ

と考える。 

 

５まとめ 

 本調査では、中壮年期を対象に退職後の楽し

み・生きがいづくりに関する意識調査から介護

予防行動およびヘルスプロモーションにかかわ

る因子の探求を行い、効果的なアプローチを検

討した。調査から、中壮年期の生きがいや楽し

みを持った生活を送るためには「社会的役割」

「活動に対する対価」の 2 つの因子を満たすこ

とが必要であり、男女間で因子を満たす手段に

は考えの差があることがわかった。効果的なア

プローチとして、現在、真庭市が積極的に展開

している地域のつながりを大切にした介護予防

事業を継続していくとともに、活動対価が社会

的役割の明確化や自己実現につながる視点を踏

まえたヘルスプロモーションを展開していくこ

とが重要だと考える。また、中壮年期の価値観

の変化を反映させた個人活動を高める早期の介

入がヘルスプロモーションにつながり、介護予

防活動の定着にもつながってくことを踏まえ、

今後の事業展開へとつなげていきたい。 
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井原市保健師のワーク・ライフ・バランスの実態について 

～コロナ禍を経験して～ 

 
○植 幸，矢谷 雅世 （井原市介護保険課） 

○三宅 美和，田中 潤（井原市健康医療課） 

 

１ 目的 

新型コロナウイルス感染症（以下コロナと略す）

の蔓延により，生活様式の変化や生活範囲が限ら

れる中，医療従事者としてプライベートも行動制

限が強いられた。これらのことが，保健師として

のモチベーション維持に何らかの影響を及ぼし

たと考えられた。加えて，コロナによる住民の健

康課題も複雑化し，高ストレスな状況下で業務を

行うことが，ワーク・ライフ・バランス（以下Ｗ

ＬＢと略す）に悪影響を及ぼしているのではない

かと推察した。そこで，井原市に所属するコロナ

禍を経験した保健師のＷＬＢの実態を明らかに

するとともに，保健師として意欲的に働くために

は何が必要なのかについて検討した。 

 

２ 方法 

１）調査方法 

井原市に所属するコロナ禍を経験した保健師 

19 名に対し，無記名自記式のアンケート調査を

実施し，全員から回答が得られた。（表 1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）倫理的配慮 

本研究協力への可否は，回答者による自由意志

（任意）とし，辞退によって何ら不利益が生じな 

いこと，匿名性の保持等について書面にて説明し

た。また，本研究への回答をもって研究参加への

同意とすることを明記した。 

 

３ 結果 

―ＷＬＢの自己評価について（図 1）― 

内閣府の意識調査（2008）1）を参考に，理想の

ＷＬＢが取れている状態を 100 点満点と仮定し

た場合における「平常時」と「コロナピーク時」

を自己評価した点数について回答を求めた。その

結果，コロナ前後において，全体の 78.9％の人の

ＷＬＢの自己評価が低下した。     

平常時におけるＷＬＢの自己評価は，平均値

70.8 点，中央値 80.0 点であった。さらに，中央

値で 2 群に分けた場合，低値群 42.1％，高値群

57.9％であった。また，コロナピーク時において

は，平均値 50.8 点，中央値 50.0 点であった。上

記と同様に，中央値で 2群に分けた場合，低値群

21.1％，高値群 78.9％であった。上記方法で算出

した自己評価の低値群及び高値群が，各項目と関

連する要因について探ることにした。（表 2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 ワーク･ライフ･バランスの自己評価 

表 1 回答者の属性 

項目

n＝19

年齢 20代 4 (21.1%) 2 (10.5%) 2 (10.5%) 0 (0.0%)

30代 6 (31.6%) 0 (0.0%) 6 (31.6%) 0 (0.0%)

40代 8 (42.1%) 0 (0.0%) 3 (0.0%) 5 (26.3%)

60代 1 (5.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (5.3%)

同居家族 有 18 (94.7%) 2 (10.5%) 10 (52.6%) 6 (31.6%)

子ども 有 13 (68.4%) 0 (0.0%) 7 (36.8%) 6 (31.6%)

1～4年目 5～19年目 20年目以上

　　 合計
入庁年数

新任期 中堅期 管理期
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① 全体のＷＬＢの自己評価の推移 

ＷＬＢの自己評価について，平常時に高値群に

属する人の 50.2％がコロナピーク時においても

高値群に属した。その一方で，平常時に低値群に

属する人の 15.8％がコロナピーク時においても

低値群に属した。（表 3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 生活の変化との関連 

平常時，コロナピーク時に関わらず「楽しみや

気分転換方法」については，全員が「あり」と回

答した。このうち 73.7％がコロナ禍による影響

は「悪影響だった」と回答したが，その一方で全

体の52.6％が新たな楽しみや気分転換方法が「で

きた」と回答した。コロナピーク時において，「精

神的負担感」が増えた人は，自己評価が高値群で

73.3％，低値群で 100％であり，全体の 78.9％が

「増えた」と回答した。また，業務量については，

全体の 42.1％が「増えた」と回答し，休日出勤に

ついては，全体の47.4％が「増えた」と回答した。 

③ 職場環境との関連 

コロナピーク時において，休暇取得は，全体の

42.1％が「取りづらかった」と回答した。「他部署

の保健師との関わり」については，全体の 26.3％

が「減った」と回答した。また，「他市町村の保健

師との関わり」については，全体の 68.4％，「保

健所の保健師との関わり」については，全体の

36.8％がそれぞれ「減った」と回答した。 

④ 保健師業務との関連 

コロナピーク時において，「住民との関わり」

については，全体の47.4％が「減った」と回答し，

「感染に対する不安」は全体の68.4％が「あった」

と回答した。また，コロナ禍を乗り切れた理由（複

数選択）については，全体の 78.9％が「家族の理

表 2 ＷＬＢと各項目の関連（n＝19） 

　   人 　 ％ 人 　 ％ 人 　 ％ 人 　 ％ 人 　 ％

　年代
　　20代 3 27.3 1 12.5 4 26.7 0 0 4 21.1%
　　30代 2 18.2 4 50 5 33.3 1 25 6 31.6%
　　40代 6 54.5 2 25 6 40 2 50 8 42.1%
　　50代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
　　60代以上 0 0 1 12.5 0 0 1 25 1 5.3%
　同居家族
　　いる 11 100 7 87.5 15 100 3 75 18 94.7%
　　いない 0 0 1 12.5 0 0 1 25 1 5.3%
　相談相手（職場）
　　あり 11 100 8 100 15 100 4 100 19 100.0%
　　なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
　相談相手（プライベート）
　　あり 11 100 8 100 15 100 4 100 19 100.0%
　　なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

　楽しみや気分転換方法
　　あり 11 100 8 100 15 100 4 100 19 100.0%
　　なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

　　影響なし 1 9.1 3 37.5 4 26.7 0 0 4 21.1%
　　好影響だった 0 0 1 12.5 0 0 1 25 1 5.3%
　　悪影響だった 10 91 4 50 11 73.3 3 75 14 73.7%
　新たな楽しみや気分転換方法
　　できた 4 36.4 6 75 8 53.3 2 50 10 52.6%
　　できなかった 7 63.6 2 25 7 46.7 2 50 9 47.4%
　出勤時間
　　早くなった 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
　　変わらない 11 100 7 87.5 14 93.3 4 100 18 94.7%
　　遅くなった 0 0 1 12.5 1 6.7 0 0 1 5.3%
　帰宅時間
　　早くなった 0 0 1 12.5 1 6.7 0 0 1 5.3%
　　変わらない 7 63.6 4 50 11 73.3 0 0 11 57.9%
　　遅くなった 4 36.4 3 37.5 3 20 4 100 7 36.8%
　残業時間
　　増えた 4 36.4 3 37.5 3 20 4 100 7 36.8%
　　変わらない 7 18.2 5 62.5 12 80 0 0 12 63.2%
　　減った 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
　休日出勤
　　増えた 6 54.5 3 37.5 5 33.3 4 100 9 47.4%
　　変わらない 5 45.5 4 50 9 60 0 0 9 47.4%
　　減った 0 0 1 12.5 1 6.7 0 0 1 5.3%
　休暇取得日数
　　増えた 2 18.2 2 25 4 26.7 0 0 4 21.1%
　　変わらない 8 72.7 3 37.5 11 73.3 0 0 11 57.9%
　　減った 1 9.1 3 37.5 0 0 4 100 4 21.1%
　業務量
　　増えた 5 45.5 3 37.5 4 26.7 4 100 8 42.1%
　　変わらない 4 36.4 4 50 8 53.3 0 0 8 42.1%
　　減った 2 18.2 1 12.5 3 20 0 0 3 15.8%
　睡眠時間
　　増えた 0 0 1 12.5 1 6.7 0 0 1 5.3%
　　変わらない 9 81.8 5 62.5 13 86.7 1 25 14 73.7%
　　減った 2 18.2 2 25 1 6.7 3 75 4 21.1%
　夕食時間
　　早くなった 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
　　変わらない 8 72.7 5 62.5 13 86.7 0 0 13 68.4%
　　遅くなった 3 27.3 3 37.5 2 13.3 4 100 6 31.6%
　飲酒量
　　増えた 0 0 1 12.5 1 6.7 0 0 1 5.3%
　　変わらない 4 36.4 1 12.5 5 33.3 0 0 5 26.3%
　　減った 0 0 1 12.5 0 0 1 25 1 5.3%
　　飲まない 7 63.6 5 62.5 9 60 3 75 12 63.2%
　喫煙
　　増えた 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
　　変わらない 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
　　減った 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
　　吸わない 11 100 8 100 15 100 4 100 19 100.0%
　運動量
　　増えた 1 9.1 0 0 1 6.7 0 0 1 5.3%
　　変わらない 8 72.7 4 50 11 73.3 1 25 12 63.2%
　　減った 2 18.2 4 50 3 20 3 75 6 31.6%
　食事量
　　増えた 1 9.1 2 25 2 13.3 1 25 3 15.8%
　　変わらない 9 81.8 6 75 13 86.7 2 50 15 78.9%
　　減った 1 9.1 0 0 0 0 1 25 1 5.3%
　体調
　　良かった 1 9.1 0 0 1 6.7 0 0 1 5.3%
　　変わらない 7 63.6 5 62.5 11 73.3 1 25 12 63.2%
　　良くなかった 3 27.3 3 37.5 3 20 3 75 6 31.6%
　精神的負担感
　　増えた 9 81.8 6 75 11 73.3 4 100 15 78.9%
　　変わらない 2 18.2 2 25 4 26.7 0 0 4 21.1%
　　減った 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

　休暇取得
　　取りやすかった 2 18.2 2 25 4 26.7 0 0 4 21.1%
　　どちらでもない 4 36.4 3 37.5 6 40 1 25 7 36.8%
　　取りづらかった 5 45.5 3 37.5 5 33.3 3 75 8 42.1%
　職場内でのコミュニケーション

　　増えていた 6 54.5 2 25 6 40 2 50 8 42.1%
　　変わらない 2 18.2 6 75 6 40 2 50 8 42.1%
　　不足していた 3 27.3 0 0 3 20 0 0 3 15.8%
　食事会等の交流の機会
　　増えた 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
　　変わらない 1 9.1 0 0 1 6.7 0 0 1 5.3%
　　減った 10 90.9 8 100 14 93.3 4 100 18 94.7%
　業務のオンライン化
　　良かった 10 90.9 4 50 11 73.3 3 75 14 73.7%
　　どちらともいえない 1 9.1 4 50 4 26.7 1 25 5 26.3%
　　良くなかった 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
　他部署の保健師との関わり
　　増えた 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
　　変わらない 8 72.7 6 75 12 80 2 50 14 73.7%
　　減った 3 27.3 2 25 3 20 2 50 5 26.3%
　他市町村の保健師との関わり
　　増えた 1 9.1 1 12.5 1 6.7 1 25 2 10.5%
　　変わらない 3 27.3 1 12.5 4 26.7 0 0 4 21.1%
　　減った 7 63.6 6 75 10 66.7 3 75 13 68.4%
　保健所の保健師との関わり
　　増えた 4 36.4 1 125 3 20 2 50 5 26.3%
　　変わらない 5 45.5 2 25 6 40 1 25 7 36.8%
　　減った 2 18.2 5 62.5 6 40 1 25 7 36.8%

　住民との関わり
　　増えた 1 9.1 0 0 1 6.7 0 0 1 5.3%
　　変わらない 3 27.3 6 75 7 46.7 2 50 9 47.4%
　　減った 7 63.6 2 25 7 46.7 2 50 9 47.4%
　感染に対する不安
　　あった 9 81.8 4 50 12 80 1 25 13 68.4%
　　どちらともいえない 2 18.2 4 50 3 20 3 75 6 31.6%
　　なかった 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
　差別偏見の有無
　　あった 0 0 1 12.5 0 0 1 25 1 5.3%
　　どちらともいえない 3 27.3 3 37.5 6 40 0 0 6 31.6%
　　なかった 8 72.7 4 50 9 60 3 75 12 63.2%

　　保健師としてのやりがい 3 27.3 3 37.5 4 26.7 2 50 6 31.6%
　　経済的理由 3 27.3 2 25 3 20 2 50 5 26.3%
　　良好な職場環境 8 72.7 6 75 12 80 2 50 14 73.7%
　　家族の理解 9 81.8 6 75 12 80 3 75 15 78.9%
　　その他 1 9.1 2 25 1 6.7 2 50 3 15.8%

　コロナ禍を乗り切れた理由(複数選択)

職場環境

保健師業務

項目
高値（≧80） 低値（＜80） 高値（≧50） 低値（＜50）

n＝11（57.9） n＝8（42.1） n＝15（78.9）

コロナピーク時平常時

　楽しみや気分転換方法（コロナ禍による影響）

計
n＝4（21.1）

全体

基本属性

生活の変化

表 3 ＷＬＢの自己評価の高低値群の推移（n＝19） 

人 ％ 人 ％

高値群（≧80） 10 50.2 1 5.3

低値群（＜80） 5 20.3 3 15.8

平

常

時

高値群（≧50） 低値群（＜50）

コロナピーク時
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解」，73.7％が「良好な職場環境」，31.6％が「保

健師としてのやりがい」を選択した。 

 

４ 考察 

平常時及びコロナピーク時におけるＷＬＢの

自己評価の高低値群の推移については，表 3 のと

おりであった。中央値より高値で推移していた人

の中で，90.9％を中堅期以降が占め，このうち

70.0％が「子供あり」と回答した。また，コロナ

禍を乗り切れた理由として，「家族の理解」と「良

好な職場環境」と回答した人が他の選択肢と比較

して明らかに多かった。さらに，職場やプライベ

ートにおける相談相手の有無に関する質問項目

は，全員が「あり」と回答していた。ＷＬＢの実

現のためには，家族の理解や職場内での協力者・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理解者の存在が不可欠であり，改めてその環境づ 

くりが重要であると考えられる。中堅期保健師の

人材育成に関するガイドライン 2）では，「中堅期

保健師はプリセプターの役割や管理職を補佐す

る役割を担う中核的な存在」とされており，当市

においても，自身のみならず，職場内でのＷＬＢ

の実現を率先して推進する役割が求められてい

る。また，先行研究 3)では，「職場組織がＷＬＢを

重視し，仕事はメリハリをつけ，仕事の後は生活

時間が確保される働き方を進めていく対策が必

要である。」と述べている。本調査における自由

記載（表 4.5）からも，「メリハリ・気持ちの切り

替え」「自分自身のための時間」「生きがい・やり

がい」等の意見が多く，これらがモチベーション

維持に繋がると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 5 理想のＷＬＢの実現に向けて大切にしていること（自由記載） 

・無理をしない，一人でできないことは，周りを巻き込んで助けてもらう。 
・自分の将来イメージを持つこと。家族の存在に感謝すること。生活を一番に考えたいが，仕事も生活の一部だと思うので保健師としてやり 
がいを感じられたら自己肯定感も上がるかもしれない。 

・仕事は仕事，プライベートはプライベートと気持ちの切り替えをきっちりすること。 
・気持ちの割り切り，時間の使い方。 
・友達や家族との時間を大切にするだけでなく，ドラマやテレビを見る時間も確保する。 
・体調に気を付けながら，どちらも実現するよう折り合いをつける。 
・仕事と家庭生活との両立，家族と過ごす時間をどれだけ長く取ることができるか。 
・仕事とプライベートのメリハリをつけること。 
・仕事と生活での気持ちの切り替え。 
・帰れる時は帰るようにする。 
・無理をしないこと，周りの人に相談すること。 
・仕事もプライベートも大変なことが多いが，その中でも小さな幸せを見つけて日々過ごそうと心掛けている。 
・時間休，年休をとって自分の時間を作る。仕事内容に理解ある人と，守秘義務の範囲でグチを言い合うこと。できる限り業務の効率化に努 
めること。より働きやすい方法がないか模索している。 

・他の人の業務内容を把握して，できる限り分担して平準化すること。無駄な仕事は行わないこと。 
・日々の業務において，改善できるポイントの見直しや整理。仕事以外の時間は，息抜きや趣味を楽しむようにしてリフレッシュしている。 
・仕事も生活も生きがいややりがいを意識しながら過ごしている。 
・生活の充実。 
・自身や家族が健康に生活や通学･通園できる事でバランスが取れる。自分も含め体調を崩すと仕事や生活のバランスが崩れる。 

表 4 平常時及びコロナピーク時におけるＷＬＢの点数をつけた理由（自由記載） 

平常時（最低40～最高90点） コロナピーク時（最低0～最高80点）

仕事が多忙な時もあったが趣味や人と会うことでバランスが取れていた(80点) 趣味や楽しみに制限がかかったため(60点)

時短勤務で決めた時間に退庁できたため(90点) 時短勤務だが決めた時間を延長して働く日が多かったため(50点)

自分なりにバランスをとって生活できていた(80点) 仕事において、イレギュラーな対応に追われたため(60点)

自分の仕事の要領が悪く、仕事がなかなか終わらず、帰りが遅くなる。ただ平常時
は気分転換等できていたため(80点)

コロナ禍は、プライベートでも何かと制限されることが多く、生活の充実感が平常時に比
べて少なかったように思うため(60点)

仕事が優先になりがちで、家庭時間を増やしたい(80点)
コロナ対応で仕事が変化し、コロナ感染の影響を受け、学校が休校になる等不安定だった
(50点)

残業、休日出勤はまれで、自分のペースで仕事ができていた(80点) 急な残業、休日出勤が増え、家族に負担がかかった(50点)

イレギュラーな対応がない限りは、バランスのとれた生活だった(80点) 業務多忙、激務により、家庭とのバランスがとれなくなった(10点)

母親として求められる役割を睡眠時間を削りながら果たしているため(60点) 自らの健康管理が非常に困難となったため(0点)

相手と自分の都合のみを考え、気軽に気分転換ができていたため(70点) 常に体調や行動面に注意していたため(50点)

時短勤務で、調整しながら帰宅できる日が多く、家の事もできる時間があった(80
点)

時間的には変わらないが、プライベートの時も常に感染リスクを考えながらの行動にしん
どさがあった(70点)

仕事が終わらず、帰る時間が遅くなっているため(50点) コロナでの変化はなし(50点)

理想に近づけたいが、無理をすることはよくある(85点) 制限の多い中で、生活面での負担が大きかった(50点)

人員不足が慢性的であるため(40点)
慢性的な人員不足に加えて、コロナによる業務（施設管理上の問い合わせ、ケース対応）
の増加(30点)

どちらかというと平時からワークの部分が大きい為(70点)
休日でも、常に感染者状況の連絡が必要だった為。又、仕事量が増大して、その分の負担
があった為(40点)

帰宅時刻が遅くなり、子どもの事をもっとしてやりたいが、十分な時間が取れてい
ない(15点)

帰宅時刻が遅くなり、子どもの事をもっとしてやりたいが、十分な時間が取れていない
(50点)

仕事とプライベートの両立がそこそこ取れていたため(80点) 外出制限やワクチン対応などがあったため(70点)

部分休業を取得していたが、業務量が多く、時間内に帰宅できなかったことがほと
んどだったため(50点)

コロナによる業務量の増加はあったが、業務負担を感じることが少なく、バランスとして
まずまずと感じているため(70点)

仕事をしていると、良い時ばかりではないので帰宅して疲労感を強く感じる時もあ
り、80点くらいかなと思います(80点)

ピリピリしている時も多かったので、精神的負担が多く、コロナ禍でリフレッシュもあま
りできなかった(60点)
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５ 結論 

本研究結果より，平常時からＷＬＢの自己評価

が高値の人は，中堅期以降の保健師が中心であり，

非常時においても高値に維持できていたことが

わかった。ＷＬＢの実現のためには，平常時から

の意識の保ち方が重要であり，職員全体で底上げ

をしていく必要があると考えた。そこで，今回の

研究の取り組みを良い機会と捉え，まずは本市の

保健師が集い，情報交換ができる場を設けること

に繋げることができた。今後も，保健師のみなら

ず，職員全体のＷＬＢに関する意識と現状を把握

し，意識化を図ることが重要である。 

本研究結果を保健師のみに留めることなく，人

事部門とも共有を図ることで，市職員全体のＷＬ

Ｂの実現の一助としていきたい。 

 

６ 本研究の限界 

本研究の回答者は，比較的ＷＬＢを意識した年

代であると考えられる中堅期以降の保健師が多

かったため，結果に偏りが生じた可能性があり，

一般化することには限界がある。しかし，有事に

おけるＷＬＢの傾向や，それに対する取り組みの

方向性が見えてきたことは，本研究の成果といえ

る。 
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岡山県における高齢者および障害者世帯のための  

ごみ出し支援制度に関する実態調査  
 

 藤井宏明（特定非営利活動法人福祉オンブズおかやま）  
 
１．目的  

環境省は、ごみ出し困難な世帯への戸別

ごみ収集等のいわゆる 「ふれあい回収」 （以

下、当該支援制度）を高齢社会に対応した

新たな仕組みとして提言している。 『新型コ

ロナウイルス等の感染症及び自然災害によ

る高齢者を対象としたごみ出し支援制度へ

の影響調査』（以下、2021 年調査）によれ

ば、独自の当該支援制度を持つ自治体は有

効回答の 34.8％（417 自治体）だった。ま

た、制度を導入していない自治体の 24.5%
が「導入を検討し将来的に導入する」と答

えていた。このように、今後も当該支援制

度を導入する自治体が増えることが予想さ

れる。  
 しかし、これまでの実態調査は全国の自

治体を対象としており、岡山県（以下、本

県）の現状把握を目的とした調査は見当た

らない。そこで、本県各自治体が当該支援

制度の導入を検討する上での資料となる実

態調査を行うこととした。  
 
２．方法  

本調査対象は、本県全市町村 （27 自治体）

である。調査方法は質問紙法で、当該支援

制度の有無や考え方等について尋ねた。質

問紙作成にあたり『高齢者を対象としたご

み出し支援の取組みに関するアンケート調

査』 （2015）、 『高齢者を対象としたごみ出し

支援制度の実態調査』 （2019）、そして 2021
年調査の関係機関・団体に許可を得た上で

参考とした。質問紙に調査の趣旨を記載し、

調査対象に同意の上回答を得た。調査期間

は、2023 年 8 月 7 日～8 月 31 日とした。

回収率は 100.0％であった。  
 
３．結果  
1）当該支援制度の有無  

当該支援制度を「設けている」自治体は

8 自治体（29.6％）（岡山市、倉敷市、津山

市、笠岡市、井原市、浅口市、和気町、矢

掛町）（以下、「制度あり群」）、一方「設け

ていない」のは 19 自治体（70.4％）（以下、

「制度なし群」）であった。  
2）「制度あり群」の結果  
（1）当該支援制度の主たる主管部署  

「制度あり群」の 8 自治体に主管部署を

尋ねたところ、「廃棄物部局」が 5 自治体

（62.5％）、「福祉部局」が 3 自治体（37.5％）

であった。  
（2）当該支援制度の概要  

『高齢者のごみ出し支援制度導入の手

引き』（2021）に従い、実施している当該支

援制度が「タイプⅠ  直接支援型（直営）」、

「タイプⅡ  直接支援型（委託）」、「タイプ

Ⅲ  コミュニティ支援型」、「タイプⅣ  福祉

サービスの一環型」（以下、単に「タイプⅠ」

～「タイプⅣ」）のいずれかを尋ねた。  
その結果、「タイプⅠ」5 自治体（62.5％）、

「タイプⅡ」、「タイプⅢ」、「タイプⅣ」そ

れぞれ各 1 自治体（12.5％）であった。  
当該支援制度開始時期として最も早か

ったのが 2002 年の井原市（「タイプⅣ」）

であった。直接支援型（「タイプⅠ」・「タイ

プⅡ」）の大半は、2011 年から 2015 年の

間に始まっていた（表 1.参照）。  
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表 1. 岡山県内の当該支援制度実施状況  
自治体名  
（ 所管部局）  

制度名称  種別  

岡山市  
（廃棄）  

岡山市ふれあい収集  
（2012 年 5 月～）  

Ⅰ  

倉敷市  
（廃棄）  

倉敷市ふれあい収集  
（2013 年 4 月～）  

Ⅰ  

津山市  
（福祉）  

津山市ふれあい収集事

業（2012 年以前～）  
Ⅱ  

笠岡市  
（廃棄）  

笠岡市ふれあい収集制

度（2011 年 4 月～）  
Ⅰ  

井原市  
（福祉）  

軽度生活援助サービス  
（2002 年 4 月～）  

Ⅳ  

浅口市  
（廃棄）  

浅口市粗大ごみ戸別収

集事業実施要項  
（2015 年 7 月～）  

Ⅰ  

和気町  
（廃棄）  

和気町家庭系ごみ等ふ

れあい収集事業  
（2019 年 2 月～）  

Ⅰ  

矢掛町  
（福祉）  

矢掛町住民主体型サー

ビス事業（総合事業）  
（2016 年 4 月～）  

Ⅲ  

制度名称下段（ ）内は開始年  

 
（3）当該支援制度の利用対象世帯  
①利用対象世帯の種別  
 当該支援制度の利用対象を尋ねた。すべ

ての自治体が高齢者または要支援・要介護

者世帯を利用対象としていた。一方、2 自

治体（25.0％）は障害者世帯を利用対象と

していなかった。  
②高齢者（要支援・要介護）世帯  

利用要件に介護保険の要支援・要介護認

定等を含むかについて尋ねた。その結果、

「含む」6 自治体（75.0％）、「含まない」2
自治体（25.0％）であった。「含む」と答え

た 6 自治体にその基準を尋ねた。最も多か

ったのが、「要支援 1 以上」および「要介護

1 以上」が各 2 自治体（各 25.0％）であっ

た。  

表 2.当該支援制度の利用世帯数  

自治体名  
2022 年  

4 月 1 日時点  

2023 年  

4 月 1 日時点  

岡山市  
576（1.63）  683（1.93）  
非把握  99 非把握  96 

倉敷市  
102（0.53）  110（0.57）  
非把握  非把握  非把握  非把握  

津山市  
8（0.16）  14（0.27）  
5 3 11 3 

笠岡市  
51（1.70）  46（1.53）  
44 7 40 6 

井原市  
随時  随時  

非把握  非対象  非把握  非対象  

浅口市  
17（0.99）  14（0.82）  
17 0 13 1 

和気町  
0（0.00）  0（0.00）  
0 0 0 0 

矢掛町  
6（0.87）  5（0.83）  
6 非対象  5 非対象  

（世帯）  
上段：利用世帯数（対独居 65 歳以上世帯率（％））  

下段左：要介護世帯 ／ 下段右：障害者世帯  

 
③障害者世帯  

障害者世帯を対象とする 6 自治体のすべ

てが「身体障害」を対象としていたが、そ

の 6 割強の 4 自治体は「肢体不自由」と「視

覚障害」のみとしていた。また、障害者世

帯対象自治体のうち 2 自治体が「知的障害」、

「精神障害」を、1 自治体が「難病」を対象

としていた。  
（4）当該支援制度の利用世帯数  
 当該支援制度の利用世帯数を尋ねた。自

治体間比較ができるよう、それぞれの自治

体における世帯員が一人の 65 歳以上世帯

員がいる世帯（令和 2 年度国政調査）に対

する割合（以下、利用率）を利用世帯数右

に併記した（表 2.参照）。  
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利用率が最も高かったのは岡山市（2023
年 4 月 1 日時点：1.93％）であり、最も低

かったのは和気町（同：0.00％）であった。  
（5）当該支援制度の周知方法  

当該支援制度の住民周知方法を尋ねた。

その結果、最も多かったのは「自治体ホー

ムページ掲載」4 自治体（50.0％）、次いで

「チラシ配布」3 自治体（37.5％）、「広報誌

掲載」2 自治体（25.0％）等と続く。  
3）「制度なし群」の結果  
（1）当該支援制度の検討状況  

「制度なし群」に、当該支援制度を検討

したことがあるか尋ねた。その結果、最も

多かったのは「検討の予定はない」11 自治

体（57.9％）、次いで「導入を具体的に検討

中」4 自治体（21.0％）、「導入を将来的には

検討したい」3 自治体（15.8％）、「導入はや

めた」1 自治体（5.2％）と続く。「導入を決

め、準備中」と答えた自治体はなかった。  
（2）当該支援制度未実施の理由  

当該支援制度を設けていない理由を複

数回答で尋ねた。その結果、最も多かった

のが「人員や体制の確保が難しい」12 自治

体（63.2％）、次いで「介護保険などの福祉

制 度 で カ バ ー さ れ て い る 」 8 自 治 体

（42.1％）、そして「自治体全域を公平にカ

バーする制度を構築することが難しい」 6
自治体（31.6％）等であった。「その他」の

回答の中には「一般廃棄物収集運搬許可業

者により有料の高齢者世帯戸別ごみ回収を

している」、「社会福祉協議会がサービス提

供している」といった回答があった。  
（3）ごみ出しに関する相談の有無  

ごみ出しに関する相談の有無について

尋ねた。その結果、「あった」と答えたのは

9 自治体（47.4％）であった。相談内容は、

「歩行困難になりごみ収集所に持ち込めな

い」、「ヘルパーが来る日とごみ収集日が合

致せず、ステーションに持っていけない。」

等の回答であった。  

（4）当該支援制度必要性についての意見  
将来的に当該支援制度が必要になると

思うか尋ねた。「どちらとも言えない」9 自

治体（47.4％）と「そう思う」「とてもそう

思う」9 自治体（47.4％）とこれらが半数ず

つとなる結果だった。  
4）自治体内ごみ出し支援活動事例の把握  
 両群に自治体内の自治会や  NPO 等が

補助金等の支援なしにごみ出し支援を行っ

ている事例を知っているか尋ねた。その結

果、「知っている」6 自治体（22.2％）、「知

らない」20 自治体（74.0％）であった。  
 
４．考察  
1）本県の当該支援制度の実施状況  

2021 年調査では全国の 3 割の自治体が

当該支援制度を行っていたが、本県の現状

はそれをやや下回る結果だった。また、制

度のない自治体においても当該支援制度の

「導入を止めた」「検討の予定はない」との

回答が 6 割以上であった。これらのことか

ら、本県は当該支援制度導入の推進に関し

て厳しい状況にあると言える。一方、その

ような自治体のいくつかは、行政サービス

ではなく民間業者や社会福祉サービスで対

応することを考えていた。だが、多くの当

該支援制度は無料であるのに対し、一般廃

棄物収集運搬許可業者の場合、各業者が決

めた利用者負担が必要となる。そのため、

住民間の不公平感につながると懸念される。 
2）当該支援制度運用について  
 本県の当該支援制度は、各自治体で運営

方法、利用対象等が大きく異なっていた。

それは所管部局が「廃棄物部局」あるいは

「福祉部局」のどちらかで大別できた。「タ

イプⅢ」「タイプⅣ」を 1 自治体ずつ実施し

ていたが、これらはすべて「福祉部局」が

所管していた。また、多くの直接支援型（「タ

イプⅠ」「タイプⅡ」）の所管部局は「廃棄

物部局」であったが、唯一「福祉部局」だ
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った津山市は他と比べ利用対象範囲が広か

った。ごみ出し支援は、ごみ排出困難世帯

の特性に注目する必要がある。しかしなが

ら多くの「廃棄物部局」は利用世帯の情報

を「福祉部局」と共有していない等、連携

が行われているとは言い難かった。そこで

福祉についての知見を持つ「福祉部局」が

イニシアチブをとり「廃棄物部局」ととも

にごみ出し困難な世帯への取り組みを進め

るべきと考える。  
3）当該支援制度の利用対象  

上述したように当該支援制度利用対象

も自治体によって大きく異なっていた。最

も懸念すべきは障害者世帯が対象とされな

い自治体があることである。環境省が示す

当該支援制度ガイドラインは高齢者世帯向

けだが、それは障害者世帯を排除するもの

ではないと環境省担当者へのヒアリングで

確認された。障害者世帯を対象とした当該

支援制度を持つ自治体は全県の 2 割であり、

さらに知的障害、精神障害を対象とする自

治体は 1 割だった。本県は、障害者世帯の

ごみ出し支援に大きな課題があると言える。 
4）当該支援制度の利用率と背景  

独居で 65 歳以上世帯員のいる世帯数に

対する利用率を先述した。最も高かった岡

山市は当該支援制度の情報をホームページ、

広報誌、そして福祉事務所のケースワーカ

ーや居宅介護支援事業所から広めていた。

一方、利用率が最も少なかった和気町は該

当者への個別相談との回答だった。広報媒

体の少ない自治体は、ごみ出しを「自助」

や「互助」が原則と考えていたり、行政の

持つ戸別ごみ収集能力を超えることへの懸

念があると考えられた。  
5）当該支援制度以外の仕組みとの併用  
 ごみ出し支援を行う住民活動の把握を全

自治体に尋ねた。だが中には、活発な活動

があるにも関わらず「知らない」と答えた

自治体が散見された。佐々木、松本（2016）

は、当該支援制度と社協、シルバー人材セ

ンターの 3 つのごみ出し支援活動が共存し

ている北九州市の状況を分析した。だが、

当該市では事業主体間の情報共有が不十分

なため利用者の洗い出しできてないことが

指摘されていた。各自治体はごみ出しに関

する「自助」「互助」「共助」「公助」の役割

分担が適切となるよう、自治体内に存在す

る社会資源について学ぶ必要がある。  
 
５．結論  
 廃棄物処理は自治事務のため、自治体の

裁量によって地域間に大きな差異が生じる

こととなる。それぞれの地域で暮らす高齢

者・障害者世帯にとって、地域間格差の課

題はごみ出し支援にも現れていると言える。

本研究成果は各自治体に報告する予定にし

ている。各自治体がお互いに情報共有する

ことで、よい意味で地域特性を生かした行

政サービス構築につながる一助になれば幸

いである。そして、当事者世帯にとって使

いやすく、分かりやすい制度が全県に広が

ってほしいと願う。  
 
６．引用文献  
1）小島英子、多島良、秋山貴、横尾英史

（2015）高齢者を対象としたごみ出し支援

の取組みに関するアンケート調査結果報告  
2）環境省（2019）高齢者を対象としたごみ

出し支援制度の実態調査アンケート結果  
3）環境省（2021）新型コロナウイルス等の

感染症及び自然災害による高齢者を対象と

したごみ出し支援制度への影響調査アンケ

ート結果  
4）環境省（2021）高齢者のごみ出し支援制

度導入の手引き  
5）佐々木春菜、松本亨（2016）高齢者ごみ

出し支援事業における多主体連携の実態：

北九州市の事例をもとに 第 27 回廃棄物

資源循環学会研究発表会  
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ほどほどのお節介 

～対人支援・介入に関し気に留めておきたいこと～ 

長江 泰（社会福祉法人三慶会） 

 

１．目的 支援のあり方が気になって 

 対人「支援」は、多義的であり到達点も明瞭で

はない。多職種・多機関の協働も求められるとこ

ろ「支援」のあり方について留意すべきと筆者が

考えている点を記述してみたい。 

行政職員として、また行政から委託を受けた団

体職員として複数の自治体及び組織で「ひきこも

り」支援に携わるなかでの筆者の気づきが、支援

現場の共感を得るものかとの問いかけを本稿の

趣旨としたい。 

(1) 支援現場の光景 

ア 支援の仕組みについて 

8050 問題、労働力不足や障害者自立支援等の

社会的要請のなかで「ひきこもり」は社会的問題

として認知され始めている。しかし、当事者抜き

の議論になっていないか、また外にでてくればよ

しとの短絡的思考が依然として払拭されていな

いかなど、次の点を含めての懸念がある。 

●支援対象とする当事者(以下「当事者」とい

う。)に立ち入り過ぎていないか、独善的に

支援を行っていないか 

●支援調整の仕組みは機能しているか 

イ 特に当事者との距離感 

当事者の合意がなく家族や周囲の困りごとと

しての支援要請がままある。相談にのるという受

け身の支援にとどまらない働きかけについては、

当事者との距離感を特に意識する必要がある。し

かし、この「距離」が誠に悩ましい。 

(2) 制度としても  

 当事者その人を中心に考えるといいながら、そ

の人の考え自体も捉えがたく、また固定している

ものでないところ、どういう場合に誰がどのよう

に、どこまで関わるかということついて十分に論

じられていないと感じている。 

２．方法 少し深堀して対応検討  

(1) 何が影響しているのか 

ア 成果とは何か 

支援の検討・調整の会議では、当事者に働きか

ければなんとかなるというような、限られた過去

の成功例で語られることもある。予算事業である

ことが多く、短期間での成果・変化を求められる

傾向が垣間見られる。 

イ 支援必要性等イメージ共有 

当事者本人と会えていないこともよくあるだ

けに、支援が必要なのかということも含めて、支

援関係者間で目標や手法の共有が十分と言えな

いのではないか。 

「ひきこもり」の国の定義にしても、現象概念

として表現・説明されているものであり、ただち

に他者が介入すべきとする理由付けの部分が弱

い。九州大学では加藤隆弘の論文を用いて物理的

現象だけではない次のような新たな評価基準の

提案をしている(九州大学研究成果広報 2020)。 

 

病的な社会的回避または社会的孤立の状態

であり、大前提として自宅に居留まり、物理的

に孤立している状況である。こうした状況に対

して本人が苦悩しているか、機能障害があるか、

あるいは、家族・周囲が苦悩しているというこ

とが必須項目である。 

 

この「苦悩」と当事者への働きかけとの関連の

説明がほしいところである。 

ウ 対等の立場での支援者間協議 

現行制度下では、行政の予算事業として支援を

展開することが多くある。そこでは「委託金」「補

助金」が介在して、行政と現場の団体職員は主従

関係のようになっていないかと自戒を込めなが
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らであるが、気になっている。 

支援を検討・調整するための会議は地域共生社

会実現の工程のなかでもうたわれているが、支援

の必要性検討や方法は確立していない。 

(2) 支援組織内での取組み 

ア 侵襲とならないような距離感 

 支援関係者は、傍観者として当事者を眺めるだ

けでもいけないが、やみくもに直接的接触を図る

「侵入」ときによっては「侵襲」とならないよう

慎重さも求められる。   

このことは、内閣府のユースアドバイザー養成

プログラム等を活用して支援者間で共有するこ

ともされており、家族への支援も重要であること

が認識されてはいる。 

現場職員まかせでもいけないので、組織的に仕

組みづくりをしていく必要がある。 

イ 距離感判断も含めアセスメントや支援 

評価に資するツール例 

以下、支援現場で役に立つのではないかと考え

ていることを紹介してみたい。 

部分的に現場で採用されているものも含め、筆

者なりに分類・整理してみたもの。  

●当事者の状態イメージ(三つの軸) (図 1) 

  ①社会との接点、②しんどさ、③インフォー

マルなものも含め継続的サポート体制 

  これらを総合的・可視的に捉えることで窮迫

性も含め当事者のおおまかな状態を支援者間

で共有し、支援の必要性判断等の参考とする。 

  それぞれの濃淡も意識し、次の特性等とあわ

せて対応を検討していく資料ともする。 

●当事者の特性・要因イメージ(七つの視点) 

①医療・神経症的要因、②器質的要因、③家

族環境要因、④生育過程要因、⑤日常生活で

社会との接点、⑥生きづらさ、⑦経済的困窮

の観点でみつめなおし、当事者への接近方法

や留意点を整理する。 

●支援影響イメージ(五つの角度) 

  ①意欲、②自己肯定感、③対人関係、④社会

参加、⑤相談 

  これは、厚生労働省提案の「つながり評価シ

ート」(厚生労働省通知 2021)である。これを

用いて、関わるなかでの当事者の状態変化等

を示された項目を基に評価・把握する。 

  直線的、短期的に「変化」が見られるもので

はないし支援との因果関係も明瞭ではないが、

時系列的に記録していくことは重要である。  

３．結果 どんなことがいえるか  

(1) ツールを実務にあてはめ見直してみると 

  筆者が改めて感じたり、みつめ直せたこと。 

〇「距離」について 

・支援調整の会議でも関係者が交代するた 

びに振出しに戻る場面がある。 

  ・経験則によるのだろうか、職種によって距

離の取り方に差がみられる。 

  〇アセスメントや支援評価について 

  ・パーソナリティの要因が大きいと考えてい 

た人に身体機能(障害)影響がみられた。 

  ・愛着障害のようなものが疑われていたが、 

精神疾患の診断をうけた。 

  ・発症歴を詳しく聞こうとしていたところ、

神経症状が悪化した。 

  ・生活保護制度にいったんはつながったもの 

    の、その後受援を拒否。 

  ・変化が見られないとしていたが、長期的に

は動きがあった 

 ※一人の人間は、いろいろな側面をもってい

る。目立つ現象だけに囚われていると、大き

な要素・要因を見過ごすことになりかねない。  

 (2) 基本のところで意識しておきたい 

ア ほどほどのお節介 

当事者宅への訪問や直接的介入については、慎

重さが求められる。あいさつ程度という形であっ

ても、過重な心理的負担を与えかねない。「ほど

ほど」で距離感を表したい。 

その距離を測るためには当事者の状態をよく

よく把握することが肝要である。行政だけでなく、

医療、福祉、心理、その他の専門職も交え対等の

立場で協議していく。 

状況によっては、当事者と「つかず離れず」の

関係維持も対応候補になるだろう。 
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※参考となる言葉 

 「節度ある押しつけがましさ」(田嶌 2016) 

「マイルドなお節介」(斎藤 2020) 

イ 状態等を、できたら共通のものさしで 

 「お節介」の度合いを、より的確なものにする

ためにも、三つの軸・七つの視点・五つの角度を

提案した。 

そもそも対象として表出している当事者数は

多くなく限られた実践数であるため、最適ルール

というものではない。より現実に即したものにな

るよう常に見直していかなければならない。 

 医療的ケアを見逃していた案件もあるし、親子

関係の修復で少し落ち着きが見え始めた案件も

ある。多角的な検討をするためにも、一定の「も

のさし」の整理は必要である。 

４．考察 これから 

(1) 支援の力を分散させないため 

 支援者の間で議論は必要であるが、専門職の特

性等で拘泥することのないよう、交通整理の手法

を現場でも、行政のなかでも整えなければならな

い。 

 実際の支援をすると同時に、仕組みづくりに反

映させることを意識していくということである 

(2) もっと広く議論 

 客観的に広く支援現場の現状を知り協議でき

るような場の整備、たとえば本会のようなものも

活用させていただきながら議論を深めていけた

らありがたい。 

５．結論  

(1) まとめ 「ほどほどのお節介」を意識して 

ア まずは大まかなイメージを共有 

「人」を相手にすることであるため、まずは接

近方法をよく考えて。支援関係者の会議では、チ

ェックポイントを共有しながらのことになるだ

ろう。 

なお、「ひきこもり」を例に論述したが、基本

となる考え方は、対人支援全般に共通していると

思える。 

イ 目的を常に振り返りながら 

 支援関係者間で断片的情報をだしあうだけで

は目的・目標を見誤るおそれがあるため、紹介し

たツールを活用するなどして、状態像を総合的に

確認・支援評価をすることが肝要である。 

ウ 現場職員を孤立させないよう 

 委託者である行政職員も、よくよく気を付けて

互いの立場を尊重しながら協議していく。当事者

不在とならないよう最適化をともに探っていく。 

(2)残された課題 

個別支援のことを本稿ではみてきたが、広く潜

在化しているといわれる人の対応についての論

考も深まっていないと思える。特に女性の「家事

手伝い」の言葉等に隠されている実態も気になる。 

悉皆調査になじむものではないし、生涯にわた

る支援もあろうから、制度化された組織はもちろ

んのこと、広く受け皿として期待されている「地

域」の役割の整理も必要である。 

６．引用文献 

〇九州大学研究成果 2020.02.04「ひきこもり者

を適切に支援するための新しい国際評価基準

を開発」

https://www.kyushu-.ac.jp/ja/researches/v

vie/421 2023/12/12 閲覧 

〇内閣府 ユースアドバイザー養成プログラム

第 10 節 アウトリーチ(訪問支援)の方法〜ひ

きこもり，不登校等を中心に〜  

６ 訪問活動の倫理（２）やってはならない「侵

入的な訪問」とは？ 

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/

12927443/www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/h19-

2/html/5_10_6.html 2023/12/12 閲覧 

〇「重層的支援体制整備事業に係る帳票類及び評

価指標の手引きの策定について」 

 令和 3 年 3 月 29 日社援地発 0329 第 3 号 厚

生労働省社会・援護局長地域福祉課長通知 

〇斎藤環「改訂版 社会的ひきこもり」,PHP 新

書,2020 年 2 月 

〇田嶌誠一「現実に介入しつつ心に関わる」,金

剛出版,2016 年 2 月 

〇池上正樹「ひきこもる女性たち」,KK ベストセ 

ラーズ,2016 年 5 月 
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三つの軸 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(図 1) 筆者作成 

 

七つの視点           五つの角度 

①医療・神経症的要因 

②器質的要因 

③家族環境要因  

④生育過程要因 

⑤日常生活で社会との接点、 

⑥生きづらさ 

⑦経済的困窮 
 
                      (厚生労働省通知で示された項目を筆者がグラフ化) 
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司法と福祉の連携による矯正施設退所者への支援 

～岡山県地域生活定着支援センターの取り組みについて～  

〇小武守敬子、西村洋己 

（岡山県社会福祉協議会 岡山県地域生活定着支援センター） 

 

1． はじめに 

平成 21年度より、厚生労働省の事業として「高

齢又は障害により福祉的な支援を必要とする矯

正施設退所者等の地域生活定着支援（以下、「本

事業」）」が始まった。岡山県では平成 23 年度よ

り岡山県社会福祉協議会が本事業を受任し、岡

山県地域生活定着支援センター（以下、「本セン

ター」）の運営を行っている。本センターでは、

保護観察所からの依頼により、矯正施設（刑務所

など）からの退所予定者や被疑者及び被告人が、

地域で福祉的支援を受けられる環境を調整する

ことを業務としている。支援対象となるのは、高

齢もしくは身体、知的、精神の障害があり、福祉

サービスを受けることが必要な者であるが、そ

の中でも特に「矯正施設から帰るところがない

者」の支援に重点を置いている。 

本事業の目的は、上記の業務を通じて地域共

生社会の実現を図ることとされており、直接的

に再犯防止を求められている訳ではないが、平

成 24 年に犯罪対策閣僚会議において「再犯防止

に向けた総合対策」が決定され、地域社会全体で

の様々な取組が推進されており、本事業に対し

ても一定の再犯防止の役割が期待されている。 

平成 30年犯罪白書では、『高齢受刑者のうち、

刑事施設への再入所状況をみると、定着センタ

ーの支援を受けた者は、再入所なしの者が 9 割

を超えている。これに対し、地域生活定着支援セ

ンターの支援を辞退した者では、再入所ありの

者の占める割合が半数近くに及んでいる。』とな

っており、本事業による再犯防止効果を示すも

のとされている。確かに、本事業は福祉の支援が

受けられないが故に軽微な犯罪を繰り返す「負

のスパイラル」に陥っている者に対しては、一定

の効果を上げた面がある。 

しかし本センターが支援している最中に再犯

をする者は少なくなく、筆者は、本事業の再犯防

止効果に疑問を感じている。また、この数年は

様々な支援を受けていても、犯罪を繰り返すケ

ースの依頼が明らかに増えてきている。 

そこで本稿では、本センター対象者が再犯に

至る状況を分析し、地域共生社会の実現に向け

た今後の本センターの役割について考察を行う。 

 

2．方法 

本センターの支援対象者のデータを集計し、

再犯をした者の状況分析を行う。対象は平成 30

年度以降の出所者とする。令和 5 年度は 9 月 30

日までの上半期の集計での分析とする。なお集

計における『再犯者』は、出所したあと、令和 5

年 9 月 30 日までに逮捕されたものを指す。 

 

3．結果（データ集計） 

【表 1】〔出所者と再犯者の状況〕 

 

（※1）支援中：現在も本センターが何らかの形

での関わりを継続している者 

（※2）不明：現時点では本センターが状況を明

確に把握していない者 

出所
年度

出所者
数

再犯者
数

支援中
（※1）

不明
（※2）

再犯率

H30 18 6 3 9 33.3%
R1 14 6 3 5 42.9%
R2 20 9 7 4 45.0%
R3 27 6 10 11 22.2%
R4 33 8 16 9 24.2%

R5 12 1 9 2 8.3%

計 124 36 48 40 29.0%

R5.9.30時点の状況
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 平成 30 年以降の出所者 124 名のうち、集計時

点（令和 5 年 9 月 30 日現在）において 36 名が

再犯をしている。再犯率を計算すると全体では

29％である。集計時点の直近の出所者は再犯を

している者は少ないが、数年前の出所者は再犯

をしている者が多くいるとの結果となっている。 

 

【表 2】〔出所から再犯までの期間及び支援状況〕 

 

（※1）福祉サービスの利用が出来ていない者 

（※2）何らかの福祉サービスを利用している者 

 

再犯者 36 名について、再犯するまでの期間と

再犯時の支援状況を集計したものである。再犯

した者の約 7 割は 1 年以内での再犯であり、中

でも出所後 3 ヶ月以内が多い。出所後 1 年以上

を経過すると再犯をする者は減っているが、数

年を経過してから再犯することも生じている。 

再犯をした際の状況で多いのは、出所後、支援

体制が十分に整っていない時期に再犯をしてし

まうケースである。一方で出所から時間が経ち、

福祉サービスの利用を行っているケースでも、

再犯をすることが継続的に生じている。 

 

 

 

 

 

【表 3】〔支援対象者の年代別集計と再犯の状況〕 

 

本センターの支援対象者は、40 代以降が多い

との結果となった。再犯率は 20 代と 40 代が高

く、70 代以降になると急激に低下している。 

 

【表 4】〔再犯者の罪名〕 

 

 再犯をしてしまったケースについて分析する

と、圧倒的に窃盗（万引き）での再犯が多い。 

 

4．考察（結果から考えられること） 

〔再犯をした時点の支援状況について〕 

再犯をした者の状況を見ると、出所後短期間

に再犯をするのは、福祉サービスが受けられて

いないケースである。3ヶ月以内に再犯をした者

の多くが福祉サービスの利用が出来ていない。

出所後、公的な支援や福祉サービスの手続きを

する場合、実際にサービスが受けられるまでに

時間がかかることが多く、その間本人は非常に

不安定な状態に置かれる。その結果、『お金が無

い』、『将来が不安』などの理由で再犯をしてしま

っている。また、出所後、支援拒否をしたり支援

者の元からいなくなるケースも比較的短期間で

再犯に至っている。 

また本センターの支援開始後、数ヶ月を経っ

てから再犯するケースは、住まい及び生活費等

は確保されているが、日中の活動場所が上手く

見つけられず、居場所がないケースが多い。60-

再犯までの期間 再犯者数
支援拒否
所在不明

ｻｰﾋﾞｽ
無し(※1)

ｻｰﾋﾞｽ
利用中
(※2)

3ヶ月未満 15 3 11 1
3ヶ月以上〜6ヶ月未満 3 1 2 0
6ヶ月以上〜9ヶ月未満 6 3 1 2
9ヶ月以上〜1年未満 1 0 0 1
1年〜２年 6 1 1 4
2年〜３年 2 0 1 1
3年〜４年 2 0 0 2
4年〜５年 1 0 0 1
計 36 8 16 12

再犯時の支援状況

年代 出所者数 再犯者数 再犯率
10代 7 1 14.3%
20代 9 4 44.4%
30代 8 2 25.0%
40代 22 13 59.1%
50代 24 7 29.2%
60代 21 6 28.6%
70代 27 3 11.1%
80代 6 0 0.0%
計 124 36 29.0%

再犯者 窃盗 それ以外
人数 36 29 7
割合 100.0% 80.6% 19.4%
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70 代の再犯者は、介護の必要がない元気高齢者

であるが、知的もしくは精神の障害を持ってい

ることが疑われることがほとんどである。年齢

的に療育手帳や精神障害者手帳の取得に至らな

いため、有効なサービスの調整が出来ず、日中の

居場所を見つけられないという現状がある。 

〔年代について〕 

【表 3】本センターの支援対象者は 40 代以降

が多いことが分かる。20-30 代では父母をはじめ

とする家族が何とか支援をしようとするが、本

人が年齢を重ねるにつれて家族支援に限界がく

ることが多い。また、若いうちは自らの障害受容

が出来ていないことが多く支援を受けることを

希望しないが、何度か失敗を繰り返すうちに「支

援を受けた方が良い」と本人自身が思うように

なり、支援対象となっていると推測できる。 

年代ごとの再犯率では、20 代と 40 代の再犯率

が多い。20 代の再犯者の状況は、出所後数ヶ月

以内に支援を拒否したケースが多い。刑務所等

では周囲に言われて仕方なく支援を受けること

を承諾したが、自由になれば自分の思うように

したいと支援拒否に転じる。しかし一人では生

活を立て直せず再犯に至る。これに対し 40 代の

再犯者は、支援を受けることを自ら希望し、出所

後ある程度は社会内で生活できていたにも関わ

らず、犯罪行為を行っている。この点については、

改めて原因の分析が必要であると考える。 

高齢者の再犯が少ないのは、介護を必要とす

る状態になっていることが多く、施設入所など

で体力的に再犯できない状況となっているから

である。施設等に入所している場合は、若い年代

でも逮捕されるような結果となっている者はい

ない。なお高齢者は出所後、数年内に亡くなるこ

ともあり、結果的に再犯者数には含まれない。 

〔再犯の動機について〕 

【表 4】にあげたように、本センターの再犯者

の罪名は窃盗が多い。その動機について客観的

なデータ集計等は出来ていないが、警察や検察

の調書、支援記録や本人と話をした内容等から

総合して判断すると、『お金が手元にないが、欲

しいものが我慢できなかった』と『手持ちのお金

はあるが、現在の状況への不満や将来への不安

から万引きしてしまった』という２つの動機に

分けられる。前者は知能指数が低い層に多く、後

者は知能指数が比較的高い層に多い。支援を受

けていても、現状に満足できていない、納得でき

ていない、という構造が見える。 

〔再犯をしてしまう背景についての考察〕 

再犯をしてしまった対象者について、個別の

状況を確認していくと、共通して『本人が現状の

生活に納得していないこと』が推測された。なぜ、

支援につながる機会があっても納得する生活が

出来ないのか、私見ではあるが、その原因は大き

く３つに分けられると考える。①制度の問題、②

支援する側の問題、③本人の問題である。 

まず、①制度の問題について考察する。従来の

我が国の制度では、障害者・高齢者といった対象

者の属性や、要介護・虐待・生活困窮といったリ

スクごとに制度を設けられており、複合的な課

題を抱えている人や世帯が既存の制度の対象と

なりにくい。現在ではこれらの課題にも目が向

けられ、重層的支援体制整備事業を始めとする

対応策が導入されているが、まだまだ対応が追

い付いていない。支援を受けるまでの手続きが

煩雑で時間がかかるため、本人や家族だけでは

支援につながりにくい。 

次に②支援する側の問題があげられる。多く

の福祉制度に基づいた支援機関が多数あり、そ

れぞれに専門職と呼ばれる人が従事しているが、

それゆえ縦割りの対応となりがちであるという

問題が生じている。また、各機関が多忙であり、

支援を希望する者一人一人に対し十分な時間を

とることが難しいことがある。様々な福祉施設

や事業所があるが、利用者の特性へ対応しきれ

ず、「合わないから受け入れられない」と断られ

たり、契約を一方的に解除されるなど、いわゆる

たらい回しや門前払いの状況があることも事実

である。これは関係機関同士の連携の問題でも

ある。多機関による連携を進めるためには、個別

ケース会議以外で関係性を作ることが必要であ
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る。各機関が単体では解決できない課題に対し

て、それぞれが主体的に協力関係を構築するた

めの場づくりをしていくべきだと考える。 

①の制度の問題、②の支援する側の問題があ

るがゆえに、本センターが支援していても、対象

者の根本の困りごとが解決されない場合は多い。

先の見通しが立たず不安な状態になり、適切な

日中活動をする場所を見つけられず孤独に陥る。

結果として本人が「支援を受けても思うような

生活が出来ない」との諦めや絶望を感じること

になり、再犯につながっている印象がある。 

そして③本人自身の問題もある。どれだけ支

援を充実させても、最終的には結局、本人自身が

自分の環境や状況に納得できるかどうかという

ことになる。ほしいものが我慢できない、不満・

不安が解決できないとの理由で再犯となるケー

スについては、現状の支援策としても限界があ

る。ただし、それでも本人のワガママと決めつけ

るのではなく、本人の障害特性や生育歴等、行動

の背景に十分配慮し本人に合う環境を整えるこ

とが必要である。 

再犯防止推進白書では、犯罪や非行からの離

脱の要因として、「立ち直りへの動機」「衣食住の

確保と仕事・学業の安定」「良好な人間関係の構

築」「自己肯定感及び自己有用感の形成」の 4つ

の要因を挙げている。本稿では個々の対象者が

再犯をした要因の詳細分析はできていないが、

実際のケースを振り返ると、これらの観点から

本人の支援計画をきちんと立て、本人の意向を

尊重した生活ができるよう支援者間での連携が

強化できていれば、再犯をしなかった可能性も

あると考える。 

 

5．結論 

 本事業の実践を通じて感じるのは、現代社会

が矯正施設退所者を『排除する社会』であるとい

うこと、すなわち社会的排除の問題である。 

現代社会は、家族や近隣との関係が希薄化し、

経済的格差が拡大し、不安定な生活環境の中で

自己責任論が広がり、他人に迷惑をかけてはい

けない、という空気が蔓延している。その中で本

センターの対象者は、複数の生きづらさを抱え

ている。家族は何とか本人を支えようとするが、

本人が成長するにつれて限界が生じ、家庭から

排除される。制度が煩雑でうまく利用できず、制

度からも排除される。やむを得ず犯罪行為に至

り、矯正施設に行けば社会と切り離され、偏見の

目が加わり、さらなる困難を抱える。地域共生社

会の実現のためには、今後はこうした社会の抑

圧構造に目を向けた取組が重要であると考える。 

人は社会の中での役割と居場所が必要である。

安全な住まい、不安なく生活できる環境、そして

自分の存在が認められる場所、自分の存在に意

義を感じられることが必要である。それらをつ

くるために、まずは本人たちの思いをしっかり

と聞き納得ができるよう話をすること、次にた

らい回しをせず支援をつなげていくこと、そし

て社会の生きづらさを可視化していくこと、本

人たちの思いを代弁し、社会へ課題提起してい

くことが重要であると考える。 
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1）法務省：平成 30 年版犯罪白書 

2）法務省：令和 5年版再犯防止推進白書 
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元長期入院精神障害者が病院外の施設に退院していくプロセスに関する研究 

〇鶴岡和幸（広島文化学園大学） 

長崎和則（川崎医療福祉大学） 

１ 目的 

長期入院精神障害者の地域移行を進めるため、

2000 年以降様々な制度・政策が取組まれている。

その結果、地域移行は進んだものの、精神障害者

の長期入院は未だ解消には至っていない。長期入

院精神障害者の地域移行に関する一部の研究に

おいて当事者の語りに着目した研究が行われて

いるが、地域移行に至ったプロセスを当事者の視

点で分析する研究は見当たらない。そこで本研究

では、元長期入院精神障害者の語りに着目し、当

事者が地域移行に至るプロセスを明らかにする

ことを目的とした。 

 

２ 方法 

（１）研究対象者 

本研究の対象者は、一時期は退院予定であった

がうまくいかず、その後退院し、現在、地域生活

を送っている元長期入院精神障害者である。対象

者には、事前に研究内容に関する説明や個人情報

等には十分配慮することを、口頭および書面で説

明した。研究協力を得ることができたのは、40 代

から 70 代の男性 8 名、30 代から 70 代の女性 6

名の合計 14 名であった。このうち 1 名は、研究

対象の条件を満たさなかったため除外した。本研

究は川崎医療福祉大学倫理委員会による承認（承

認番号 20-074）をうけ実施した。 

（２）調査方法 

調査時に地域生活を送っている、元長期入院精

神障害者へインタビュー調査を行った。インタビ

ューは、協力者が希望し、プライバシーが保護で

きる場所で行った。インタビューでは、地域移行

がうまく行かず一時期は諦めたがその後地域移

行ができたのは、何が影響したと思われるかを自

由に語っていただいた。インタビューは、協力者

の許可を得て IC レコーダに録音した。調査期間

は、2021 年 11 月～2023 年 3月である。 

インタビュー内容は逐語録を作成し、M-GTA

（Modified Grounded Theory Approach）を用い

て分析を行った。その理由は、対象者に生じてい

る変化やプロセスを語りの中から分析し説明す

るためである。 

 

３ 結果 

今回、分析途中であるが、12 名のうち 6 名ま

での分析した結果を報告する。分析により、28 の

概念と 6つのカテゴリーが生成され、元長期入院

精神障害者が地域移行に至ったプロセスが見え

てきた。以下に、ストーリーラインを示す。＜ ＞

は概念、『 』はカテゴリーである。 

元長期入院精神障害者は、＜1．支えてくれて

いた両親の喪失＞や＜2．働けないので生活が困

難＞である『地域生活が困難な状態』になってい

た。その後、＜7．病院内活動への参加＞を通じ

て、＜8．病状が安定し退院への自信をもつ＞だ

けでなく、＜12．行事参加を通した退院への問題

がないことのアピール＞を通した『病状が安定し、

退院しても生活することが可能な状態』へと変化

していた。しかし元長期入院精神障害者は、『病

状が安定し退院しても生活することが可能な状

態』に変化するだけでは退院はできない。この『病

状が安定し、退院しても生活することが可能な状

態』が継続すると同時に、『医療スタッフからの

地域移行に向けたサポート』を受けつつ、『退院

環境の整備』が必要となる。『退院環境の整備』

は、＜14.退院には安心して生活できる居場所の

確保が必要＞、＜15.家族からの退院の後押し＞、

＜21.退院できると医師が認めてくれること＞、

＜10.医師との退院のタイミング一致＞、＜5.医

師からの施設入所のすすめ＞ の 5 つで構成され

ていた。 
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なお、＜15.家族からの退院の後押し＞が無く

ても、＜34.信頼する人物からの退院の後押し＞

でもよい。しかし、＜8.私と医師の退院の条件が

あわない＞や＜23.私と家族の退院の条件があわ

ない＞場合には、『退院環境の不整備』となり入

院生活の継続となっていた。この間も『医療スタ

ッフから地域移行に向けたサポート』は継続して

受けていた。 

『病状が安定し、退院しても生活することが可

能な状態』が継続し『退院環境の整備』も進むこ

とで、元長期入院精神障害者の＜28.退院への意

欲喚起＞がされる。他方、元長期入院精神障害者

は『思いもしなかった退院先への不安や苛立ち』

を感じていた。なお、このカテゴリーは、＜17.

私が退院先を決められない＞、＜18.思いもしな

かった退院先への戸惑い＞、＜19.思わぬ施設見

学＞、＜30.思いを伝える場がない＞の 4 つで構

成されていた。 

元長期入院精神障害者は、医療スタッフからの

＜11.本人の思いを理解したサポート＞や＜13.

退院に向けた医療スタッフの寄り添い＞を受け

＜28.退院へ意欲喚起＞と同時に、＜25.安心でき

る病院生活＞を継続したいという思いも抱いて

いた。 

これらの結果、元長期入院精神障害者の＜28.

退院への意欲喚起＞がされ、＜4.退院先を居場所

として納得できる＞ことを経て、＜38.自宅外へ

の地域移行の実現＞に至っていた。しかし、＜4.

退院先を居場所として納得できる＞ができない

場合には、元長期入院精神障害者は医療スタッフ

と共に居場所の見学を行い、＜3.一人部屋へのこ

だわり＞、＜6.自分へのルール合致＞による『退

院先となる居場所を納得するための確認作業』を

行っていた。ここで重要となるのは、元長期入院

精神障害者が＜20.退院先となる居場所を見て納

得する＞ことである。納得することができれば、

＜38.自宅外への地域移行の実現＞へと至ってい

た。 

 

４ 考察 

M-GTA で分析を行い、地域生活を送っている 6

名の元長期入院精神障害者の語りから地域移行

に至るプロセスを明らかにすることができた。重

要な点は、退院しても生活することが可能な状態

が継続することに加え、退院環境の整備によって、

退院への意欲が喚起されることである。特に、医

師や家族から提示される退院先であるが、＜4.退

院先を居場所として納得できる＞ことがあれば、

自宅外への地域生活の実現へと至っていた。また、

＜退院先を居場所として納得できる＞ことが困

難な場合でも、『退院先となる居場所を納得する

ための確認作業』を行い、退院先を居場所として

納得できれば自宅外への地域移行の実現に至っ

ていたということである。また、このプロセスに

強く影響を与えていたのは、『退院環境の整備』

であった。 

地域移行の実現にむけたプロセスは、ステップ

があり、順番を飛ばして進むことができない。ま

た、退院先となる居場所の確保は、本人の意向に

沿って行われるべきであるが、それでは退院が困

難となる。医療スタッフは、本人の退院への思い

を最大限考慮し、安心して生活できる居場所を提

供していた。しかし、元長期入院精神障害者は、

その居場所を自由に選択できない状況もあった。 

 

５ 結論 

分析途中ではあるが、地域移行に至るプロセス

を当事者の語りから明らかにすることができた。

プロセス全体が見えたことで、地域移行に至るに

は、『地域生活が困難な状態』や『医療スタッフ

からの地域移行に向けたサポート』、『退院環境の

整備』などの変化が起こっていることが明らかに

なった。 

この変化のプロセスは、ステップがあり、順番

を飛ばして進むことができない。そのため、確実

にプロセスを進めるために、本人が求める支援を

行うことが求められる。しかし、その具体的な内

容は、現時点で明らかにできなかった。また、退

院環境の整備に必要となる居場所は地域の中に

ある。その居場所を自由に選択できることが大事
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であるが、現状では選択することはできず、困難

である。その結果、多くの元長期入院精神障害者

は、居場所を見て納得することができれば退院へ

と至っていた。納得による退院は新しい発見であ

るが、元長期入院精神障害者がどの程度妥協して

いるのかは現時点では分からないため引き続き

検討を行っていく。 

なお、今回の発表は 12 名全員の分析結果では

なく、6名の分析結果であるため、今後、この内

容が変わってくることが予測される。 

 

６ 引用文献 

1)厚生労働省：精神保健医療福祉の改革ビジョン． 

https://www.mhlw.go.jp/topics/2004/09/dl/tp

0902-1a.pdf（2023.10.1 確認） 

2)鷹尾雅裕, 村上佳子, 丹下美輪：退院可能な精

神障害者の実態―愛媛県が全精神科病院と対象

として実施した二度の調査結果から―. 人間文

化研究所紀要, 21, 17-32, 2016. 

3) 小山明美：長期入院を経て退院に至った統合

失調症患者の自己決定のプロセス. 日本看護倫

理学会誌, 5(1), 40-45, 2013. 
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美作保健所管内の警察官通報の状況と地域支援について 

 

○田中紗季、猪元彩香、井口奈々、立石恵美子、平田敦子（岡山県美作保健所） 

 

１ はじめに 

 精神保健福祉法第 23 条に基づく警察官通報は、

当事者の人権上の配慮が必要であることに加え、

保健所においては、通常業務に加え、休日・夜間

を問わず、年間を通した対応となるため、負担が

大きくなる。また、管内の指定病床を有する医療

機関は 2 か所あるが、指定医、看護師の確保困難

等により、休日夜間の対応が難しく、事例によっ

ては片道 2 時間程度を要する岡山市内の医療機

関に頼らざるを得ない状況もある。また、治療中

断により訪問看護等の必要なサービスを受けな

いまま在宅で生活し、病状悪化により入院に至る

事例もある。そこで、警察官通報における被通報

者の現状を分析することで今後の地域支援のあ

り方について検討した。 

 

２ 目的 

・警察官通報における被通報者の現状を分析

し、共通の課題を明らかにし、早期の予防活

動に活かす 

 ・今後の地域支援のあり方について検討する 

 

３ 方法 

 (１)研究デザイン 

 量的研究 

 (２)分析対象 

 管内における平成 30 年度から令和 4 年度の警

察官通報 84 名 

 (３)分析内容 

 ・被通報者の年齢 

 ・警察官へ連絡した者 

 ・被通報者の疾患 

 ・被通報者の同居家族の有無 

 ・被通報者の受診状況 

 ・被通報者のサービス等の利用状況 

 ・利用しているサービス等の内訳(複数回答) 

・通報後の転帰 

 ・措置診察が必要な被通報者の内訳 

 

４ 結果 
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警察官通報の件数は、年間 13～20 件で推移し

ている。年齢別では、40 代 21.4％、30 代 17.9％、

10 代と 20 代と 50 代 14.3％の順に多く、令和 4

年度は 10 代が増加していた（図 1）。 

警察官へ連絡した者は、家族・親族 40.5％と最

も多い（図 2）。 

疾患別では、統合失調症、統合失調症型障害お

よび妄想性障害 27 名、心理的発達の障害(広汎性

発達障害を含む)14 名、気分（感情）障害 12 名

の順に多い(表 1）。 

同居家族の有無については、同居家族がいる者

71.4％、単身 28.6％であった（図 3）。 

通報時の受診状況は、治療中断が 10.7％、未治

療が 16.7％であった(図 4)。 

サービス等の利用状況では、サービスを利用し

ている者は、59.5％である一方、利用していない

者は 40.5％であった(図 5)。利用しているサービ

ス等の内訳は、市町による支援（障害福祉サービ

ス利用を含む）33.7％、保健所による支援 27.7％、

生活保護 14.5％の順に多かった（表 2）。 

通報後の転帰は、措置診察が必要な者は

50.0％であった(表 3)。措置診察が必要な者のう

ち、措置入院となった者 21 名、医療保護入院と

なった者 8 名であり、69.0％が入院となった一

方、31.0％は入院が不要となり、在宅での生活継

続となった(図 6)。 

 

５ 考察 

（１）障害福祉サービスの利用 

 かかりつけ医に定期的に受診できている者で

も警察官通報となっていることから、精神障害者

は疾患の特性により、医療に繋ぐだけでは安心し

て地域で生活することが難しいことがわかる。ま

た、被通報者のうち同居家族がいる者は 71.4％

と多く、警察官に通報した者も家族が 40.5％と

なっており、家族による支援にも限界があること

が伺える。また、治療中断が全体の 10.7％である

こと、サービス利用がない者が 40.5％いること

から、アセスメントを行い、本人の状態にあった

障害福祉サービスを利用しながら医療を中断さ
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せない支援が必要である。 

（２）10 代の対象者への支援 

 令和 4 年度から 10 代の被通報者が増加してお

り、また心理的発達の障害(広汎性発達障害を含

む)の診断者への対応が増えている。警察官通報

の対応をきっかけとしながら、本人の状態に応じ

て、障害福祉サービス等を利用し、枠組みをつく

りながらその後の地域生活支援の組み立てが重

要となるため、相談支援事業所との連携は必須と

なる。 

（３）退院後支援ガイドラインを活用した地域支援 

（保健所の役割） 

精神障害者が安心して地域で生活するために

は、医療に繋ぐだけではなく、生活への支援が必

要である。そのため、保健所の役割は、医療を基

本としながら地域での生活支援という視点で関

係機関と連携し、支援することが重要になる。 

当所では、精神障害者と家族が安心して暮らせ

る地域づくりと関係機関との連携を目的に、平成

27 年度より精神保健連絡会議を開催している。

警察署、精神科病院、相談支援事業所、市町で精

神障害者の地域生活支援を検討することにより、

精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム

を推進しており、またお互いの役割を理解するこ

とにより、顔の見える連携が促進されている。ま

た、平成 30 年に取りまとめられた「地方公共団

体による精神障害者の退院後支援に関するガイ

ドライン」に先駆けて、当所では平成 27 年に「美

作県民局精神障害者の入退院にかかる支援の流

れ」を作成及び共有した。これに基づきながら支

援することで地域の基盤形成に繋がり、新たに作

成した管内の精神障害にも対応した地域包括ケ

アシステムも関係機関と共有することで、実効性

のある支援体制を構築している。 

平成 30 年以降、「地方公共団体による精神障害

者の退院後支援に関するガイドライン」を 13 名

が活用し、入院中から医療機関、相談支援事業所

等と連携し、退院後の生活を支援する体制を作っ

ている。 

また、自立支援協議会、ケア会議等の場で、医

療機関や行政、サービス提供者等に対して、精神

障害にも対応した地域包括ケアシステムの全体

を描きながら精神障害者が障害福祉サービスを

利用しながら地域で暮らしていく重要性につい

て伝えていくことが重要である。 

 

６ 結論 

警察官通報となり、措置入院となった者につい

て、入院を契機に治療を適切に行い、「地方公共

団体による精神障害者の退院後支援に関するガ

イドライン」を活用し支援すると共に、措置入院

以外の者についても安心して暮らすための地域

生活支援を関係機関と共に行っていきたいと考

える。 

また、精神保健福祉法改正が令和 6 年 4 月に予

定されており、市町村が実施する精神保健に関す

る相談支援について、精神障害者のほか、精神保

健に課題を抱える者も対象となる。精神保健に関

する支援ニーズは、障害者だけでなく、福祉、母

子保健、介護等の部門でも様々な形で顕在化する

場合があるため、住民に身近な市町村で相談支援

体制が構築できるよう、精神保健連絡会議や自立

支援協議会等を通じて、精神障害にも対応した地

域包括ケアシステムの推進を行っていきたい。 

 

７ 参考文献 

１）川原明子 日本公衆衛生協会(2023)「措置診

察および措置入院者支援の課題整理と今後の保

健所の対応の検討に関する研究 報告書」 

２）岡山県精神保健福祉センター(2022)「備中保

健所における緊急対応事例の分析(令和３年度

分)」 

３）岡山県美作保健所 前田知子他 (2016)「精

神障害者の切れ目のない支援体制づくり～「美作

県民局精神障害者の入退院にかかる支援の流れ」

の作成を通して～」
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総社市新任期保健師連絡会の取り組みと課題 

○安井 弥沙 坂本 沙央里 國光 純子 片岡 萌花 川田 未来 宮田 純子 能勢 柚香（総社

市役所） 

 

 Ⅰ はじめに 

 近年，人口減少や高齢化，自然災害等の影響で

健康問題が多様化・複雑化していく中で，行政保

健師の活動の場は拡大し，質が高く幅広い保健師

活動が求められている。 

 当市では，保健師は分散配置となっており，各

課で業務も異なる。その中で，新任期は，他課の

業務や他課の対象者に触れる機会が少なく，異動

の際等に困難や不安感を抱えることも少なくな

い。小西ら１）も，新任期保健師の現任教育は採用

した現場の努力によりなされる現状にあるとし

ている。質の高い幅広い保健師活動を行うために

は，保健師間で協力体制を構築していくことが重

要である。そこで，総社市では令和元年 12 月から

保健師連絡会（以下，連絡会という）を開催し，

情報共有を行っているが，日々の業務へ活かされ

た結果が明確化されていない現状があった。 

Ⅱ 目的 

 総社市新任期保健師連絡会（以下，新任期連絡

会）での取り組みや成果をまとめ，新任期が共通

して抱える課題を明確にすることで今後の保健

師活動への示唆を得る。 

Ⅲ 方法 

 これまで行ってきた新任期連絡会の内容を，報

告をもとに①保健師が目指す姿の共有②事例検

討③新型コロナ感染症対応④災害対応の４つの

カテゴリーに分類する。 

 ①～④のカテゴリーに分類された内容をさら

に，現状及び課題の視点から内容を整理する。 

※新任期連絡会とは：令和元年 12 月から，月 1回

1 時間新任期保健師が集まり，各課の事業の状況

や日々の業務での困りごとの共有等を行ってい

るもの。当市では，総社市保健師としての目標を

定め，管理期・中堅期・新任期と各期に分かれた

連絡会を開催している。 

①保健師が目指す姿の共有 

日時：令和 2 年 9 月 10 日 

内容：各自が考えた“保健師とは”について話し

合い及び意識共有 

 総社市保健師として同じ意識を持って活動し

ていけるように，総社市保健師の活動目標をつく

る動きとなった。活動目標の作成に向けてまずは

保健師活動について言語化するために，話し合い

を行った。 

②事例検討 

日時：令和 2 年 7月～12 月，令和 4年 1 月（7回） 

内容：精神（3 事例），母子（2 事例），老年（1事

例），多重問題を抱えた家族（1 事例）について事

例検討を実施 

 1 人 1 事例，多職種連携し支援を行っているが

困難を感じているケースを中心に選定して行っ

た。中堅期保健師にもアドバイザーとして参加を

依頼し，助言をもらった。 

③新型コロナ感染症対応 

日時：令和 3 年 5 月 27 日 

内容：新型コロナワクチン接種に従事してみての

困り感や今後について，各課での事業の際の感染

対策状況についての情報共有 

 開始当初は予診確認のみの従事であったが，集

団接種の継続にあたり，副責任者としても従事す

ることとなった。そのため，毎月の新任期連絡会

で情報共有を続けるとともに，令和 4年 2月には，

副責任者の役割について変更点のまとめを行っ

た。また感染状況や対象者に合わせた感染対策に

ついて共有した。 

④災害対応 

日時：令和 3 年 9 月 9日 

内容：各自が考えた初動の荷物の確認，避難所設

営の流れの確認 

 新任期保健師で平成 30 年 7 月西日本豪雨災害
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にあたっていたものは 1名のみであり，平成 30年

以降，当市で避難所が開設されたのは，令和 2 年

に 2回，令和 3 年に 1 回であった。近年の自然災

害頻発・激甚化傾向を鑑み，有事の際に備えた事

前確認をする必要があると判断し，新任期保健師

内で自分自身が準備するべきもの，避難所設営の

流れ及びマニュアル等について，確認を行った。 

Ⅳ 結果 

上記方法により，以下の現状及び課題が明らか

となった。 

1）現状及び課題 

①保健師が目指す姿の共有 

現状：大事にしたい活動と市全体の方針のバラン

スの難しさ，保健師活動以外の業務量の多さ 

課題：専門的知識を活かした活動を市の施策に反

映させることが必要であることや，保健師の必要

性・専門性について再確認したが，そのためには，

アセスメント能力をはじめ，事務職に伝えるプレ

ゼン能力も身につけていく必要がある。 

②事例検討 

現状：家族支援の困難さ，多職種と連携する難

しさ，多角的な視点の必要性 

課題：他課のケースを知ることで，多職種連携

時の役割の明確化の重要性を実感し，ケースを

整理するきっかけになったが，困難事例は，多

重の問題があると感じた。支援のために自己決

定の促しへの関わりが重要であり，個だけでは

なく，家族をみる視点を獲得していく必要があ

る。 

③新型コロナ感染症対応 

現状：経験のない集団接種での予診確認に対す

る不安感，副責任者としての役割のイメージ不

足 

課題：副責任者として，会場全体を見渡す必要

があり，体調不良者への対応や他者との連携等

臨機応変な対応が必要だと感じた。他課，他専

門職との連携，広い視野を持ち状況に応じて対

応していく力をつけていく必要がある。 

④災害対応 

現状：災害対応を経験していないことから，対

応方法が不明 

課題：個人スペースの確保や感染対策，トイレ

等の衛生管理の視点など学んでいく必要があ

る。また，災害対策本部が設置されてからの流

れが少しイメージできたが，出動要請があった

際に自分がどう動いていったらよいか等，節目

ごとに確認し，随時動けるようにしていくこと

が必要である。 

Ⅴ 考察  

①保健師が目指す姿の共有 

自分たちが持つ保健師のイメージと実際の業

務とのギャップに気付き，保健師活動を実践して

いくうえで，自分の思いを言語化し他者に伝える

力やアセスメント能力取得などの課題を確認す

ることができた。先行研究においても，保健師に

求められる政策に関する能力の１つとして，必要

性の理解が得られるプレゼンテーションをする

こと２）が報告されている。目指す姿を共有したこ

とで，現在の自分を振り返り，今後身につけるべ

き能力の気づきにつながったと考えられる。 

②事例検討 

 事例検討について共有を行ったことで，対応

の困難さや難しさを知ることに加え，他者から

意見をもらうことで，新たな視点の獲得にもつ

ながっていたと考えられる。今後も経験年数や

対応するケースが増えていく中で，それぞれの

成長とともに困難感や能力は変化していくこと

が予想される。引き続き事例検討を定期的に行

い，多角的な視点の獲得などが重要であると明

らかになった。 

③新型コロナ感染症対応 

 集団接種が終了後も，5 類への移行に伴う住民

生活への影響や，コロナ禍明けの支援の在り方

について ，今後も情報共有を行いながら検討が

必要であると考える。またどんな状況でも臨機

応変に対応していく能力の獲得が必要であると

確認できた。 

④災害対応 

新任期連絡会時には有事の際に向け，災害時の
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対応について事前準備をしておく必要がある。他

研究によると，早期からの新任期保健師への実地

を含めた教育及び，災害時には，ボトムアップに

よる対策の立案が何より重要（松本，2022）と述

べられており，OJT 研修として上席保健師の助言

を受けながら，災害対応研修等についても進めて

いきたい。 

Ⅵ 結論 

 ４つのテーマの取組や成果を新任期保健師で

まとめ，お互いに感じたことや学びを共有するこ

とで，今後の保健師活動につながるプラスの気づ

きや学びが明確になった。 

 新任期保健師が活動する上で個人が考えてい

る課題はそれぞれに共通するものであり，それを

共有することで，この新任期連絡会は孤独感の軽

減にもつながると感じた。また，各課の状況を共

有することで異動になった際にも，同じ方向性を

もって活動できることも実感した。 

 長谷川 4）は，新任期保健師の知識，技術や態度・

姿勢に関わる課題の現状と課題への取り組みと

して，新任期保健師は，実践能力向上の必要性を

理解してはいても，主体的な行動がとれていない

状況や，多忙な先輩保健師に相談しづらいこと，

また相談すべき内容かどうかの判断力の不足等

があるとされている。また尾無ら 5）は，新任期保

健師の内発的動機づけを高める要因として，新任

期保健師に対する職場の「定期的に相談できる体

制」があげられている。このように，定期的に新

任期連絡会を開催することにより，お互いの進捗

から，自分の対応の方向性があっているのかを確

認することができている機会にもなっていると

考えられる。各自の職場での OJT と合わせて，同

世代の保健師と共有できることは，重要であるこ

とが示唆された。 

 また，現在総社版のキャリアラダーが作成され

ていることや既存の各期保健師の連絡会が相互

に交流することができているため，職場全体で人

材育成に取り組む体制が整えられている状況で

ある。 

 保健師が分散配置されている中で，総社市保健

師全員が共通で語れる「目指す保健師活動の姿」

を保健師全員で描くことができ，「住民が笑顔で

健康に過ごせるために，保健師同士がワンチーム

となり，住民一人ひとりに寄り添い，笑顔で活動

する」という総社市保健師のテーマを意識しなが

ら，今後も新任期保健師が一丸となれるように新

任期連絡会を継続していきたい。 

 

Ⅶ 引用文献 
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和気町の慢性腎臓病ハイリスク者に対する重症化予防の取り組みを見直す 

  ○山本智絵 井上敦子 山ノ内史子 天久睦子(和気町役場 健康福祉課) 

１．はじめに 

和気町の地域課題として、和気町の人工透析患

者数の人口比(千人あたり)が県比を上回り、増加

傾向にある。また、人工透析患者構成は、維持透

析患者数の約 6 割近く、新規導入患者の約 8割を

後期高齢者が占めている。1)糖尿病重症化予防事

業及び糖尿病性腎症重症化予防事業岡山方式(以

下、受診勧奨事業)に取り組む中で、既存の対象者

選定は適正かという迷いと、慢性腎臓病ハイリス

ク者に早期の段階で治療や生活改善を促す必要

性を感じていた。そこで、この度、和気町におけ

る慢性腎臓病ハイリスク者の現状把握と個々の

特定健診結果及びKDBのレセプト等から分析を行

い、慢性腎臓病重症化予防対策の見直しを行った

ので報告する。 

 

２．和気町の慢性腎臓病に係る背景 

1)和気町の人工透析に関する背景について 

(1)人工透析患者構成 1) 

【表 1】透析導入患者数の推移(人口千人あたり)  

 2017 2018 2019 2020 2021 

和気町 0.62 0.48 0.35 0.65 0.58 

岡山県 0.35 0.35 0.37 0.37 0.35 

【表 2】透析維持患者数の推移(人口千人あたり)  

 2017 2018 2019 2020 2021 

和気町 3.3 3.3 3.3 3.5 4.0 

岡山県 2.6 2.6 2.8 2.9 2.9 

・維持透析患者の人工透析導入原疾患割合は、糖 

尿病性腎症が40.0%、慢性糸球体腎炎が21.8%、

腎硬化症 18.2%を占める(2021)。 

 

(2)国民健康保険医療費について 2) 

令和 3 年度の疾患別医療費に占める割合では、

1 位糖尿病、2 位肺がん、3 位慢性腎不全(人工透

析あり)で、慢性腎不全(人工透析あり)の占める

割合は、平成 28 年以降医療費の上位 3 位以内を

占める。 

３．方法 

1) 慢性腎臓病ハイリスク者の抽出 

 令和 3年度和気町特定健診受診者 1004 名の内、

平成 27 年度から令和 3 年度の過去 7 年間で 3 年

以上の特定健診受診歴があり、以下の条件に当て

はまる者を抽出した。 

①75 歳未満で eGFR 値が 45 ml/分/1.73 ㎡未満の

者(以下①群) 

②60 歳未満かつ eGFR 値が 45～60 ml/分/1.73 ㎡

未満の者(以下②群) 

 

2)特定健診結果及びKDBのレセプトから見る対象

者の現状分析 

 令和 3年度の特定健診結果から、eGFR 値、HbA1c

値、BMI 値を抽出した。KDB からレセプト情報とし

て、レセプトに記載された病名、血圧・血糖・脂

質に関する服薬の有無を抽出した。また、過去 3

年間分の eGFR 値及び Cr 値を用い、ツール(Long 

term eGFR plot)を利用し、腎機能の低下速度を

算出した。 

 

 糖尿病専門医の助言を基に、その他関係者で 1)

及び 2)の内容を分析し、話し合いを重ね、現状分

析を踏まえた対象者基準や重症化予防対策の検

討を行った。 

 

４．結果 

1)慢性腎臓病ハイリスク者の基本属性について 

人数は①群は 22 名、②群は 11 名だった。 

性別では、①群は男性 16 名、女性 6名で、②群

は男性 6名、女性 5 名であった。年齢別人数は以

下の表のとおりである。 

【表 3】各群の年齢構成人数 

年代別人数(人) 40 代 50 代 60 代 70 代 計 

①群 1 0 4 17 22 

②群 5 6 - - 11 
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2)令和 3 年度特定健診結果から抽出された eGFR、

HbA1c、BMI の値 

eGFR 値については、①群では最小で 27ml/分

/1.73 ㎡、最大で 44.3ml/分/1.73 ㎡、平均が 39.1 

ml/分/1.73 ㎡だった。②群では、eGFR 値は最小で

51.4ml/分/1.73 ㎡、最大で 59.9ml/分/1.73 ㎡、

平均が 56.8 ml/分/1.73 ㎡だった。 

HbA1c 値は、①群では、最小で 5.1%、最大で 7.5%

で、平均 5.9%で、HbA1c6.5%以上に該当するのは

5 名だった。②群では、最小で 5.1%、最大で 6.6%

で、平均 5.9%で、HbA1c6.5%以上に該当するのは

2 名だった。 

BMI 値については、①群では最小で 18.0、最大

で 38.1 で、平均 24.5 と BMI25 値以上の者は 7 名

で 31.8%だった。②群では、最小で 20.1、最大で

32.3 で、平均 29.0 だった。BMI 値 25 以上の者が

9 名で 81.8%を占めた。 

 

3)KDB から抽出されたレセプト病名、血圧・血糖・

脂質に関する服薬の有無 

①群では、レセプトに病名記載がある者が18名

で、高血圧症 15 名、脂質異常症 12 名、糖尿病 11

名だった。腎機能障害や腎機能低下、慢性腎不全

は 4名だった。また、血糖・血圧・脂質いずれか

の服薬がある者は 21 名だった。 

②群では、レセプトに病名記載がある者が 8 名

で、高血圧症 3 名、脂質異常症 2 名、糖尿病 3 名

だった。腎機能障害や腎機能低下や慢性腎不全は

0 名だった。また、血糖・血圧・脂質いずれかの

服薬がある者は 5 名だった。 

 

4) LTEP から算出された腎機能低下速度 

推定年齢(15 ml/分/1.73 ㎡に到達する年齢)と

実年齢の差は、①群では最小で 2 年、最大で 20.6

年、②群では、最小で 4.9 年、最大で 44.1 年だっ

た。 

  

5)既存受診勧奨事業の基準について 

①群②群の対象者を、令和 3 年度の受診勧奨事

業の基準である「HbA1c6.5 %以上の者」と、「問診

で血糖に関する服薬がなくかつKDBで糖尿病のレ

セプトが発生していない者」という条件から見た

場合、対象となるのは①群が 2名(9.0%)、②群で

は 0 名(0%)だった。対象外となるのは①群 20 名

(90.9%)、②群 11 名(100%)だった。 

 

５．考察及びまとめ 

①群では 70 歳代が 8 割近くを占め、腎機能の

指標である eGFR 値の平均が 39.1 ml/分/1.73 ㎡

と低かったが、これは腎機能が加齢により低下す

る事が影響すると考えられる。しかし、和気町の

人工透析患者構成が、維持透析患者数の約 6 割近

く、新規導入患者の約 8割を後期高齢者が占める

1)事から、慢性腎臓病ハイリスク者が後期高齢期

に透析導入開始とならぬよう早期からの介入に

より重症化予防を実施する事が重要と考える。 

 

和気町における人工透析導入疾患は糖尿病由

来が 4 割を占める為、糖尿病性腎症重症化予防事

業は引き続き重要施策であるが、今回分析を行っ

た①群と②群の約 8 割が HbA1c6.5%未満であり、

既存の対象者基準では糖尿病由来でない慢性腎

臓病ハイリスク者が事業対象外となってしまう

事から、HbA1c 値 6.5%以上の者に限定せず慢性腎

臓病の重症化予防に取り組んでいく必要がある

と考える。 

 

①群では BMI25 以上の者は 3 割程度だったが、

②群では BMI25 以上の肥満者が約 8 割を超えた。

肥満は慢性腎臓病やメタボリックシンドローム

の進行に関係する因子でもあり、若年層において

は肥満の改善も課題であると考えた。 

 

加えて、①群や②群の中には、腎機能低下速度

が数年で 15 ml/分/1.73 ㎡に到達すると算出され

た者もいた事から、腎機能低下の要因を年齢の影

響と看過するのではなく、対象者の腎機能低下速

度にも留意しつつ、対象者の疾患や生活環境、価

値観等の個別性に応じて生活習慣の改善と維持

ができるよう継続して働きかけていく体制が必
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要なのではないかと考える。 

 

また、①群②群共に、高血圧症や脂質異常症や

糖尿病のレセプトや服薬治療中で医療機関にか

かっている者が半数以上を占めた。分析結果を基

にした話し合いからは、疾病管理や医療機関の体

制、腎臓専門医とかかりつけ医の連携時期等の課

題がある事が明確となった。 

 

分析を通じ、既存の事業基準では、慢性腎臓病

ハイリスク者の約 9 割が HbA1c6.5%以上や服薬、

治療の有無という条件から事業対象外となって

いたが、これらの者は、人工透析等の重症化予防

の為には町としても力を入れていく事が必要な

対象である事が分かった。以上の事から、対象者

基準の見直し及び、医療機関と連携した重症化予

防の取り組みが不可欠と考える。 

 

６．今後の取り組みについて 

1)対象者基準について 

令和 5 年度の受診勧奨事業の対象者基準を【図

1】のように見直した。 

【図 1】事業見直し変更点について※下線部が変更項目 

2)受診勧奨の媒体の工夫について 

町から健診結果通知を送付する際の受診勧奨

案内を見直し、受診行動に繋がるよう工夫を行っ

た。具体的には、対象者が自身の腎機能の状態を

視覚的に把握できる事を狙った、人工透析の説明

付きの自身の腎機能に関係する検査結果及び

eGFR15 ml/min/1.73㎡となる年齢がグラフ化され

た説明書を作成した。 

 

3)医療機関との連携体制 

栄養士や保健師が不在であり保健指導が困難

な医療機関もある為、報告書に町保健師又は栄養

士による保健指導の実施希望有無欄を盛り込み、

医療機関と連携した保健指導ができる体制づく

りを行った。 

 また、慢性腎臓病重症化予防対策の取り組み開

始に伴い、町内医療機関及び和気医師会に、事業

の説明を行い、実施の協力を仰いだ。本事業見直

しに協力いただいた医師に東備CKD-NETを通じて、

管内医療機関への周知を図った。 

 

７.終わりに 

令和 5年度は見直しをして取り組む初年度であ

る事から、対象者の反応や報告書の返信率をみな

がら、医療機関との連携の在り方等事業評価を行

っていきたい。 

本事業振り返りにあたり、医療法人平病院藤原

みち子先生、岡山県備前保健所東備支所の皆様に

は多大なるご協力をいただきました。深く感謝申

し上げます。 

 

８．引用文献 
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2)和気町国民健康保険データヘルス計画第2期中
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特定健診受診者中Ⅰ、またはⅡを満たす者(服薬や医療

機関定期受診、レセプトの有無は問わない) 

Ⅰ令和 5 年度慢性腎臓病重症化予防事業 

①～④のいずれかにあてはまる者 

①eGFR：45 ml/min/1.73 ㎡未満 

②尿たんぱく定性(＋)以上 

③eGFR45～59 ml/min/1.73㎡かつ 尿たんぱく定性(±)以上  

④eGFR45～59 ml/min/1.73 ㎡かつ 尿たんぱく定性

(－)以上で 40～59 歳 

※①～④には、HbA1c6.5%以上の者含む(糖尿病性腎

症重症化予防事業 岡山方式) 

Ⅱ令和 5 年度糖尿病性腎症重症化予防事業（岡山方

式）基準に該当する者 

空腹時血糖 126mg/dl(随時血糖 200 ㎎/dl)以上、また

は HbA1c6.5%以上で、➀または②の基準を満たす者 

➀eGFR60ml/min/1.73 ㎡以上かつ蛋白尿≦(1+)  

②eGFR60ml/min/1.73 ㎡未満または蛋白尿≧(2+) 
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岡山県健康づくり財団人間ドックにおける健康指導の現状 

 

〇後藤礼子 国橋由美子 羽田美和 切山涼子 難波澄恵 関明穂（岡山県健康づくり財団）   

 

1. 目的 

当財団人間ドックでは病気の早期発見を行う

だけではなく、健診当日に結果説明または健康

指導を行うことにより、受診者が検診結果を今

後の生活習慣改善と健康の維持・増進に活かし

ていってもらえるように心がけている。結果説

明は医師が担っており、健康指導は保健師また

は管理栄養士が担当している。健康指導の対象

者は協会けんぽの生活習慣病予防健診受診者で

あり、対象者のなかの健康指導希望者に対し

て、健康診断の結果を踏まえて、運動や食事、

睡眠などの生活習慣の改善に対する助言をおこ

なっている。 

健康指導は当初、保健師 1 名で対応しており、

2018 年度には年間 1353 名、2019 年度には年間

1278 名、2020 年度には年間 1100 名の指導をおこ

なった。2021 年度からは管理栄養士も加わり、二

人体制で年間 1568 名の指導をおこなった。実際

に健康指導を受けている人は全受診者のうち、約

25％である。 

この健康指導の受診者、非受診者の特性を分析

し、健診受診者自身が結果を理解して健康状態の

変化に気づき、自らの生活習慣を振り返り、生活

習慣を改善･実践できるようになるために、健康

指導をより的確に実施できるようにすること、ま

た、健康指導非受診者に対してのアプローチの取

り方について検討を行うことを目的として本研

究を実施した。 

 

2. 研究方法 

1）対象 

2022年 4月 1日から 2022年 9月 30日の受診者

のうち、協会けんぽの生活習慣病予防健診を受診

した 3,194 人。 

 

2）調査項目 

基本属性（年齢、性別）・身体計測(BMI、腹囲)･

特定健診における問診（行動変容ステージ、生活

習慣改善に関する専門家からの助言希望の有無）。

行動変容ステージは、特定健診・特定保健指導に

用いられている基準 1)に従い、最近 1 年以内の運

動・食事に関する行動変容の有無をたずねた。 

3）分析方法 

各変数の基本統計量を算出するとともに健康

指導の受診の有無などで比較をした。クロス集計

表についてはカイ二乗検定を実施した。また 3群

以上の検定でどのセルが有意な関連に寄与して

いるのかの確認をするために、調整済み残差を算

出し残差分析をおこなった。統計解析は SPSS 

22.0 for Windows を用い、有意確率 5%未満を統

計的に有意とした。なお本研究は、健康づくり財

団倫理委員会の承認を得て検討をおこなった。 

 

3. 結果 

1） 対象者の特性 

対象の受診者は 3,194 人（男性 2,163 人、女性

1,031人）であり、指導を受けた人797人（25.0％）、

指導を受けていない人 2,397 人（75.0％）であっ

た（表 1）。 

2）指導の有無と性別･年齢階級との比較 

性別によって指導の有無に有意な差は認めら

れなかった（p=0.68）（表 2）。 

年齢階級により指導の有無に有意な差を認め

（p=0.002）、他の年齢層に比べて指導を受けた人

は 40 歳代で有意に少なく、60 歳代で有意に多か

った（表 3）。 

また、男女別に分けた上で年齢階級別に集計す

ると、男性では有意差を認め（p<0.001）、上記と

同様の違いが認められるが、女性では年齢階級に

よる有意な違いは認められなかった（p=0.73）。 
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表 1 対象者の特性 

 

表 2 指導の有無と性別との比較 

 

表 3 指導の有無と年齢階級との比較 

  

 

 

3）指導の有無と行動変容ステージとの比較 

行動変容ステージにより指導の有無に有意な

差を認め（p<0.001）、無関心期の人は関心期～維

持期の人と比較して指導を受けていない割合が

有意に多かった（表 4）。また、男女別に分けて集

計しても行動変容ステージにより有意差を認め

た（男女ともに p<0.001）。男性では上記と同様の

違いが、また、女性では無関心期の人は他のステ

ージと比べて指導を受けない割合が有意に多く、

関心期･準備期の人は指導を受ける割合が有意に

多かった。 

表 4 指導の有無と行動変容ステージとの比較 

 

4）指導の有無と BMI 判定･腹囲判定との比較 

指導の有無と BMI 判定、腹囲判定に有意な関連

はなかった（それぞれ p=0.93、 p=0.33）（表 5）。 

表 5 指導の有無と BMI 判定･腹囲判定との比較 

 

項目
n ％

性別 男性 2163 67.7
女性 1031 32.3

年齢階級 -39 438 13.7
40-49 1060 33.2
50-59 974 30.5
60-69 597 18.7
70- 125 3.9

BMI やせ 〜18.4 182 5.7
適正 18.5〜24.9 2028 63.5
肥満 25〜 984 30.8

腹囲 基準内 1953 61.1
超過 1241 38.9

行動変容ステージ 無関心期 1568 49.1
関心期 642 20.1
準備期 267 8.4
実行期 291 9.1
維持期 426 13.3
あり 853 26.7
なし 2341 73.3

指導 あり 797 25.0
なし 2397 75.0

全体
N＝3194

生活習慣の改善についての
専門家からの助言の希望

なし あり
男 度数 1628 535 2163

性別 の % 75.3% 24.7% 100.0%
女 度数 769 262 1031

性別 の % 74.6% 25.4% 100.0%
度数 2397 797 3194
性別 の % 75.0% 25.0% 100.0%

合計

性別

指導
合計

なし あり
度数 328 110 438
年齢階級 の % 74.9% 25.1% 100.0%
調整済み残差 -0.1 0.1
度数 835 225 1060
年齢階級 の % 78.8% 21.2% 100.0%
調整済み残差 3.4 -3.4
度数 728 246 974
年齢階級 の % 74.7% 25.3% 100.0%
調整済み残差 -0.3 0.3
度数 417 180 597
年齢階級 の % 69.8% 30.2% 100.0%
調整済み残差 -3.3 3.3
度数 89 36 125
年齢階級 の % 71.2% 28.8% 100.0%
調整済み残差 -1.0 1.0
度数 2397 797 3194
年齢階級 の % 75.0% 25.0% 100.0%

指導
合計

年齢階級

-39

40-49

50-59

60-69

70-

合計

なし あり
度数 1297 271 1568
ステージの％ 82.7% 17.3% 100.0%
調整済み残差 9.8 -9.8
度数 433 209 642
ステージの％ 67.4% 32.6% 100.0%
調整済み残差 -5.0 5.0
度数 172 95 267
ステージの％ 64.4% 35.6% 100.0%
調整済み残差 -4.2 4.2
度数 200 91 291
ステージの％ 68.7% 31.3% 100.0%
調整済み残差 -2.6 2.6
度数 295 131 426
ステージの％ 69.2% 30.8% 100.0%
調整済み残差 -3.0 3.0
度数 2397 797 3194

75.0% 25.0% 100.0%
合計

合計

行動変容
ステージ

無関心期

関心期

準備期

実行期

維持期

指導

なし あり
度数 135 47 182
ＢＭＩ の % 74.2% 25.8% 100.0%
度数 1526 502 2028
ＢＭＩ の % 75.2% 24.8% 100.0%
度数 736 248 984
ＢＭＩ の % 74.8% 25.2% 100.0%
度数 1454 499 1953
腹囲 の % 74.4% 25.6% 100.0%
度数 943 298 1241
腹囲 の % 76.0% 24.0% 100.0%
度数 2397 797 3194
指導 の % 75.0% 25.0% 100.0%

指導
合計

ＢＭＩ

やせ

標準

肥満

腹囲
基準内

超過

合計
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5）BMI判定･腹囲判定と行動

変容ステージとの比較 

BMI判定、腹囲判定と行動

変容ステージとの間に有意

な差を認めた（いずれも

p<0.001）(表 6)。肥満の人

はそれ以外の人と比較して、

無関心期が有意に少なく、

関心期～実行期が有意に多

かった。腹囲超過の人は基

準値内の人と比較して、無

関心期が有意に少なく、準

備期～実行期が有意に多か

った。 

6）BMI 判定･腹囲判定、行動変容ステージと指導

の有無の比較 

行動変容ステージ別に BMI 判定、腹囲判定と指

導の有無の関係をみると、無関心期のグループに

ついてのみ腹囲超過の人は腹囲基準内の人に比

べて指導を受けていない割合が有意に高かった

（p<0.001）。さらに、男女別に分けると男性につ

いては同様の差を認めたが（p<0.001）、女性につ 

図 1 男女別・行動変容ステージ別・腹囲判定別の指導あ

りの割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 6 BMI・腹囲判定と行動変容ステージとの比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いては有意差は認められなかった。男女別、行動

変容ステージ別、腹囲判定別に指導を受けた割合

を比較すると、男性の無関心期のグループの腹囲

超過者が 12.2％と最も指導を受けた割合が低か

った（図 1）。BMI 判定別にみても、男性の無関心

期のグループの肥満者が指導を受けた割合が最

も低かった。 

 

4.考察 

健康指導を希望された人に対しては、それぞれ

の健診結果と生活習慣などの状況に応じた指導

を行い、健康の維持、増進に役立てていただけて

いるものと考えている。しかし、健康指導を受け

ている人の割合が約 25％と高くはなく、健康指導

を希望されなかった人に対する支援についても

考えることが必要と思われる。特に、人間ドック、

健康指導を行っている立場からは、生活習慣病の

リスクの高い肥満や腹囲超過の人へのアプロー

チを充実させたいところである。また、行動変容

ステージで無関心期の人に対して、健康に留意し、

生活習慣を整えていくことの重要性を伝えるこ

とにも力を入れていきたいと考えている。 

しかし、今回の集計結果をみると、無関心期の

人に指導を受けなかった人が有意に多かった。ま

た、肥満の人や腹囲超過の人については、そうで

ない人に比べて行動変容ステージが関心期以上

無関心期 関心期 準備期 実行期 維持期
度数 118 28 12 7 17 182
ＢＭＩ の % 64.8% 15.4% 6.6% 3.8% 9.3% 100.0%
調整済み残差 4.4 -1.6 -0.9 -2.5 -1.6
度数 1059 395 142 160 272 2028
ＢＭＩ の % 52.2% 19.5% 7.0% 7.9% 13.4% 100.0%
調整済み残差 4.7 -1.2 -3.7 -3.2 0.2
度数 391 219 113 124 137 984
ＢＭＩ の % 39.7% 22.3% 11.5% 12.6% 13.9% 100.0%
調整済み残差 -7.1 2.0 4.3 4.6 0.6
度数 1027 382 132 161 251 1953
腹囲 の % 52.6% 19.6% 6.8% 8.2% 12.9% 100.0%
調整済み残差 5.0 -1.0 -4.1 -2.1 -1.0
度数 541 260 135 130 175 1241
腹囲 の % 43.6% 21.0% 10.9% 10.5% 14.1% 100.0%
調整済み残差 -5.0 1.0 4.1 2.1 1.0
度数 1568 642 267 291 426 3194
ステージの % 49.1% 20.1% 8.4% 9.1% 13.3% 100.0%

行動変容ステージ
合計

ＢＭＩ

やせ

標準

肥満

合計

腹囲
基準内

超過

0 10 20 30 40

無関心期

関心期

準備期

実行期

維持期

男 腹囲基準内 腹囲超過

女 腹囲基準内 腹囲超過
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の割合が高く、生活習慣に気をつけようという意

識を持った人が多いものと推測されるものの、わ

れわれが期待しているような指導を受ける人が

多いという傾向は残念ながら認められなかった。

より細かく集計を行ってみると、男性で肥満・腹

囲超過で無関心期の人の指導を受ける割合が特

に低いという結果も得られた。 

そこで、現在の健康指導をより充実させながら

継続するとともに、健康指導を受けていない人た

ち、その中でも特に肥満・腹囲超過の人、無関心

期の人へどのようにアプローチしていくかを考

えていくことが必要であるものと思われた。そし

て、そのためには、健康指導の受診率自体を底上

げしていく方策と、特にアプローチしていきたい

肥満・腹囲超過や無関心期の人への対応とを考え

ることが望まれよう。 

まず、健康指導を受けるかどうかには、問診の

際にその意向を確認している。現在は健康指導の

受診希望の有無を確認するという形で話をして

いるが、今後は積極的に勧誘をおこない健康指導

の受診率を高めることが必要であろう。特に男性

で肥満・腹囲超過で無関心期の人については、問

診時にある程度確認できるため、ターゲットを絞

って勧誘をしていくことも重要と思われる。 

次に、行動変容ステージが無関心期にある人に

ついては、行動変容の必要性を正しく理解しても

らい、関心を持ってもらう援助がまずは必要であ

る 2)。健康指導が気づきを与える働きかけとなり、

行動変容に対する意識の変化を促すことができ

ると考えられるため、まずは担当者と一緒に結果

を確認する機会であること、数分でも生活改善に

効果がある可能性があることを伝え、指導に対し

ての垣根を低くするとともに、健診結果と健康状

態との関連の理解･関心への促しや、日常生活へ

の振り返りへの支援を確実におこなう機会とし

て、今以上に健康指導を勧めていきたい。 

また、肥満の人、腹囲超過の人は行動変容ステ

ージの準備期・実行期の割合が有意に多かったが、

準備期、実行期の人には、指導時にモチベーショ

ンを本格的な実行へのスタートラインへと導い

て継続させるため、具体的な健康行動の方法の選

択と自己決定ができるように促す支援をおこな

うことが重要である。そこで、肥満の人、腹囲超

過で準備期・実行期の人には、健康指導を勧める

際に、具体的な健康行動の方法のアドバイスもで

きることを伝えて、健康指導の受診を促していき

たい。 

そして、現在、健康指導を行った受診者に対し

ては、説明した指導内容や行動目標をまとめ、日

常生活での改善のヒントも記載した個別の健康

指導用紙を作成し、人間ドックの検査結果ととも

に送付している。これより健康診断の結果と健康

指導の内容を継続してその後の生活改善に繋げ

ていただけるように意図しているところである。

この健康指導用紙に行動変容ステージに合わせ

た指導内容だけでなく、モチベーション保持のた

めのフィードバックについても盛り込むことに

より、次年度への継続的な指導にもつなげていけ

るものと考えられる。 

 

5.結論 

当財団の人間ドックにおける健康指導の現状

についての集計、分析を行い、今後対応すべき課

題について検討を行った。この結果をもとに、今

後は健康指導の受診率自体を底上げしていくた

め、積極的な勧誘をおこなうとともに、特にアプ

ローチしていきたい肥満・腹囲超過や無関心期の

人へターゲットを絞った勧誘も行い、さらに、指

導時にも行動変容ステージに合わせた指導・支援

を行うことなどにより、受診者が検診結果を今後

の生活習慣改善と健康の維持・増進に活かしてい

っていただけるよう努力していきたい。 
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 ◌  ඛ・ ◊足 ✲㸲㸧㸳㸧㸴㸧
◌・

ࢡࢳࢲ  ◌య ഛ ෆไ・ ・・ ・ ・ ⛉
་

ಖ☜ ・

ㄢ ・㢟    ࿌
ሗ・ ・ ㏆㞄ᕷ ⏫ ᵝ◌ྠ

・ ・

ㄢ㢟   ᕷ ᕷᚩぢ・ ・ ・ ≉ ⏫  ༠
◌ാ

 ⢭ ᗘ ⟶ ・⌮ 足    ୰ᕷ ᚰ ・ ⫶
ෆ・ ・ デ⫶ ど㙾 㐠  ጤႠ ဨ ௨・ 㸦  Ⴀ◌ୗ 㐠 ጤ

 ဨ ・ 㸧・ 㐠    ◌  ◌ ⏝ ・・・ ◊ ✲

◌    య ഛไ Ᏻ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ㉁ 㧗 ෆ

ど㙾  ◌ྍᐇデ ・ ⬟  ・ ⤒ ⦋  ◌ ሗ・

   ࿌
⏝Ᏻ ᐃᚋ・ ・ ・ ・ ・ ・ ⓗ 㐠  ◌・

ㄢ ・㢟 ◌ ⌮   ・

㸰 ἲ

㸦㸯㸧 ・㐠 ጞ㛤  ◌・ ⤒ ⦋
⫶  ෆ・ ・ デ ど㙾 ጤ ဨഛ‽ ・

ᑐ ⟇ ᆺ ⫶ ෆ ど㙾 ・デࢽࣗ  ・ ・ 㸦 ௨ࢽࣗ   ◌ୗ ・

 ・ ・ 㸧  ・ ・ ⫶ ෆ ど㙾  ༊
ධᑟ ᕷデ・ ・ ⏫ ◌

 ◌ ᐇデ ・ ・ 㐠   Ⴀ ・・ ⫶ ෆ ど ・㙾 デ

㐠 ጤႠ ဨ ・㸦௬ ⛠ 㸧     ・ タ ❧ ・・ ・ 㸰㸧

  ◌  ◌ ᡂᕷ ᖹ ᖺ・ ・・ ・ ・

ὠ  ᶵ་ ༠ ་
ෆຊᒣ ᕷ ᖌ ᕷ・ ・ ・ ⒪ ・㛵 ә ᒓ

  ་ ◌ྡ
ጤ ဨ ຍᖌ・ ・ ・ 㐠 ጤႠ ဨ ๓・ 㐍・

  ・ ⫶  ෆ・ ・ デ ど㙾  ጤ ဨഛ‽ ・ 㸦௨ ◌ୗ

  ጤ ဨഛ‽ ・ 㸧  ᡂᖹ ᖺ・ タ ❧ ・ ➨

◌୍ ᅇ ጤ ဨഛ‽ ・ ・ 㛤 ࢽࣗ   ᢤദ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

⢋ せ⣙  ウㄢ㢟 ・ᚋࢫࢣಠ࣮ࣗࢱ ・ ・ ・

ࣝ  Ẹ  ◌ྥᥦ ◌ୖᕷ ᗣ・ ♧ ・ ・ ・ ・

    ὠ◌ୖ ᒣ ᕷ・ ・ デ ㉁・ ・・ ≧ ⌧
◌ྜ

・

 ᐇ・ ⌧
◌ྍ

⬟     ෆ ᐜ ・ ・・ せ㔜  ◌・ ・

ඹ ㏻ ㄆ㆑  ẖ ጤ ဨഛᣢ・ ‽ ・ ・ 㛤  ദ ᖹ

ᡂ ⏝ᖺ ᗘ ・ ・ 㐠  ◌ྥ ༠
・ ㆟  ഛ・ ‽

・ 㐍  ・

⫶  ・ ・ デ⫶ ෆ ど㙾 ᶵ་ᐇ ・ ⒪ 㛵ㄪ

 ෆᕷ ど㙾  ◌ ◌   ◌ุᐇデ・ ・ ・ ・ ・

 ・ ⫶ ෆ ど㙾  ᶵ་
ෆᐇ ᕷ・ ・ ・ ⒪ 㛵

ә ែ◌ᐇ・ ・ ㄪ ・ 足  ㄪ  ձෆ ᐜ

ෆ ど㙾 ղ ◌   ◌ྍ◌ྰ ་
ճே◌ᐇデ ・

ㄆ
་ᐃ ᑓ・ 㛛 ◌་

մே◌ ᖺ 㛫 ⫶ ෆ ど㙾

◌ ◌ྍ
௳ᐇ ᐇ・ ・ ・ デ ・ ⬟ ◌  ◌ ௳ ➼ ・ ㄪ  ᚋ

 ◌ ᶵ་
ጤ ဨഛ ௨ ◌ୗ ᐇ‽ ・ ・ ⒪ 㛵 Ỵ௳ ᐃ・ ・

 

ὠձ ᒣ ᕷ ⫶  ෆ・ ・ デ⫶ ど㙾 せ⥘ 㸦ᚋ ㏙㸧・

    ◌ྠ
ពᐇ・ ・ ・ デ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

ղ ᒸ ᒣ ┴⫶  ᐦ・ ・ デ⢭ ᶵ◌ྲཱྀ ་
デ ク ⒪ 㛵 ◌

 ・ ・ 㸦 ḟ ◌ྠ
◌୍ デ・ ・ ・ ⢭  ᐦ ・ ⏕
   ◌ྜ

ሙᐇ・ ・ ・ ・ ・ 㸧

ճ ⫶ ෆ ど㙾 ⏬ ീ◌ࢹࢪࢱࣝ  ᙧ ᘧ・ 㸦㹈㹎㹃㹅

ᙧ ᘧ 㸧 ◌グ㘓  ◌ ಖ Ꮡ ᚋ・ ・ ㏙㸦 ・ࢲ  ・

◌ ࢡࣝࢳ  ᚲ・ ・ せ ・ 㸧

մ ◌ୗ グ㹟㸧㹼㹣㸧    ᙜ・ ・ ・ ヱ ・ ・

㹟㸧 ᾘ  ჾ Ꮫ・ ・ ・ デ ・ ㄆ
་ᐃ

㹠㸧 ᾘ ჾ ෆ・ ど㙾Ꮫ ᑓ・ 㛛
་
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㹡㸧 ᾘ ჾ Ꮫ ᑓ・ ・ ・ 㛛
་

㹢㸧 ࣭デ デ・ 㛵  ᴫ ᖺ・ ・ 㛫 ௳ ௨ ◌ୖ

⫶ ෆ ど㙾  ་ᐇ ᖌ・ ・ ・

㹣㸧㹟㸧㹼㹢㸧  ᙜ・ ・ ヱ 㐠 ጤႠ ဨ

 ・ ・ㄆ  ་ ᖌ

 ◌ྍ
◌ୖ ௳ ᐇグ ・ ・ ‶ デ ・ ⬟  ◌・

ᶵ་
ෆᕷ ⒪ 㛵  ◌་ә・ ・ ・ ⒪

・ 㛵 ෆ ど 㙾
◌ྍᐇ ・ ⬟ ◌௳ぢ㎸・ ・ 㞟  ィ

 ⤖  ᖺ 㛫⣙  ◌ྍ
௳ ᐇ ・ ⬟  ◌ ᕷ・

  ᖺ・ ィ 㛫 ෆ ど 㙾 ◌◌ྲཱྀ
ே◌デ デぢ㎸・ 㸦⣙

ே◌ 㸧 ẚ  ᶵ་
ෆᕷ・ ㍑ ⒪ 㛵  ◌ෆ ど ・㙾 デ

  ◌ྲཱྀ ◌ྍ
ධ ・ ⬟  ◌ ◌  ◌ุ・ ・

◌ࢡࢳࢲ ・ ・・ ・・

・ ࢽࣗ  ・ ・ ・ ⫶ ෆ ど ・㙾 ᢏデ・ 㔞 ␗
     ་ ཧ ᢏຍᖌ・ ・・ ・ ・ 㔞 ᕪ ・ ⿵

 ᶆ ‽ࢡࢳࢲ   ・ ・・ ・・ ・・ ・ ・ 足 㸰㸧

ࢡࢳࢲ  ・ ・・ ・ ・ 足    ・ ・ ・ ・ ぢ㏨ ᅇ

㑊  ・ ・ せ ⏕ ῶ  ◌  ◌࿌
ሗᑡ・ ・ ・

 ・ 㸰㸧
   ᶵ་

ෆᕷ・・ ⒪ 㛵 ἣ  ≧ ・ ㋃・

⮬ 㝔 ྜ◌  ࢡࢳࢲ◌ 
ሙฟ・ ・・ ・ ・ ㄞᙳ

ἲ  ༠
・ ・ ウ ㆟ ⤖ ὠ ་

◌ົᒣ ᕷ ᖌ ᒁ・ ・

 ᶵ་ᐇ ・ ⒪ 㛵 ෆ・ ・ ど㙾⏬ ീ◌ࢹ࣮ࢱ ・ 㹁㹂㸫

㹐 㒑  ㏦・ ・ 㞟⣙  ㄞ   ་
ศᙳ ・ ・ ・ ・

 ◌ ᐃ・ ≉ ㄞ
་ᙳ ・ ㈇ ಞ೫ᢸࢫࢸ   ・ ・ ・

・ ⠏     ・・・ ⏬ Ⅼ◌ീ 韭  ・

 ᡂస 㡯 ձ┠㸦 ⏬ ◌ീ ⥙ ⨶ ղ ◌ീ⏬ ճ௳・

ෆ ど㙾 స᧯ ・ ・ ・ ≀ ⌮ ⓗ⢓ ⭷ ᦆ യ ⛬ մᗘ ✵Ẽ

㔞յ ⏬ ࢥ ◌  ն◌ീ ・ ・ Ẽ  ◌・ 㸧・ ・ ・

・ ㄞ  ་ᙳ ⏬ ീ◌ ࢡࢳ ・ ・ ・ ・ 足 ་ࢻ
・ ・ ・ ・

ࢡ   ฟ・ ・ ・ ・ ・ ・ ㄞ  ་
௳ᙳ ㈨・ せ ・

 ◌ ๓・ ㏙ 㹟㸧㹼㹣㸧  ◌་
௳ ᖌ・ ・ ‶

   ᶵ་
ෆᕷ・・ ・ ⒪ 㛵  ◌ྡ ་ ᖌ・ ・

ㄞ     ་ ཧ
ຍᙳ ᖺ・ ・・ ・ 㛫 ・ࢲ

ࢡࣝࢳ ◌  ௳・ ・ ぢ㎸・ ・ ㄞ  ་
◌୍ ே◌ᙳ ᙜ ᐇ・

◌ྍ
・ ⬟ ◌ ௳◌ಞࢫࢸ  ・ ・ ウ ・ 㐠  ◌ྍ

⏝ ⬟
 ◌ ◌ ࢡࢳࢲ   ᥦ◌ุ ฟ・ ・ ・・ ・・ ・

ච・ 㝖 ⮬ 㝔 ◌  ◌  ௳ ๓ᐇ ・ ・ ・ ・ ㏙

㹟㸧㹼㹡㸧    ᶵ་ ་әᖌ ᒓ・ ・ ・ ⒪ 㛵

 ◌  ・・ ・

せ⥘ ◌࣭ ⚊ ᡂస

ࢽࣗ  ጞ・ ・ ・ グ㍕㏻・ デ 㛤 ᖺ 㱋 ṓ・

デ㛫㝸 ᖺ・ ・ ・ᅇ Ỵ  ᐃ ᑐ ᖺ㇟ 㱋 Ẹᕷ

⫶ 㹖⥺ ・ ⫶ ෆ ど㙾・ ⮬ ⏤ ・ 㑅   ◌◌ྲཱྀᢥ デ ・

   ◌༠
ጤ ဨഛ・ ・ ‽ ・ ㆟   ᡂస ᕷ

⫶  ・ ・ デ⫶ ෆ ど㙾 せ⥘  ᢤෆ ᐜ・ ・ ⢋
 韭  ・ ♧

⚊    ◌ᡂస ෆ ෆᒸ ᒣ・ ・ ┴ ・ ど

㙾 デ・ 㛤   ጞ ඛᕷ・ ・ ・ ┴ ・㐍 ・ ・

 ƕ ޛ ᦟ ዠ ቦᲫ Ტ Უ౨ ౨ ௹ ৷ᘙ Ꮞ Ꮞ ᙻ ᙲᚮ・ ǜ ϋ

ݣ Ʒᎍ ᨊ  வ ˑ ƴ Ƣ Ǥ ȳ ȕ ǩ ȸ Ƞ ȉ ǳᦟ ᧙Ძ Უ ౨ ௹Ꮞ ᙻϋ ǔ ȷ ȳ ȳ Ȉ ӷ Ʒ ƕࢽ ư Ɩ Ƴ ƍ ᎍ◌ॖǻ Ǎ ・ ӕ

Წ Უ   ɶ ・ ᎍ

ƷᲭ Უ ၌ ध ᆔ ƴ ƣ Ʒ᧙ ᎍᨈ・ ǘǒ Ŵ λ ɶ

҄ ࣱ Ƴ Ʋ Ʒ ư Ʒ Ȕ ȭ Ȫ Ʒ ԃ ǉᎍ ᎍᲮ Უ Ტ Უ◌ၨ ၌ෙ◌ෟ ध ᨊᏎ ᓏᚮ・ Ӗ ɶ ɶ Ǜ

Ʒࢸ ᎍᲯ Უ ઇᏎ ᘐμ

Ʒᦟ ౨ ௹Ꮞ ᙻϋ ・ᅠ Թ Ʒ Ƴ ƕ Ƌ Ʒ ƕ ư Ɩ Ƴ ƍᦟሁ ሶ ᎍᲫ Უ ၌ᱠ धᏸ ᙻŴ ・ ǓŴ ϋ ・ λ

Ԡ Ԉ Ʒ Ƌ ᎍᲬ Უ ɧ μ ǔ

࣯ ࣱ ሂ య  ・ Ǎ Ƴ Ƴ Ʋ Ʒ ƕ Ƌሶ ᎍ၌◌ૢ धᏦ・ ɧ ・ ǔ

Ɣ ƳᲮ Უ ଢ ᘉǒ Ј ͼ Ӽ Ǉ ƨ Ƹ Ʀ Ʒ ƍ Ʒ Ƌ ᎍ◌ွ ǔ

ƕᲯ Უ ᘉӓ ・ ・  Ǌ Ư ƍ ᎍ ◌ၲಊ ᘉ・ Ŵ ・  ・ ɶ ・  ӳ Ŵ ƴႺ౨ ᘉᚮ Э  Ǜ Ʒ ԁ Ƣ౨ ૺย ᨀǓŴ Ӗ ӧ ǛЙ ǔŵ  

дϼ ƴࢸ Ə Ɯ Ʊ Ƹ Ʃ ƕ Ŵ ࣯ ƴᦟፗ ౨ ௹ ນ ᨀᏎ ᙻ ᘍ Ꮱ ᘉϋ Ǜ ӧ  Ǜ ɦ ・ ・ ǔ・ ・ ・ ・ ǹ ・ Ǜ・ ・

ƕ Ƙ ƴ Ƒ Ƴ ƍ Ʊ ƞཞ ᦟ ᎑ ᎍᲰ Უ ७ फ ౨ ௹ ૺ៲ Ꮞ ᙻμ Ŵ ϋ ǒǕ Й Ǖǔ

ͪ ǁ Ʒ ƴ ƭ◌ၐႆ แ ͳ ・ ・ ӷ Ʒ Ძࢽ Უ ౨ ௹ ◌ॖ ・ ӕ

ͪ Ơ ƨ բ◌ႆၐ ◌ॖ ᚮǛ

Ƹ Ƴ Ʋ Ʒᦟ ᦒᲭ Უ ◌ၗ౨ ௹Ꮞ ᙻ ᕤϋ ・ ̅ Ƹ ƻ Ɣ Ƒ Ʒ ƕ Ǉ Ơ ƍ ƕဇ ஓǔ Ŵ ̅ Ƣ ƴဇ ǔ ӳ Ƹ ဇŴ ɥ̅ Ʒ ද ◌ॖ ʙ ・ Ǜ

Ơ Ŵ ࣬ Ƶ ˺ Ƴ Ʋ ƴ༌ ჷ ဇǘ и ͳ Ƒ ƕ Ƌᙲǔ・ ǔ

ᦒᲮ Უ ◌ၘ ᕤ ȷ ◌ Ƹ Ơᦒ ဇᕤ Ҿ Щ̅ ・ ・

Ԡ Ԉ ͣ ǁ Ʒ Ƒ ƸᲯ Უ ഥ ഥŴ ・ ・ ͳ  ƴ ư Ƌᙲ・ ǔ

Ƴ Ʋ Ƴ  ƢᲰ Უ Լ෩ ᙲ ᕤ・ Ŵ ・ ・ д ・ Ҕ Ǜ ǔͳ
ƴ ˷ ǋ ƨ Ƥ  ƴ᧓Ჱ Უ ౨ ௹ แᘽ・ Ǜ Ŵ ͳ Ǜ ࣭ Ƴ ƍ Ɯ Ʊ ƕ ư Ƌᙲǒ ・ ǔ

Ჲ Უ Լ・ ・ ͳ Ơ ƴ  
ࣖ
ݣ Ʒ Əዬ ጀႎ౨ໜ ᘍܭǛ Ŵ ・ ・ Ǜ

ፗЭϼ ・ ・ ・ ・ Ʊ ӊ Ə ƜቬᲫ Უ ෙ◌ෟණ ෩ ᨊᕤ ᕤ Ǜ̅ ・

ǭ Ƿ ȭ ǫ Ǥ ȳ Ʒ Ƹ Ʊ ƢዮᲬ Უ Წ Ც Ც ச・ O I ・ ǔ

◌ Ƹ Ơᦒ ᦒᲭ Უ ◌ၘ ဇᕤ ᕤŴ Ҿ Щ̅ ・ ・

ƸᦒᲮ Უ ◌ၗ ᕤ ・ Ǜᅠ Ɩᨊ ̅ ư Ɩဇ ǔ

ƷᦟኺᲯ Უ ᱠ ᙻϋ ޅ   ሥ ဇᘉ ᕤӳ Ŵ ・ ӓ ・ Ǜ̅ ・ ǔ

ƴ ƭ ƍ Ưဃ ౨ Ɣ Ƴ ƴ Ƹ Ƴ ƍᲫ Უ ଢ ᑣ ᙸ ᘍǒ ・ ǘ

ǁ Ʒ Ƴ  
ࣖ
ݣ ƕ ư ƖᢘᲬ Უ ᘉЈ Џ ǔ

Ƹ ̬ Ʊ ƳᲭ Უ ဃ ◌ၲ౨ ᨖ ᚮ ǔ
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ཧ
・⪃  ḍ  ◌ ၥ デ ⫶ ⭠  ・ ≧ ↓ 㐣

ཤ

ἣ  ◌◌ྲཱྀ
ຍデ デ≧ ・ ⸆ ࢠ࣮  ≀ ・ ・ ・ ↓

・ഇ࣮ࢥ ・ ・ ・ ・ ・ ⳦ 㝖⳦ Ṕ ⥳ ෆ 㞀・ 㧗襾

ᅽ  ๓ ❧⭢ ⫧ ฟ・ ↓➼・ ☜ ㄆ   ・ ・ ・ ・

  ◌ ་ә ձ・ ぢ・ ・ 足 ղ◌ุ ᐃ ᙳㄞ ་

ճ◌ุ ᐃ ⥲
◌ྜ

◌ุ ᐃ 㸱  ᶵ་
ศ ᐇ・ ・ ⒪ 㛵

ࢡࢳࢲ  ᥦ ฟ・ ・・ ・ ・ ・ 㝿 ・ 足
་

◌ุ ᐃ ・

 グ㍕ ⚊      ◌ྠ ◌༷ᑒ・ ・・ ㏉ ・ ㄞᙳ

་
◌ุ ᐃ ・ ・ᇶ  ・ 足  ་

⥲   ◌ྜ
◌ุ ᐃ ・ グ㍕ ・

  ・ ・ ・ ⏕ ⤖  ḍ  స・ グ㍕ ・ ・ ・

ㄞ  ་ᙳ ⏕ ◌  ◌  ጇ ◌ุᙜ ・ ・ ・・

ᶵ་
⒪ 㛵  ◌ྥ

ㄝ・ ・ 㛤 Ẹദ ᕷ・ ・ ・ ▱

ᡂᖹ ᖺ ⫶  ・ ・ デ⫶ ෆ ど ・㙾 ㄝ・

 ദ・ ・ 㛤 ὶ  ಠࢫࢣෆ ᐜ ᚋデ ・ ・ ・

࣮ࣝࣗ◌  ➼・ ㄝ  ・ ・ㄝ ෆᕷ・ ・

ᶵ་ә・ ⒪ 㛵 ὠ  ་
సᒣ ᕷ ᖌ ・ ⨾  ཧәಖ ・

 ຍ ㄝ ᶵ  ᶵ་
・ ・ ・ ・ ⒪ 㛵 ၥ ၥ・ ・ ・ ・

  ◌    ◌ྜ
ከ ᐤ・ ・ ・・ ・ㄝ ᚋ・ ・ 㹏㸤

㸿 ・㞟  ẖ ᶵ◌ྛ ་ᡂస ෆᖺ ᐜ ᐇ・ ・ ⒪

㛵・ 㓄     ሗᕸ ᕷ ᗈ・・ ・・ ⣬ ・

◌ ࢪ ෆ・ ・ ・ ・ ・ ・ ど 㙾 ጞデ・ 㛤   ・ ・ ・

 බ 韭  ᑐ ㇟ ᖺ 㱋  ◌ Ẹෆ ᐜ ᕷ・ ・ ➼・ ・ ・

◌ၨ▱ Ⓨ・ 足  

㸦㸰㸧㐠・ 㛤ጞ ᚋ ・ ・ ⌧ᅾ ◌・

㏆㞄ᕷ ⏫ 㐠
ཧ

ጤႠ ဨ ධ・ ・

ᡂᖹ ᖺ ・ 㙾㔝⏫ ◌ ஂ・ ⡿
༡

⏫  ௧ ᖺ・ ・ ⨾
 స ෆᕷ ど ・㙾 デ・ 㛤    ጞ ᕷ・ ・・ 㐠Ⴀ

 ◌   ཧ ◌ྠ
ጤ ဨ ධ ධᙧ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 㙾㔝

⏫ ・ ⨾  ་
ጤ ဨస වᕷ ᖌ ㄞ   ་ ཧ

ຍᙳ ・

 ᕷ ⏫  ༠
◌ാ ⢭ ᗘ ⟶⌮  ◌࣭ 㐠  Ⴀ ・ 足  ◌

    ཧ
ධ ᕷ・ ・・ ・ ・ ・ ⏫ Ẹఫ

 ᶵ་
ෆᕷ ᕷ ⒪ 㛵 ◌ Ẹ  ◌ᕷ ᕷ ・ ・ 㙾㔝

⏫ ᶵ་
ෆ ⒪ 㛵 ◌ෆ ど㙾   ◌ྲཱྀ

デ・ ・ ・ ・ ・ ・

   ౽ ᣑ・ ・ ・ ➼⚊ ᵝ ᘧ ᕷ

   ⏝ ◌୍・ ・ ≀ ・ ⤫  ᕷ ⏫ Ẹఫ・

 ◌ ᵝ  ◌  ◌ྠ ◌ྲཱྀ
・ ・ デ ・ ・・ ⌧ᅾ

ᖺ ・ ᅇ ⛬ Ⴀᗘ 㐠 ጤ ဨ ・ ・ 㛤   ദ ・

༠
㆟ ・ 㡯 ࢭࢫ  ᶆ  ◌ྵ ◌ྛ

ຍ ᣦ ᕷ・ ・ ・ ・ ・ ⏫
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人間ドック受診者への運動指導の取り組みについて 

○斉藤 剛、森下 明恵、中川 実香、羽田 美和、切山 涼子、後藤 礼子、関 明穂  

（岡山県南部健康づくりセンター ヘルスサポート課）   

     

１．目 的 

岡山県南部健康づくりセンター（以下センター）

は県民の健康づくりを支援することを目的に

1997 年に開設された施設である。 

センターの健康増進部門はプール・スタジ

オ・ジムを備えた運動施設と、最新の医療機器

やコンピューターシステムを導入して健康診断

を行う人間ドック部門を運営している。 

運動施設は各種の専門職（健康運動指導士、

管理栄養士、臨床検査技師、保健師、医師）を

配置し、健康づくりに関する情報、知識の普及

やその実践の提供を行っている。 

令和 5 年 4月より、運動指導員による、人間

ドック受診者の希望者に運動指導を行う体制を

整え、同年 8月より運動指導を開始した。 

そこで本研究では人間ドックの運動指導利用

者の特徴や運動相談の内容について報告し、今

後の運動指導の進め方等を考察することを目的

とした。 

 

2. 方 法 

 令和 5 年 8月～11 月に人間ドックを受診した

4,415 名のうち、運動指導を利用した 19 名（男

性 7名、女性 12 名）を対象とした。 

平均年齢は 50.8 歳（男性 48.3 歳、女性 52.3

歳）であった。 

 運動指導の勧誘は人間ドック受診者の問診時

や健康指導時に保健師や看護師、管理栄養士に

よって行われた。 

 運動指導は主に人間ドック終了後に、人間ド

ック待合いロビーにて行った。 

運動指導利用者には運動の目的や職業、日頃 

の活動状況、運動歴等を問診し、受診者の要

望、生活状況に応じて取り入れることが出来そ 

 

うな運動を提案した。 

個人の指導内容等は運動指導報告書に記載し

保存した。 

運動指導の資料として標準的な運動プログラ

ムのリーフレット 1）や運動施設で活用している

体操のチラシを提供した。また必要に応じて、

運動指導利用者自身のスマートフォンで運動指

導員が行う実際の運動写真や動画を撮影し、自

宅で活用できるようにした。 

さらに職場や居住地がセンター近隣の受診者

に対しては、運動施設割引利用券を配布し、運

動開始に活用してもらえるようにした。 

 運動指導利用者の特徴を知るために、体組成

やメタボリックシンドローム（以下 MS）診断基

準のプロファイル、運動歴の有無、行動変容ス

テージの状況や運動相談の内容を調査した。 

 MS の有無は 2005 年に日本内科学会など 8つの

医学系の学会が策定した診断基準を用いた 2）。 

運動歴有りは 1 回 30 分以上の汗をかく運動を

週 2 回以上、1年以上実施している者とした 3）。 

行動変容ステージは Prochaska ら 4）や岡ら 5）

の分類法を参考に、無関心期、関心期、準備

期、行動期、維持期の 5つに分類した。 

 運動指導利用者の体組成や MS 診断基準のプロ

ファイルの男女の差は Welch の t 検定を用い、 

危険率 5％未満を有意とした。 
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3. 結 果 

 運動指導利用者の体組成と MS 診断基準のプロ

ファイルを表 1 に示した。 

身長と体重のみ、男女差で有意差がみられ

た。MS 診断基準に該当していたのは男性 1名の

みであった。 

 運動指導利用者の運動習慣を表 2に示した。 

 運動習慣有りの全体の人数（割合）は 7人

（36.8％）であり、男性が 4 名（57.1％）、女性

が 3名（25.0％）であった。 

 運動指導利用者の行動変容ステージを表 3 に

示した。各ステージの全体の人数（割合）は、

維持期が 8 名（42.1％）、関心期が 9 名

（47.4％）、無関心期が 2名（10.5％）だった。

維持期は男性が 4 名（57.1％）、女性が 4名

（33.3％）と男性の割合が高かった。 

 運動指導利用者の相談内容を表 4に示した。 

全体の相談内容で最も多かったのは、整形外科

的な愁訴の改善で 11 件（39.3％）であった。次

は減量で 7 件（25.0％）であった。男女別でも

相談内容の多くは整形外科的な愁訴の改善と減

量であり、それぞれ男性が 4 件（36.4％）と 3

件（27.3％）、女性が 7 件（41.1％）と 4件

（23.5％）であった。 

  

4. 考 察 

本研究において人間ドック受診者における運

動指導利用者の特徴を調査した結果、運動指導

利用者の男性は運動習慣有りの割合が高く、女

性は低いこと、また男女ともに運動指導利用者

の多くが行動変容ステージ関心期以上であっ

た。これらの結果は脇本ら 6）や、森本ら 7）の先

行研究と同じ結果であった。 

行動変容ステージは男性では維持期が最も割

合が高く、女性は関心期の割合が最も高かっ

た。この結果は運動習慣ありの男女差と関係す

る所があるように思われた。 

脇本ら 8）は人間ドック運動指導利用者の追跡

調査を行い、運動指導利用者は 1 年後に行動変 

容ステージが改善したことを報告している。 

 

今後、運動指導利用者を増やすことで、少し

でも多くの人間ドック受診者の行動変容ステー

ジの改善、それに伴う運動習慣の改善につなが

ることを期待する。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

有意差

身　長（cm） 170.0 ± 6.1 158.2 ± 3.8 **

体　重（kg） 73.1 ± 13.3 55.8 ± 6.6 *

ＢＭＩ（kg/ｍ2） 25.3 ± 4.6 22.3 ± 2.8 p=0.19

体脂肪率（％） 23.8 ± 8.2 32.1 ± 6.4 p=0.06

腹　囲（cm） 88.5 ± 12.8 82.3 ± 8.9 p=0.31

中性脂肪（mg/dl） 108.0 ± 47.0 70.0 ± 24.0

HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ（mg/dl） 57.0 ± 21.6 70.5 ± 14.4

収縮期血圧（mmHg） 116.4 ± 16.2 113.4 ± 10.8

拡張期血圧（mmHg） 71.0 ± 15.0 70.8 ± 9.0

空腹時血糖（mg/dl） 94.1 ± 3.4 96.5 ± 5.4

平均値±標準偏差　　** p<0.01, * p<0.05

表１．運動指導受診者の体組成とＭＳ診断基準のプロファイル

男  性 女　性

人数 （％） 人数 （％） 人数 （％）

運動習慣あり 7 (36.8) 4 (57.1) 3 (25.0)

運動習慣なし 12 (73.2) 3 (42.9) 9 (75.0)

表2. 運動指導利用者の運動習慣

全 体 男 性 女 性

人数 （％） 人数 （％） 人数 （％）

無関心期 2 (10.5) 1 (14.3) 1 (8.3)

関心期 9 (47.4) 2 (27.6) 7 (58.3)

準備期 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

実行期 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

維持期 8 (42.1) 4 (57.1) 4 (33.3)

男 性 女 性

表3. 運動指導利用者の行動変容ステージ

  行動変容ｽﾃｰｼﾞ

全 体

       相談内容 件数 （％） 件数 （％） 件数 （％）

整形外科的な愁訴の改善 11 (39.3) 4 (36.4) 7 (41.1)

減量 7 (25.0) 3 (27.2) 4 (23.5)

姿勢改善 3 (10.7) 1 (9.1) 2 (11.8)

部分引き締めの運動 2 (7.1) 0 (0.0) 2 (11.8)

現在行っている運動の確認 2 (7.1) 2 (18.2) 0 (0.0)

生活習慣病改善 1 (3.6) 1 (9.1) 0 (0.0)

運動不足解消 1 (3.6) 0 (0.0) 1 (5.9)

足つり予防 1 (3.6) 0 (0.0) 1 (5.9)

全 体 男 性 女 性

表4. 運動指導利用者の相談内容

※運動指導利用者によって相談件数が複数あり
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運動相談の内容は男女ともに整形外科的な愁

訴の改善や減量が大半を占めていた。この結果も

また、脇本ら 6）の先行研究と同じであった。 

整形外科的愁訴の相談の内、腰痛に関する相談

は男女ともに約 60％を占めていた。令和 4 年国民

生活基礎調査 9）において、男女ともに自覚症状の

トップは腰痛であり、この愁訴の改善について関

心のある方が多いのではないかと考えられる。 

また減量の相談者の多くが、MS の診断基準に該

当せず、特定保健指導の対象ではなかった。特定

保健指導の対象にならない受診者へのアプロー

チ、つまりハイリスクになる前に指導を行い人間

ドック受診者の健康改善につなげることが、運動

指導の意義として考えられる。 

 令和 5 年 8 月～11 月の人間ドック受診者

4,415 名の内 19 名が運動指導を利用した。 

 一方、脇本ら 6）が報告している、人間ドック

における専門の運動指導員が実施した運動指導

利用者数は、半年間の人間ドック受診者 1,623

名中 58 名と本研究の運動指導利用者よりも多い

人数であった。 

 今後運動指導利用者を増やすために、人間ドッ

ク受診者が検査に影響なく運動指導を利用でき

るシステムづくりが第一に必要であると考える。 

人間ドック受診者は一人ずつタブレット端末

を渡されている（図 1）。 

各検査の順番は健診システムが、受診者の検

査を円滑に進めることができるように管理し

（図 2）、受診者の端末に次の検査の誘導を行っ

ている。 

現在、運動指導はシステムの検査項目には載

っておらず、そのため運動指導は検査終了後に

行っている。従って、現状の状態では運動指導

利用人数が増えることで、指導までの待ち時間

が増えてしまうという問題点が生じる。 

 そこで今後、運動指導をシステムの検査項目

に追加し、検査の途中でも支障なく、検査間の

待ち時間に効率良く運動指導を受けることが出

来るようにすることで、運動指導利用者を増や

す体制を整えることが出来ると考える。 

 上記の体制を整えた上で、ポスターでの運動

指導の周知や、医師が行っている人間ドック受

診者への結果説明からの運動指導の勧誘方法を

追加し、運動指導利用者の増加を進めていくこ

とができると考える。 

 また運動施設では YouTube チャンネルを立ち

上げて、様々な運動動画をアップしている。人

間ドック受診者数は年間約 11,000 名と多く 10）、

要望の多い腰痛予防改善などの運動動画（図 3）

をタブレット端末に組み込み、待ち時間に見る

ことができるようにすることで幅広く運動紹介

もできると考える。 

 

 

図 1. 人間ドック受診者が使用する 
タブレット端末 

 
 
図 2. 健診システムの統合ビュー画面 
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5. 結 論 
 人間ドック受診者における運動指導利用者を

調査した結果以下のことが明らかになった。 
 
① 男性の運動指導利用者は運動習慣者の割合が

高かった。 
② 運動指導利用者の行動変容ステージは、男女

ともに関心期以上の割合が高かった。 
③ 運動指導利用者の運動相談内容は男女ともに

整形外科的な愁訴の改善、減量の割合が高か

った。 
 

今後、運動指導利用者を増やせるようにシステ

ムの改善や人間ドック受診者への周知等を行い、

さらに運動指導利用者の特徴を調査したいと考

える。この結果を基に、要望の高い運動動画を作

成し、受診者タブレットに組み込み、人間ドック

受診者の運動への意識向上や健康改善につなげ

たい。 
また運動指導利用者を追跡し、行動変容ステー

ジの変化や運動習慣の有無、さらに検査結果の変

化を調査していきたい。 
 
図 3．整形外科的愁訴改善の運動動画 QR コード 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

＜参考・引用文献＞ 
1） 厚生労働省生活習慣病予防のための健康情報

サイト e-ヘルスネット内 標準的な運動プ

ログラム. 

https://www.ehealthnet.mhlw.go.jp/inform

ation/policy/p-003.html 

2) メタボリックシンドローム診断基準検討委員

会．メタボリックシンドロームの定義と診断

基準．日本内科学会雑誌 94, p188-203, 2005. 

3) 令和 5年 5月 厚生科学審議会地域保健健康増

進栄養部会 次期国民健康づくり運動プラン

（令和 6 年度開始）策定専門委員会 歯科口腔

保健の推進に関する専門委員会 健康日本 21

（第三次）推進のための説明資料, p36. 

4) Prochaska J.O., Velicer W.F. 

The transtheoretical model of health 

behavior change. American Journal of 

Health Promotion 12(1), p38-48, 1997. 

5) 岡 浩一郎. 行動変容のトランスセオレティ

カル・モデルに基づく運動アドヒレンス研究

の動向. 体育学研究 45, p543-561, 2000. 

6) 脇本敏裕ら. 人間ドック受診者に対する個別

運動指導の試み. -健診施設に健康運動指導

士は必要か-（第 1報）．人間ドック 24, p55-

60, 2009. 

7) 森本信三ら. 人間ドック受診者における運動

療法の専門家による運動指導の必要性に関

する横断的研究. 公益財団法人 日本理学

療法士協会 平成 28 年度研究助成報告書． 

https://www.japanpt.or.jp/activity/gran

t/ptresearch/H28-A21.pdf 

8) 脇本敏裕ら. 人間ドック受診者への運動指導

の試み. 人間ドック 32, p626-631, 2017.  

9） 厚生労働省. 国民 2022（令和 4 年）国民生活

基礎調査の概況, p17. 

10）公益財団法人 岡山県健康づくり財団 令和

3 年度事業年報. P73. 

-69-

https://www.ehealthnet.mhlw.go.jp/inform
https://www.japanpt.or.jp/activity/gran


COVID-19 の高齢者入所施設クラスターにおける 

施設内療養者の重症化に与える要因の検討 
 

○秋山倖慧（岡山県美作保健所勝英支所） 

松田安奈（岡山県中央児童相談所） 

井口奈々（美作保健所） 

立石恵美子（美作保健所） 

沖野雄一郎（岡山県新型コロナウイルス感染症対策室） 

光井聡（美作保健所、美作保健所勝英支所、真庭保健所） 

 

Ⅰ．はじめに 

新型コロナウイルス感染症（以下 COVID

-19）は令和元年 12 月に世界で初めて確認

されて以降、全世界でパンデミックによる

健康危機をもたらした。本県では第2波（令

和 2 年 6 月 1日～9月 30 日）以降、感染管

理の専門家から構成される OCIT（Okayama

 COVID-19 cluster Intervention Team）

が発足し、OCIT の助言・指導の下、各保健

所が施設への感染対策支援を行なってき

た１）。 

 美作保健所では、OCIT の指導内容を参考

に保健所内で統一した様式を作成し、高齢

者入所施設クラスターへの対応の標準化

を行った。高齢者入所施設の管理者等から

COVID-19 陽性者発生の報告があった直後

から、統一した様式により施設内の感染状

況等を電話で聞き取り、その結果に応じて

必要な感染対策等を施設管理者等に共有

した。これらの標準化された初期介入支援

を、以後「ファーストタッチ」と定義する。 

 COVID-19 患者のうち高齢者は年齢や基

礎疾患等により重症化リスクが高い集団

であることが明らかになっている２）が、高

齢者施設入所者の感染や重症化を防ぐ方

法について、組織としての対応や適切な支

援・介入方法は十分確立されていない。よ

って本研究では、美作保健所独自の取組で

あったファーストタッチによる早期対応

が、高齢者入所施設クラスターにおける施

設内療養者の重症化に与える要因を検討

することにより、高齢者入所施設への効果

的な介入方法の示唆を得ることを目的と

した。 

 

Ⅱ 研究１ 

１．目的 

  高齢者施設における施設内療養者の

重症化割合に与える要因を検討する。 

 ２．方法 

 （１）対象期間 

令和 4 年 12 月 1 日～令和 5 年 1 月 31

日 

 （２）対象 

  対象期間中に美作保健所管内で

COVID-19 クラスターが発生した高齢

者入所施設 24 施設（図１） 

 （３）方法 

  １）対象施設で発生した全COVID-19患 

者のうち、①COVID-19 発症後に新

たに酸素投与があった者、②病状

悪化により入所施設では対応不可

となり入院した者、③隔離療養期

間中にCOVID-19により死亡した者

の合計の割合を重症化割合と定義

した。 

２）「ファーストタッチまでの日数」、

「施設形態」、「入所陽性者の平均年

齢」、「入所陽性者割合」、「職員陽性

者割合」、「ワクチン 4回目以上の割
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合」、「抗ウイルス薬投与の割合」を

説明変数とし、重症化割合を目的変

数とした重回帰分析を行った。解析

には Stata/BE 18.0 を使用し、有意

水準を 5％と定めた（表１）。 

 ３．倫理的配慮 

本研究では、感染症法に基づく疫学

調査において収集したデータを匿名

化し、個人が特定されない形でデータ

ベースを作成した上で解析を行った。 

 ４．結果 

研究の対象とした施設は図１のと

おりだった。解析の結果は表１となり、

施設形態等は有意な関連が認められ

なかったが、ファーストタッチまでの

日数と重症化割合に統計学的に有意

な関連が認められた。（95％CI：0.01-

0.19） 

図１ 解析対象施設 

 

表１ 研究１結果 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．研究２ 

 １．目的 

ファーストタッチによる早期対応が施

設内療養者の重症化に与える影響を明

らかにする。 

 ２．方法 

（１）対象期間 

  令和 4 年 12 月 1 日～令和 5 年 1 月 31

日 

（２）対象 

対象期間中に美作保健所・勝英支所管

内でクラスターが発生した高齢者入所

施設において施設内療養を行った患者

437 名（表２） 

（３）方法 

１）対象施設で発生した全COVID-19患

者のうち、①COVID-19 発症後に新た

に酸素投与があった者、②病状悪化

により入所施設では対応不可とな

り入院した者、③隔離療養期間中に

COVID-19 に よ り 死 亡 し た 者 を

COVID-19 による重症化と定義した。 

２）ファーストタッチを行った日と各

患者の発症日の差により、患者を①

ファーストタッチ以前に発症した 1

群、②ファーストタッチ後 1 日～7

日の期間に発症した 2 群、③ファー

ストタッチ後 8 日以降に発症した 3

群に分類した（図２）。 

３）「性別」、「年齢」、「抗ウイルス薬投

与の有無」、「重症化リスク因子（喫

煙歴、高血圧、糖尿病、心血管疾患、

慢性腎臓病、透析、胆がん、免疫抑

制状態、慢性呼吸器疾患、精神疾患）」、

「入所施設形態」を説明変数とし、

重症化を目的変数とした多変量ロジ
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スティック回帰分析を行った。解析

には Stata/BE 18.0 を使用し、有意

水準を 5％と定めた。 

３．倫理的配慮 

 本研究では、感染症法に基づく疫学

調査において収集したデータを匿名

化し、個人が特定されない形でデータ

ベースを作成した上で解析を行った。 

 ４．結果 

（１）対象集団の属性は表２のとおりと

なった。 

（２）解析の結果は表３のとおりとなっ

た。1 群を Reference としたとき、

2 群はオッズ比 0.55 で重症化を抑

える方向に関連が見られ（95％CI: 
0.31-0.96）、3 群はオッズ比 0.38 で

さらに重症化を抑える方向に関連

が見られた（95％CI:0.18-0.82）。 

 

表２ 対象集団 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 比較する群のイメージ 

表３ 研究２結果 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ．考察 

ファーストタッチの際、保健所から高齢

者入所施設に対して、協力医療機関・嘱託

医との間で患者診療に係る協力内容を確

認し共有することを勧めていた。また、健

康観察票を用いて入所者や職員の健康状

態について共有できたことで、施設内での

体系化された健康観察の視点について共

通認識を図ることができた。併せて、施設

の見取り図や名簿を共有したことで、施設

と保健所が感染の広がりや今後の注意点

などの共通認識を持ちながら施設への感

染対策支援（ゾーニングや適切な PPE 着脱

等）を実施することができた。これらの要

因から、早期発見・早期受診、医療アクセ

スの向上、施設内療養者の健康観察体制の

標準化、俯瞰的・経時的な支援体制の構築

に繋がり、施設内療養者の発症時・症状悪

化時の対応が円滑に行われた結果、施設内

療養者の重症化予防に繋がった可能性が

考えられる。 

 

Ⅴ．研究の限界 

 本研究の対象者は美作保健所・勝英支所

管内の高齢者施設入所者に限られており

結果の一般化に限界がある。 

 また、本研究は保健所で保管している疫

学調査票や施設対応記録等を用いて行っ

た後ろ向きコホート研究である。そのため、

ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％
性別

26 23.6 0.16 - 0.33 56 24.5 0.19 - 0.31 17 17.3 0.10 - 0.26
84 76.4 173 75.5 81 82.7

年齢

抗ウイルス薬
26 23.6 154 67.2 54 55.1 0.45 - 0.65
84 76.4 0.67 - 0.84 75 32.8 0.61 - 0.73 44 44.9

基礎疾患
1 0.9 0.00 - 0.05 2 0.9 0.00 - 0.03 1 1.0 0.00 - 0.06
62 56.4 0.47 - 0.66 122 53.3 0.47 - 0.60 62 63.3 0.53 - 0.73
18 16.4 0.10 - 0.25 40 17.5 0.13 - 0.23 31 31.6 0.23 - 0.42
27 24.5 0.17 - 0.34 59 25.8 0.20 - 0.32 34 34.7 0.25 - 0.45
3 2.7 0.01 - 0.08 10 4.4 0.02 - 0.08 6 6.1 0.02 - 0.13
0 0.0 0.00 - 0.03* 0 0.0 0.00 - 0.02* 0 0.0 0.00 - 0.04*
4 3.6 0.01 - 0.09 11 4.8 0.02 - 0.08 10 10.2 0.05 - 0.18
1 0.9 0.00 - 0.05* 0 0.0 0.00 - 0.02* 0 0.0 0.00 - 0.04*
9 8.2 0.04 - 0.15 18 7.9 0.05 - 0.12 13 13.3 0.07 - 0.22
5 4.5 0.01 - 0.10 11 4.8 0.02 - 0.08 7 7.1 0.03 - 0.14

Mean：平均値，SD：標準偏差

88.12±7.67

   免疫抑制
   慢性呼吸器疾患
   精神疾患

(*) one-sided, 97.5% confidence interval

87.73±8.97 87.26±9.72

   高血圧
   糖尿病
   心血管疾患
   慢性腎臓病
   透析
   がん

   男性
   女性

   Mean±SD

   投与有り
   投与無し

   喫煙歴

ファーストタッチと発症日の差
Ref:≦0day (n=110) 1-7day(n=229) ≧8day(n=98)

95％CI 95％CI 95％CI

重症化 Odds ratio
Ref:≦0day
1-7day 0.55 0.31 - 0.96
≧8day 0.38 0.18 - 0.82

[95% conf. interval]

※調整変数：性別、年齢、抗ウイルス薬投与の有無、

重症化リスク因子、入所施設形態 
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重症化リスクとなる交絡因子は多変量解

析により概ね調整したが、ワクチン接種回

数のデータに欠損があり、研究２でワクチ

ン接種回数の影響を調整することができ

なかった。 

 対象施設のレスポンスや施設形態等の

内容によって、保健所が早期の受診・入院

調整の判断を行った結果、研究２では情報

バイアスがはたらき患者転帰に影響を及

ぼした可能性がある。 

 

Ⅵ．結論 

高齢者入所施設で療養する COVID-19 患

者において、クラスター発生時の早期対応

（迅速なファーストタッチ）は当該患者の

重症化を予防する可能性が示唆された。ま

た、陽性者が発生する前の日頃からの感染

対策や BCP 作成、感染が大規模になる前の

早期からの適切な対応と体制づくりの重

要性が示唆された。 

 

Ⅵ．おわりに 

本研究結果を受けて、美作保健所、美作

保健所勝英支所、真庭保健所は健康教育の

チラシを作成し（図３）、施設を対象とした

普及啓発や研修会を実施した。また保健所

が管轄する圏域内郡市医師会へ研究結果

を報告し、「当該報告は臨床的にも納得が

いく結果である」との評価を頂いた。 

高齢者入所施設クラスターに対応する

中で、保健師は早期対応の重要性を肌感覚

として認識し、クラスター対応にあたって

いた。このような保健活動の実践と仮説生

成から本研究は開始され、疫学的手法を用

いて保健師活動を科学的に評価した。更に、

本研究から得られた知見を早期に現場に

資する形で還元することができた。本研究

は保健所保健師による EBN（Evidence 

Based Nursing）の実践としても意義のあ

る活動であったと思われる。 

 

図３ 啓発チラシ 
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LC-MS/MS を用いた牛の筋肉中の抗菌性物質一斉分析法の検討 

 

〇難波順子（岡山県環境保健センター） 

 

1 目 的 

抗菌性物質とは、微生物の発育・増殖を阻止す

る、又は殺滅する物質のことであり、微生物が産

生し、他の微生物の発育を阻害する「抗生物質」

と化学的に合成された「合成抗菌剤」に分類され

る。抗菌性物質は、人に対してだけでなく動物に

も使用され、動物の健康を守り、安全な畜産物を

安定的に生産するための重要な役割を果たして

いる。一方で、不適切な使用により、抗菌性物質

が効かない細菌である薬剤耐性菌を増加させる

ことが知られており、家畜の治療を困難にしてい

る。また、動物で発生した薬剤耐性菌が食品など

を介して人に伝播し、人の治療を困難にする可能

性もあるため、家畜への抗菌性物質の投与は、特

に慎重に行うことが求められている。 

このような背景から、医薬品医療機器等法及び

飼料安全法による生産段階における使用規制と

ともに、食品衛生法による残留規制が行われてい

る。この残留規制では、畜産物の流通段階におけ

る検査により、抗菌性物質が基準を超えて残留す

る違反品の排除を目指している。 

本県における畜産物中の抗菌性物質の検査は、

サルファ剤等の合成抗菌剤については液体クロ

マトグラフ質量分析計（LC-MS/MS）を用いた一斉

分析法により実施しているが、その他の抗菌性物

質については理化学的分析法が確立されていな

いため、微生物学的分析法で行っている。しかし、

微生物学的分析法では物質の同定及び定量がで

きないため、基準の適否判定が不可能である。そ

こで、LC-MS/MS を用い、複数の系統の抗生物質の

分析法を合成抗菌剤との同時分析も含めて検討

し、牛の筋肉を飼料として妥当性評価を行ったの

で報告する。 

2 方 法 

2.1 試料 

県内に流通している及び食肉衛生検査所から

提供を受けた牛の筋肉（横隔膜等）を使用した。

また、分析法の適用を検討する実サンプルとして

食肉衛生検査所にて微生物学的検査法（分別推定

法）で陽性となった牛の筋肉及び牛の腎臓を使用

した。 

2.2 分析対象物質 

対象とした抗菌性物質108物質を表１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 LC-MS/MS 装置条件 

LC-MS/MS 装置の測定条件を表 2 に示す。 

2.4 試料溶液調製方法 

抗菌性物質の系統により前処理方法が異なり、 

以下の 5種類を検討した。 

(1) 前処理法 1（グループ①） 

前処理法 1-1～1-4の条件を以下に示す。なお、 

1-2～1-4 については、1-1 からの変更点のみを示

す。 

1)前処理法 1-1（マクロライド系、サルファ剤） 

牛の筋肉試料 2 ｇを 50 mL ポリプロピレン製

（以下｢PP 製｣という。）遠沈管に量り取り、10 

mmol/L エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム 

（以下｢Na2EDTA｣という。）含有 0.1 mol/L トリス

塩酸緩衝液（以下｢抽出液｣という。）15 mL を加え

てホモジナイズした後、10 分間振とうし、遠心分

離した。上層を分取し、沈殿を抽出液 5 mL で再抽

出し、遠心分離後、上層を合わせ吸引ろ過し抽出

溶液とした。 

固相カラム Waters 製 Oasis HLB 1 g（以下

｢HLB1g｣という。）に得られた上層全量を負荷し、 

表1　検討に用いた抗菌性物質

グループ 系統 分類
微生物学的
検査法適応

分析対象数

マクロライド系 抗生物質 〇 19

キノロン・
ニューキノロン系

合成抗菌剤 △ 14

サルファ剤 合成抗菌剤 △ 50

ペニシリン系 抗生物質 〇 9

テトラサイクリン系 抗生物質 〇 7

② アミノグリコシド系 抗生物質 〇 9

備考：△は感度が悪く、公定法としては採用されていない

①
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精製水 10 mL で洗浄し、遠心脱水後、アセトニト

リル 20 mL で溶出させた。溶出液を分液ロートに 

移し、アセトニトリル飽和ヘキサン 20 mL を加え

て振とうし、アセトニトリル層を分取した。アセ 

トニトリル層を濃縮し、濃縮液をアセトニトリル

で 4 mL に定容し、LC-MS/MS 測定用分析溶液とし

た。  

2)前処理法 1-2（キノロン・ニューキノロン系） 

濃縮液をアセトニトリル：水(1:1) 10 mL で定

容した。 

3)前処理法 1-3（ペニシリン系） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カラム負荷液を抽出液の半量、溶出液をアセト 

ニトリル 10 mL にした。また、濃縮液を水 1 mL で

定容した。 

4)前処理法 1-4（テトラサイクリン系） 

カラム負荷液を抽出液の半量、溶出液をメタノ

ール 10 mL にした。また、メタノール飽和ヘキサ

ン 20 mL を加えて振とうし、メタノール層を分取

した。メタノール層を濃縮し、濃縮液を水 1 mL で

定容した。 

(2) 前処理法 2（グループ②、アミノグリコシド

系） 

牛の筋肉試料 5 g を 50 mL PP 製遠沈管に量り

取り、5 %トリクロロ酢酸 10 mL を加えてホモジ

ナイズした後、遠心分離した。上層を分取し、沈

殿を同様に再抽出し、遠心分離後、上層を合わせ

た。沈殿を 0.2 mol/L HFBA 水溶液 5 mL で再抽出

し、遠心分離後、上層を合わせ、5 %アンモニア水

で pH 4.0 に調整し、精製水で 30 mL に定容し抽

出溶液とした。 

固相カラム Waters 製 Sep-Pak Plus PS-2 265 

mg（以下｢PS-2｣という。）に抽出溶液 6 mL（1 g 相 

当）を負荷し、精製水 5 mL で洗浄後、遠心脱水し 

た。下部に Agilent 製 Plexa 200 mg（以下｢Plexa｣

という。）を連結した後、アセトニトリル：0.2 

mol/L HFBA 水溶液( 8 : 2 ) 3 mL で溶出させた。

溶出液を濃縮し、濃縮液を 20 mmol/L HFBA 水溶 

液で 5 mL に定容し、LC-MS/MS 測定用分析溶液と

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LC機種：島津製作所製 LC-20A 高圧グラジエントシステム

カラム温度：40℃

移動相流量：0.2mL/min、0.3mL/min（LC条件2のみ）

試料注入量：5µL、20µL（LC条件2のみ）

LC条件1-1（マクロライド系、キノロン・ニューキノロン系）

　カラム：Waters製XterraMS C18 2.1mm x 150mm, 3.5µm

　移動相A：0.1%ギ酸含有 1mmol/Lギ酸アンモニウム水溶液

　      B：アセトニトリル

LC条件1-2（ペニシリン系、サルファ剤）

　カラム：Waters製XterraMS C18 2.1mm x 150mm, 3.5µm

　移動相 A：0.1%ギ酸水溶液

　       B：0.1%ギ酸アセトニトリル溶液

LC条件1-3（テトラサイクリン系）

　カラム：Waters製 Atlantis T3 2.1mm × 150mm, 3µm

　移動相 A：0.1%ギ酸水溶液

 　　　　B：アセトニトリル

LC条件2（アミノグリコシド系）

　カラム：Agilent社製 Poroshell 120 SB-C18 2.1㎜ x 100mm 2.7µm

　移動相A：20mmol/L HFBA水溶液：アセトニトリル=95:5

　　    B：20mmol/L HFBA水溶液：アセトニトリル=2:8

MS機種：Applied Biosystems製 API3200 QTrap

インターフェース：Turbo V source

測定法：MRMモード

イオン化モード：ESI positive及びnegativeモード

表2　LC-MS/MS条件
1）LC条件

2）MS条件

全量負荷 全量負荷 半量負荷 半量負荷

アセトニトリル
20 mL溶出

アセトニトリル
20 mL溶出

アセトニトリル
10 mL溶出

メタノール
10 mL溶出

図1　前処理法1（グループ①）

前処理法1-2
（キノロン・ニューキノロン系）

前処理法1-3
（ペニシリン系）

前処理法1-4
（テトラサイクリン系）

Oasis HLB 1g  カラム精製

牛の筋肉 2 g

10 mmol/L Na2EDTA 含有 0.1 mol/L トリス塩酸緩衝液 抽出

遠心分離

吸引ろ過

前処理法1-1
（マクロライド系、サルファ剤）

アセトニトリル/ヘキサン分配 メタノール/ヘキサン分配

減圧濃縮

LC-MS/MS 測定

アセトニトリル4 mL定容
アセトニトリル：水(1:1)

10 mL定容
水 1 mL定容 水 1 mL定容
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3 結果及び考察 

3.1 LC-MS/MS 測定条件の検討 

検討した条件を表 2 に示した。分析カラムはグ

ループ①はテトラサイクリン系以外が Waters 製

XterraMS C18、テトラサイクリン系は Waters 製

Atlantis T3、グループ②は Poroshell 120 SB-

C18 を使用し、移動相、グラジエント条件を検討

したところ、適用可能と考えられた。また、イオ

ン化条件は、ESI positive 又は negative モード

を選択し、MRM モードで測定することで、良好な

結果が得られることを確認した。 

3.2 バイアル瓶の検討  

標準品を、PP 製バイアル瓶と不活性処理済みガ

ラス製バイアル瓶に入れて 4 時間後に測定し、ピ

ーク面積を比較した結果を図 3 に示す。検討した

グループ①の標準品 47 物質（サルファ剤以外の 4

系統）のうち、6 割の物質はガラス製バイアル瓶

で低い値となった。抗生物質等のガラス容器への

吸着や分解は多数報告されているため、PP 製バイ

アル瓶を使用することとした。また、前処理に使

用する器具も可能な限り PP 製を用いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 精製法の検討 

 固相カラムを用いて検討を行った結果を表3に 

示す。グループ①は HLB1g、Waters 製 Oasis HLB 

Plus 225 mg（以下｢HLB Plus｣という。）及び PS-

2 に、バイアル瓶の検討と同様の標準品 47 物質を

添加して検討した。南谷らの方法等 1)を参考にし

て、抽出液 20 mL でカラムに負荷した後、精製水

10 mL で洗浄後アセトニトリル 20 mL で溶出させ

た。その結果、70 %以上の回収率が得られた物質

数は、HLB1g 及び HLB Plus が 43 物質並び PS-2 が

38 物質であった。回収率が優れており、容量が大

きいため夾雑物の除去効果も期待できるHLB1gを

採用した。 

 グループ②は Plexa、PS-2 及び GL Sciences 製

InertSep mini RP-1 230 mg（以下｢RP-1｣という。）

に、標準品 9 物質を添加して検討した。アジレン

トの方法 2)を参考にして、抽出液 6 mL でカラムに

負荷した後、精製水 5 mL で洗浄後、遠心脱水し、

溶出液 3 mL で溶出させた。その結果、70 %以上

の回収率が得られた物質数は、Plexa 及び PS-2 が

8 物質並び RP-1 が 7物質であった。また、精製効

果を高めるために連結カラム（PS-2 の下に Plexa

を連結）の検討を行った。抽出液 6 mL に標準品を

添加した後、PS-2 に負荷し、精製水 5 mL で洗浄

後、遠心脱水し、溶出液 3 mL で溶出させた液を

Plexa に負荷し、溶出させた。その結果、8 物質が

70 %以上の回収率であった。よって、精製法は PS-

2 と Plexa の連結カラムを用い、溶出液 3 mL で溶

出させることとした。 

 

 

 

 

 

 

3.4 妥当性評価結果 

妥当性評価ガイドライン 3)に従い、分析者 1 名

が 2併行 5日間実施する枝分かれ実験計画に基づ

き添加回収試験を行った。添加濃度は、前処理法

1-1、前処理法 1-2 及び前処理法 1-4 は 0.1 ppm 又

は 0.01ppm、前処理法 1-3 及び前処理法 2 は基準

図2　前処理法2（グループ②）

抽出溶液　定容 30 mL, 分取 6 mL

PS-2, Plexa  カラム精製

減圧濃縮

定容 (筋肉 1 mL, 腎臓 5 mL）

LC-MS/MS 測定

5 %アンモニア水でpH 4.0に調整

牛の筋肉 5 g

5 %トリクロロ酢酸 抽出

遠心分離

0.2 mol/L HFBA水溶液 抽出

遠心分離

表3　固相カラムの溶出結果
(1)グループ①の47物質

カラム HLB1g HLB Plus PS-2
回収率70 %以上の物質 43 43 38

(2)グループ②の9物質
カラム Plexa PS-2 RP-1

回収率70 %以上の物質 8 8 7
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値になるように添加した。 

マトリックス効果が見られたため、マトリック

ス添加混合標準液を用いて定量した。 

結果を表 4に示す。真度及び精度の基準を全て

満たした物質はグループ①では 50 物質、グルー

プ②では 6 物質、合計 56 物質であった。また、基

準が「含有してはならない」である物質は、回収

率が 50 %以上である物質を基準適否判定可とし、

グループ①では 62物質、グループ②では 6物質、

合計 68 物質が判定可であった。   

基準を満たさない物質は定量限界でのピーク

面積が小さく、真度の値が低く、精度の値が高く

なる傾向があった。今後、LC-MS/MS 更新に伴い、

感度の上昇が期待されるので、再度検討を行いた

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 実サンプルへの適用 

3 事例について、検討した分析法を用いて同定、

定量を行った結果を表 5 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 以上のとおり、微生物学的検査法で残留が認め

られた抗菌性物質を定量的に検出できることが

確認できた。 

4 まとめ 

抗菌性物質の迅速かつ高感度な分析方法の確

立を目指し、牛の筋肉を試料とし、抗生物質と合

成抗菌剤の同時分析法を検討した。分析法の妥当

性評価を行ったところ、検討した 108 物質のうち

56 物質で目標値を満たした。また、基準が「含有

してはならない」である物質は、回収率が 50%以

上である物質を基準適否判定可とした場合、68 物

質が判定可であった。また、微生物学的検査法で

残留が認められた抗菌性物質を定量的に検出で

きることが確認できた。 

 今後の LC-MS/MS 更新を踏まえて、分析法の更

なる検討を行い、迅速・正確な検査ができる体制

を整え、畜産物の監視指導及び安全確保の一助と

していきたい。 

5 参考文献 

1) 南谷臣昭 ほか：LC-MS/MS による蜂蜜中の動物

用医薬品の一斉分析、岐阜県保健環境研究所報、

21、13-18、2013 

2) アジレントアプリケーションノート：Agilent 

Bond Elut Plexa SPE、Agilent Poroshell 120 カ

ラム、LC/タンデム MS を使用したウシ筋肉中のア

ミノグリコシドの分析 

3) 厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知：食

品中に残留する農薬等に関する試験法の妥当性

評価ガイドラインについて、 食安発第 1115001号、 

平成 19 年 11 月 15 日、2007 

表4　検討結果まとめ

グループ 抗菌性物質の系統 LC条件
前処理
条件

妥当性評
価合格数

基準適否
判定可数

マクロライド系 1-1 4 10

キノロン・
ニューキノロン系

1-1,1-2 11 12

サルファ剤 1-1 24 27

ペニシリン系 1-3 7 9

テトラサイクリン系 1-3 1-4 4 4

② アミノグリコシド系 2 2 6 6

合計 56 68

①

1-1

1-2

表5　実試料への適用

年度 部位
微生物学的検査法で
残留が疑われた系統

確認された物質名
（抗菌性物質の系統）

結果

9.4ppm 検出

基準以内

（基準 13ppm）

0.43ppm 検出

基準超過

（基準 0.1ppm）

0.43ppm 検出

基準超過

（基準 0.09ppm）

3
牛の
筋肉

オルビフロキサシン
（キノロン・

ニューキノロン系）

キノロン・
ニューキノロン系

キノロン・
ニューキノロン系

元
牛の
腎臓

アミノグリコシド系
カナマイシン

（アミノグリコシド系）

2
牛の
筋肉

マルボフロキサシン
（キノロン・

ニューキノロン系）
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岡山県内における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行が 

他の流行性疾患に与えた影響について 
 

松岡保博（岡山県保健医療部健康推進課） 
 
１ はじめに 
 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世

界的な流行は、2020 年に始まり、3 年以上が経

過した現在においても流行の波を繰り返してい

る。日本では 2023 年 5 月 8 日に、感染症の予防

及び感染症の患者に対する医療に関する法律

（感染症法）における位置づけが、季節性インフ

ルエンザと同じ 5 類感染症に移行された。5 類移

行までの約 3 年間、COVID-19 感染拡大防止の

ため、マスク着用、手指消毒、３密回避等の多く

の感染防止策が実施されてきた。そうした中で、

例年流行していた季節性インフルエンザの流行

がほとんど見られなかったことは知られている。

一方で、季節性インフルエンザ以外の流行性疾

患がどのような状況であったかをまとめた報告

は少ない。また、COVID-19 が 5 類移行してか

ら様々な感染症の流行が話題になることが多い

が、それらが COVID-19 流行前と比較してどう

いう状況にあるかをまとめた報告も少ない。 
 そこで、今回、岡山県内における COVID-19
の長期間に渡る流行の波の繰り返しが季節性イ

ンフルエンザを含む他の流行性疾患に与えた影

響を調べるため、岡山県感染症発生動向調査事

業において定点把握を実施している流行性疾患

について、COVID-19 が 5 類に移行されるまで

の約 3 年間及び 5 類移行した後の現在に至るま

での変化を COVID-19 流行以前と比較解析を行

ったところ、疾患ごとに流行時期等への様々な

影響が見られたため報告する。また、併せて今後

の感染防止策の啓発方法についても報告する。 

2 材料及び方法 
2.1 対象とした流行性疾患 
2.1.1 季節性インフルエンザ 

冬が流行期とされる急性呼吸器感染症で、上

気道炎症状に加え、急な発熱、全身倦怠感、頭痛、

筋肉痛を伴う。 
2.1.2 RS ウイルス感染症 

以前はインフルエンザ同様に冬に流行期とし

ていたが、近年ではインフルエンザが流行する

前の秋が流行期とされる急性呼吸器感染症で、

上気道炎症状から、気管支炎や肺炎に発展する

こともあり、特に生後 6 か月未満の乳幼児では

重症化率が高いことが知られている。 
2.1.3 咽頭結膜熱 

アデノウイルスを原因とする急性のウイルス

感染症であり、発熱、咽頭炎及び結膜炎を主な症

状とする。年間を通じて発生する感染症である

が、夏が主な流行期とされている。 
2.1.4 手足口病 

エンテロウイルスを原因とし、夏が流行期と

される急性のウイルス感染症であり、口腔粘膜、

手や足に水疱性の発疹を主症状とする。 
2.1.5 ヘルパンギーナ 
 手足口病同様に、エンテロウイルスを原因と

し、夏が流行期とされる急性のウイルス感染症

であり、発熱と口腔粘膜の水疱性の発疹を主症

状とする。 
2.2 比較解析方法 
 2015 年 1 月～2023 年 11 月の岡山県感染症発

生動向調査事業におけるインフルエンザ定点 84
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医療機関のインフルエンザ患者報告数及び小児

科定点 54 医療機関の対象疾病のうちの 4 疾病

（RS ウイルス感染症、咽頭結膜熱、手足口病、

ヘルパンギーナ）の患者報告数から、定点あたり

患者報告数（1 週間に 1 定点医療機関を受診した

患者の平均値）を算出し、比較解析した。2015 年

から 2019 年のデータは通常の流行時期を確認

するために使用した。 
 
3 結果 
3.1 インフルエンザ 
 COVID-19 流行以前は、県内の流行も、毎年

11 月末頃から患者報告数は増え始め、年が明け

た 1 月から 2 月頃にピークを迎えていた。とこ

ろが COVID-19 が県内で流行していた 2020-
2021 シーズン(1 シーズンは 9 月から翌年 8 月ま

で)及び 2021-2022シーズンは、県内の注意報（流

行シーズン入り）発令基準である定点あたり患

者報告数１.0 人を一度も超えることなく、シー

ズンを終えていた（図 1）。2022-2023 シーズン

については、3 シーズンぶりに定点あたり患者報

告数１.0 人を超えたが、大きな流行のピークを

形成することはなかった。ところが、COVID-19
が 5 類感染症に移行して初めて迎えた 2023-
2024 シーズンは、シーズンが開始した 9 月時点

で定点あたり患者報告数は 1.0 人を超えており

既に流行が始まっている状況にあった。その後、

10 月中旬頃までは徐々に患者報告数が増えてい

たが、そこから患者報告数が大きく増え始め、11
月末には県内の警報発令基準である 30 人を 5シ

ーズンぶりに超えた流行となっている（11 月末

現在）。 
3.2  RS ウイルス感染症 
 COVID-19 流行以前は、県内の流行も、秋頃に

見られていた。COVID-19 が流行していた 2020
年はほとんど流行が見られなかったが、翌年

2021 年の 5 月頃、突如流行し始め 7 月上旬にピ

ークを迎え 8 月まで流行した（図 2）。また、2022
年は 2021 年ほどの流行ではなかったものの、8
月上旬頃に感染のピークを迎えていた。そして

この傾向は COVID-19 が 5 類感染症に移行した

2023 年も同様であり、7 月上旬に流行のピーク

を迎え 8 月まで流行した。 
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3.3  咽頭結膜熱 
 県内では、COVID-19 流行前も COVID-19 流

行中もこれまで大きな流行は見られていなかっ

たが、COVID-19 が 5 類感染症に移行した 2023
年は、10 月頃から患者報告数が増え始め、11 月

中旬には初めて国の示している警報レベルの定

点あたり患者報告数 3.0 人を超え過去に例を見

ない大きな流行となっている（11 月末現在）（図

3）。 
3.4  手足口病及びヘルパンギーナ 
 県内の流行も、COVID-19 流行前は、ほとんど

流行しない年もあれば大きく流行することもあ

ったが、流行時期は夏であった。ところが

COVID-19 流行中については、夏にはどちらも

ほとんど流行することはなかったが、ヘルパン

ギーナは 2020 年、手足口病は 2021 年に秋に小

規模ながら流行が見られた（図 4,5）。COVID-19
が 5 類感染症に移行した 2023 年は、両疾患とも

に COVID-19 流行前と同様の夏に流行した。ヘ

ルパンギーナについては近年では比較的大きな

流行であった。 
 
4 考察 

今回、COVID-19 の世界的な流行によって始

まった 2020 年から、2023 年 5 月に COVID-19
が 5 類感染症に移行するまでの約 3 年間、毎年

大きく流行していたインフルエンザが、データ

からもほとんど流行していなかったことを報告

した。また、COVID-19 流行下での他の流行性疾

患の動きを解析した結果、全体的に流行が抑え
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られていたものの、これまでとは異なる時期に

流行が見られるなど、流行に変化があったこと

が明らかとなった。さらに COVID-19 が 5 類感

染症に移行した 2023 年は、①これまで秋に流行

していた RS ウイルスが夏に流行、②手足口病及

びヘルパンギーナが COVID-19 流行以前のよう

な本格的な流行、③夏を流行期とする咽頭結膜

熱が秋に過去に例を見ない規模の大流行、④イ

ンフルエンザが過去に例を見ない早い時期から

の大規模流行していることを報告した。 
こうした流行の変化の原因については、明確

な理由を示すことはできないが、現時点で推測

されたことを考察する。まず、COVID-19 が大き

く流行していた約 3 年間の流行状況の変化につ

いては、１つ目の理由として、COVID-19 に対す

る感染防止策が、他の流行性疾患にも有効であ

ったことが考えられた。2 つ目の理由として、ウ

イルス干渉により COVID-19 以外の感染症の流

行が抑えられた可能性が考えられた。2009 年に

新型インフルエンザが世界的に流行した際に、

欧州では、ライノウイルス（一般的に風邪の原因

とされるウイルス）の流行により、一時的に新型

インフルエンザの流行が鈍化した事象があり、

これがライノウイルスによるインフルエンザウ

イルスへのウイルス干渉だったという報告があ

る 1)。今回の COVID-19 の流行においても同様

のことが起きていた可能性が考えられた。実際

に、COVID-19 流行中の 3 年間に流行が見られ

た RS ウイルス感染症、手足口病及びヘルパンギ

ーナの流行時期は、いずれも COVID-19 の第何

波と呼ばれた時期を外れていた。次に、COVID-
19 が 5 類感染症に移行した 2023 年の様々な感

染症の流行状況の変化については、1 つ目の理由

として、COVID-19 流行中に実施していた感染

防止策の緩和など生活様式の変化により、ウイ

ルスに曝露する機会が増加するなど、感染症が

流行しやすい状況にあるのではないかと考えら

れた。2 つ目の理由として、流行性疾患への抗体

保有率減少が影響していると考えられた。実際

に COVID-19 流行以前まで 2 年周期で流行して

いた手足口病について、愛知県が原因である主

流行型エンテロウイルスの抗体保有率を調査し

た結果、3 歳以上の年齢層で高い抗体保有率を示

していたことが報告されており 2)、抗体保有率の

増加が、集団免疫により流行の周期に影響を与

えていることが考えられた。特に小児の流行性

疾患については、COVID-19 が流行した 2020 年

以降、流行が抑えられたことにより、生後一度も

感染していない乳幼児が通常より多くいる状況

にあるため、集団免疫が働かず、様々な時期に大

きな流行を形成している可能性が考えられた。 
今回の報告は、COVID-19 流行が影響を与え

た変化のごく一部であり、今後も継続して様々

な感染症の動向を注視する必要があると考える。

また、県内で特定の感染症の流行を探知した場

合に行う注意喚起・予防啓発は、様々な感染症が

短期間に流行する状況においては、COVID-19
流行下で広く認識された基本的な感染防止策を

ベースとして、その対策との違い（アルコール消

毒効果の有無、感染経路等）に要点を絞った分か

りやすいものであることが重要と考えている。 
 
5  参考文献 
1）Anchi Wu, Valia T Mihaylova, Marie L 

Landry, Ellen F Foxman : Interference 
between rhinovirus and influenza A virus: 
a clinical data analysis and experimental 
infection study, Lancet Microbe 1, E253-
262, 2020 

2）伊藤 雅、皆川洋子、安達啓一、廣瀬絵美、齋

藤典子ら：愛知県で検出されたコクサッキー

ウイルス A6 型（CV-A6)の解析, 愛知県衛生

研究所報 71, 10-20, 2021 
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青壮年期がウォーキングを始めるきっかけづくりの取り組みについて 

～びぜんウォークラリーの企画、実施をして～ 

〇岡田誠子、杉本留理子、榮里永子、矢津順子、須田幸恵（備前市保健課健康係）  

 

【目的】 

備前市では、国保の医療費データより、国・県

を上回る糖尿病・循環器系疾患外来件数、また慢

性腎不全（透析あり）外来医療費の増加がみられ、

青壮年期からの生活習慣の改善が急務となって

いる。 

健康びぜん 21・食育推進計画においては、市民

が主体的に食生活や運動習慣の定着を図り、健康

的な生活を送る取組を推進してきた。しかし平成

30 年に行った中間評価のアンケート調査から、青

壮年期の男性の肥満（BMI25 以上）が 4 割以上、

善玉コレステロール低値者割合の微増、1 回につ

き 30 分以上の運動を週 2 回以上かつ１年以上行

っている人の割合が、男性は 3 割未満（前回より

減少）、女性は 2 割未満と取組が定着していない

現状が明らかになった。 

コロナ禍でも気軽に取り組める「ウォーキング」

であれば、実践と定着につながりやすいと考え、

健康づくり推進協議会で、ウォーキングに取り組

む人を増やすための方法について協議し、実際に

協議会内で期間を決めチーム戦を実施した。さら

に市内へ普及するため、健康づくり推進協議会委

員である青年会議所へ声をかけ、市民を対象にし

たウォークラリーを一緒に企画をした。このウォ

ークラリーの効果について調査分析をする。 

 

【方法】 

令和 3 年度は年 2 回（11 月と 3 月）、令和 4 年

度も年 2 回（10 月、3 月）実施した。第 4 回目は

町内会のイベント期間にあわせ、ウォークラリー

を開催した。 

ウォークラリーの参加対象年齢は、青壮年期を

ターゲットに 65 歳未満とした。 

実施会場は、市内でウォーキングしやすい道を

下見し、2㎞～5 ㎞コースを設定。毎回ウォークラ

リー会場は変えて開催した。 

青壮年期の参加をねらい、子どもや家族が楽し

めるよう、1 ㎞ごとにチェックポイントでチケッ

トを配布し、2 枚集まったら 1 回抽選会で商品が

もらえるお楽しみの要素を取り入れた。また健康

づくり推進協議会委員や協賛企業へよびかけ、健

康づくりに関するブース、子どもが楽しめるブー

スを用意した。 

周知は、SNS（Facebook、HP）、チラシ、健康づ

くり推進協議会委員から所属団体への案内を行

った。職域の委員は職場内、次世代の委員は園・

小中学校を通して周知した。また、市からは公式

LINE、前回参加者へ個別メールで案内を行った。 

毎回参加後に無記名で 18 歳以上の参加者へア

ンケート調査を実施した。 

4 回目のアンケート調査では、ウォーキングが

継続できている理由、実施している時間、頻度、

心身の変化の有無について追加調査した。 

 

【結果】  

（１）参加者の内訳 

 参加者については（表１）のとおり。 

表１ 参加人数とアンケート実施人数の内訳 

 参加 

人数 

アンケート

実施人数 

合計 

男 女 

1回 163 人 57 人 24 人 33 人 

2回 106 人 58 人 24 人 34 人 

3回 109 人 43 人 16 人 27 人 

4回 211 人 92 人 25 人 67 人 
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（２）参加動機と経緯 

参加動機は「面白そう」約 6割、「子どもと参加

できる」約 5 割、「健康を意識しているから」約 4

割であった（表２）。ウォークラリーを知った経緯

は口コミ（人からの紹介）、前回参加し次回の案内

を受けたが多かった（表３）。参加者のうち約 4～

5 割がリピーターとなっている。 

 

表２ 参加動機（複数回答） 

※その他：子どもがＰＲ動画に出ていたから、家

の近くで開催していたから、主催者の家族だから 

 

表３ ウォークラリーを知った経緯（複数回答）  

 1 回 2 回 3 回 4 回 

公式 LINE 23％ 16％ 19％ 17％ 

口コミ（人か

らの紹介） 

51％ 41％ 36％ 37％ 

PR 動画 15％ 4％ 0％ 3％ 

前回参加し

個別通知を

受けた 

 38％ 40％ 31％ 

チラシや HP

等 

11％ 0％ 5％ 11％ 

※初回の開催では、びぜん特別観光大使や市内の

地域団体や企業、こども園の協力のもとにＰＲ動

画を作成した。動画作成の過程で企画内容、開催

日時を口コミで周知ができた。 

 

（３）参加後のウォーキングの継続状況 

ウォークラリーに参加したことで、8 割の人は

「歩こう」と思った（表４）。 

表４ 参加後も継続して歩こうと思うか 

 1 回 2 回 3 回 4 回 

そう思う 58％ 78％ 74％ 78％ 

少し思う 33％ 19％ 23％ 18％ 

あまり思わない 8％ 3％ 3％ 3％ 

 

運動習慣がない人の参加が約 7 割であったが、

リピーターへのアンケートでは、参加後約 3 割の

人が「前回の参加後からはウォーキングに取り組

んでいる」と回答された（表５）。 

 

表５ 参加後のウォーキングの継続状況 

 2 回 3 回 4 回 

もともと歩いている   22％ 

歩いている 48％ 25％ 29％ 

歩きたいけど歩いて

いない 

44％ 69％ 41％ 

歩いていない ７％ ６％ ７％ 

※４回目のアンケートから「もともと歩いている」

を追加 

 

頻度は月 2 回～ほぼ毎日と幅があり、実施時間

は 1 回あたり 20 分以上である人が多かった。男

性は年齢にばらつきがあったが、女性は 50 歳代

が多かった。 

ウォーキングが継続できている理由は、①健康

に良いと思う、②心身のリフレッシュになる、③

体力づくり、④一緒に歩く人がいる、という順番

で回答が多かった（図１）。 

 1 回 2 回 3 回 4 回 

健康を意識して

いるから 

39％ 43％ 40％ 42％ 

面白そうだから 51％ 53％ 60％ 54％ 

周囲からの勧め 21％ 10％ 12％ 10％ 

景品目当て 18％ 16％ 14％ 12％ 

子どもと一緒に

参加できるから 

44％ 43％ 42％ 48％ 

特になし 2％ 3％ 0％ 2％ 

その他 4％ 2％ 0％ 0％ 
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こどもや配偶者等、誰かと歩いているのは 36％、

１人で歩いている人は 64％。歩いた効果では「痩

せた」「体力がついた」「活発になった」「イライラ

しなくなった」という回答があった。 

参加後、ウォーキングが継続できていない理由

は、子育てで時間が取れない 5 割、仕事で忙しい

4 割、健康なので歩かない 4 割であった。もとも

との運動習慣がない人が多かった。歩くために必

要な環境・サポートに関する設問では「自分の時

間があれば」「子育ての支援があれば」「このよう

なイベントがあれば」等の意見があった。 

 

【考察】 

（１）参加状況について 

・1 回目は、新規ウォークラリーであり参加人

数が多かったが、2、3 回目と減少。4 回目は

地域のイベントに合わせてウォークラリー

を実施したこと、新聞掲載、口コミ等での広

がりもあり新規参加者が増加した。 

・4 回目の参加者のうち、半数が新規、半数が

リピーターであり、ウォークラリーの満足度

は高いと思われる。 

・公式 LINE、園や小学校から保護者に向けた個

別通知や他者から誘いを直接受けることで

参加に至っている。 

 ・参加動機は「面白そう」が約 6割、「子どもと

一緒に参加できる」が 4 割おり、興味が持て、

子どもと一緒でも気軽に参加ができるウォー

クラリーになっている。子どもを含めた家族の

参加割合が約 6 割と一番多かった。 

・運動習慣がない人（1 回/週以下）が 7 割程だ

が、運動習慣がなくても、ウォークラリーへの

参加につながっている。 

 

（２）周知方法 

 ・健康づくり推進協議会委員が、自身の所属団

体へ情報発信し、市からは公式 LINE で市民へ

発信をした。また色々な団体がチラシ配布等で

周知を行った。参加の動機付けになったのは、

メールや LINE、友人や職場の人からの誘いなど

の個別通知が有効であったと思われる。 

 

（３）参加後の意識、ウォーキングの継続につい

て 

・参加後は、6～8 割は継続して歩こうと思うと

回答しているが、実際にウォーキングを実践

した人は約 3 割であった。 

・もともと歩いている人やウォーキングを開始

した人は、こどもや配偶者等、誰かと歩いて

いるのは36％、１人で歩いている人は64％。

個人でも取組がしやすいことが分かる。 

・参加後のウォーキングの実施状況は、実施頻

度、時間はばらつきがあるものの、ウォーク

ラリーへの参加を通して、自分のペースで始

めることができている。 

・ウォーキングを実践できた人は、①健康に良

いと思う、②心身のリフレッシュになる、③

体力づくり、という健康に対しての意識が持

てている人が多い。また一緒に歩く人がいる

という人的要因も関与していると考えられ

る。 

・歩かない理由は、仕事や子育てで忙しいとい

う回答であり、今の生活の中でプラスして歩

く時間を確保することが難しい。もともとの

運動習慣がなく、ウォーキングをすること自

体が難しい集団であり、別のアプローチ方法

を検討する必要がある。また健康への関心が

低いが、イベントであれば参加はしている。 

 

【まとめ】 

ウォーキングをイベント化し、参加対象年齢を

65 歳未満と設定したことから、運動習慣の定着に

向けた普及啓発の機会が少ない働き盛りの青壮

年期の参加を促すことができた。 

ウォークラリーに参加することで、「楽しめた」

という感想は多くあり、次回の参加意向や、参加

後も継続して歩こうという気持ちを持ってもら

えた。実際に 3 割の人がウォーキングの実践につ

ながり、ウォーキングを始める動機付けとなって

いる。 
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もともとウォーキングに取り組んでいる人と

ウォークラリーへ参加後、ウォーキングを始めた

人は『健康』に関心がある人が多いことから、ウ

ォーキングの効果の情報提供を合わせて行うこ

とが必要である。また「一緒に歩く人がいるから」

という理由も継続できる要因となっており、人的

支援の活用も有効であると分かった。 

今後さらにウォークラリーへの参加を促すに

は、直接通知は有効であると思われる。また自分

の身の回りの人で取り組んでいる人からの誘い

を受けることが、行動変容の一歩になるのではな

いかと考えられる。 

しかし、参加者の半数は、ウォーキングをする

ためには日常生活にプラスした時間を取らなけ

ればならないためか、個々が実践するには至らず、

イベントであれば参加しやすいという意見が多

い。 

今後は、ウォーキングを始めるための動機付け

に加え、運動が習慣化できる仕掛けづくりが必要

であり、現在、企業との連携によりアプリを活用

した環境づくりの施策化を検討している。 

健康増進は、個人の努力のみで実践することが

難しく、社会環境整備が重要である。対象とする

青壮年期への周知、機運の向上に向け、関係団体

の連携による環境整備とソーシャルキャピタル

の活用による地域づくりの推進を図っていきた

い。 
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